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巻頭言 

菊 知  充 

北陸精神神経学会 事務局長 

「医療の偏重」、つまり、「地域の医師数」「診療機関の数」「診療科ごとの医師数」の偏り

について議論されて久しくなりました。最初の「地域の医師数」の偏在について、厚生労働省は

効果的な政策を実施してきました。皆さまもご存知と思います。医学部入学における「地域枠」

制度をつくり、卒業生について一定期間は都道府県が、医師数の少ないエリアに医師を配置でき

るようにしました。北陸３県において、各県ごとに１０～２０人の入学枠があり、卒業後は一定

期間都道府県の指示で勤務先が決まります。医師の少ないエリアで働く条件で運用されて地域医

療の重要な存在となっています。素晴らしい制度でありましたが、全国でこの枠は徐々に減られ

ていく予定のようです。この制度がなくなることは、北陸エリアにおいても少なからずマイナス

になると思われます。次に「診療機関の数」の偏在についてです。この北陸のエリアにおいては

実感がわかないのですが、関東のエリアでは精神科開業の制限が議論され始めています。これに

ついては、地域ごとの精神科疾患別患者数など、正確なデータにもとづいた議論が必要で、今後

どのように進められるのか注視すべき問題です。最後に、「診療科ごとの医師数」の偏在につい

てです。今後の精神科医師数の増減に関わる問題で、極めて重要な案件です。厚生労働省は新専

門医制度で研修をうける医師の数に、毎年度シーリング制度（上限設定）を導入することで、診

療科と県単位の医師数の偏在をまとめて解決しようとしています。厚労省の独自の計算により精

神科医師数が多いと認定された東京、石川、岡山、福岡、佐賀、熊本、沖縄の７都道府県におい

て、令和４年現在精神科専攻医のシーリングが設定されています。このシーリング設定の根拠に

ついては、日本精神神経学会も戸惑っています。まず、厚生労働省が算定の根拠にしている地域

ごとの精神科医数が、医療機関で働いている専門性の高い精神科医師に限定しているわけでな

く、計算方法が不明瞭です。この計算の根拠には神経科や心療内科で働く医師も含まれているか

もしれません。 

精神科医師の偏りについて、ある程度正確な資料があります。日本精神神経学会が、精神科医

療の将来計画のために計算したデータがあります。2009年 3月末における日本の精神科医師数

とその分布を、当時の日本精神神経学会の専門医制度資料に基づき算出したものです（精神神経

学雑誌 第 114巻 第 12号 2012年 1359-1375頁）。このデータもまた、必ずしも、医療機

関で働く精神科医師の実数を完全に反映するとは言い切れません。しかし心療内科や神経科医師

が合算されていないという点で、これまで活用されてきた「医師・歯科医師・薬剤師調査の概

要」調査等よりも、実体を反映していると考えられます。このデータによると、人口１０万人に

対する精神科医師数は、全国平均が 8.55であるのに対して、石川県が 9.12人、富山県が 7.56

人、福井県が 6.94人でした（2009年 3月末時点）。石川県は多いように見えますが、それでも

全国の都道府県では当時 17位で、人口比率から見て、シーリング設定の対象になるエリアには

見えません。さらに二次医療圏についての調査で、極端な精神科医過疎エリアが北陸には存在す

ることが指摘されました。具体的には石川県能登北部 1.20人、富山県砺波 1.94人、福井県丹南



2 菊  知  

2.57人でした（2009年 3月末時点で、現在の数字ではありません）。このような状況にもかか

わらず、石川県にシーリング（採用の上限）が作られています。国が実質的主導権をもつ日本専

門医機構は、日本の精神科医療の未来を見据えて尽力されていることに疑いの余地はありません

が、医師の充足数については現場との間に肌感覚の違いがあるように思われます。 

現在、若手精神科医の多くは、この機構の専門医を目指しています。これからも、この北陸の

地で専門医資格を安心して取得できる体制維持が大事です。そのためには研修施設において指導

医を安定して維持できるように協力していくことが大事です。 
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第 199回北陸精神神経学会 特別講演 

 

安眠のための秘訣 
－睡眠障害と夜間多尿を中心に－ 

 
 

横山 修 
 
 

福井大学医学部泌尿器科学講座

 
要旨: 夜間頻尿は他の下部尿路症状の中で最も頻度が高く、泌尿器科以外の診療科横断的な背景
疾患を有していることからその病態は複雑である。基本となる病態は「夜間多尿」「膀胱容量の
減少」「睡眠障害」の３つ分類されるが、「夜間多尿」と「睡眠障害」に起因する夜間頻尿が多
い。高齢者では深睡眠（徐波睡眠）の頻度や持続時間が減少し、睡眠の質の悪化がみられる。
睡眠の質の悪化は高血圧や糖尿病の発生にも繋がり、その背景にはレプチン、グレリンなどの
ペプチドホルモンや、オレキシンニューロンが関与する。睡眠障害は夜間多尿の原因にもな
る。夜間多尿の診断には排尿日誌を用いて夜間排尿回数や夜間尿量率を算出することが必要で
ある。対策として、睡眠薬をうまく使って睡眠の質を向上させれば夜間多尿対策にも繋がる。
また、夜間多尿には水分制限、塩分制限が有効であるのでまず積極的な生活指導が重要であ
る。           
 
はじめに 

夜間 1 回以上トイレに行く人の数は約 4500 
万人と推定されている。夜間頻尿とは夜間に
排尿のために 1 回以上起きなければならない
という愁訴であり、QOL が障害されていな
ければ治療対象にはならない。しかし本人ま
たは介護者が治療を希望している場合、通常
は 2 回以上を問題とすることが多い１）。夜間
頻尿の背景には多彩な疾患が存在し、前立腺
肥大症や過活動膀胱、女性の膀胱瘤・子宮脱
などの泌尿器科・婦人科疾患に始まり、睡眠
障害や各種内科疾患もその原因となってい
る。夜間頻尿はその病態として多尿・夜間多
尿、膀胱蓄尿障害、睡眠障害の３つに分類さ

れる。最初に睡眠障害に起因する夜間頻尿に
ついて解説し、次に頻度の多い多尿・夜間多
尿の原因と対策について述べる(図１)。 
 
睡眠障害と夜間頻尿  

高齢者では，若年者と比較して深睡眠（徐
波睡眠）の頻度や持続時間が減少し、睡眠の
質の悪化がみられる。加齢とともに床上時間
は延長するが、床上時間が長いと中途覚醒も
増え、不眠の訴えにつながる。また浅い睡眠
となるため少しの尿意でも容易に覚醒（中途
覚醒）し排尿行為に及ぶ。また、一旦覚醒し
て排尿すると再入眠困難が生じ、また入眠で
きたとしても浅睡眠となり軽度の膀胱内圧の 



4[ここに入力] 横  山 [ここに入力] 

 
上昇でも尿意を感じて排尿行為に繋がる。

夜間頻尿と不眠は高齢者の転倒・骨折と関連
し 2、3）、また、平均 57.3 歳の 9764 名を 5 年 
 

 
間追跡調査した長浜コホート研究の結果で
は、夜間排尿回数が多いほど 5 年後に「う
つ」を発症するオッズ比も高くなると報告さ
れている(図２)4）。 
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睡眠障害の 1 番の原因は加齢であるが、スト
レス、うつ病などの精神疾患、睡眠リズムの
乱れ、アルコール・薬の影響、生活習慣病な 
ども原因とされている。逆に不眠があると
様々な生活習慣病になりやすい。高血圧、糖
尿病、肥満などである 5，6，7）。では睡眠不足
がなぜエネルギー摂取を増やし、肥満や糖尿
病、高血圧に繋がるのであろうか。 
 
アディポサイトカインとオレキシンニューロン 

末梢の脂肪細胞は肥満に伴い様々なアディ
ポサイトカインを分泌させ、動脈硬化、高血
圧、性機能障害などを引き起こす。しかし善
玉のアディポサイトカインもあり、アディポ
ネクチンは抗糖尿病作用と抗動脈硬化作用な
どがある。レプチンには視床下部に作用して
食欲抑制、エネルギー消費増強効果があり、
内臓脂肪蓄積でその分泌は増加するが、肥満
高度になるとレプチン抵抗性が獲得される
8）。一方のグレリンは、ラット胃から抽出さ
れたペプチドホルモンで、成長ホルモン分泌
促進因子受容体に対する内因性リガンドであ
る 9)。 成長ホルモン分泌刺激、食欲亢進・体
重増加などのレプチンに相反する作用を持っ
ている。グレリン受容体は排尿反射を司る腰
仙髄副交感神経核に存在し反射を亢進する
が、膀胱平滑筋には影響ないとも報告されて
いる 10）。健康成人を対象に、10 時間睡眠 2
日間の後、4 時間睡眠 2 日間を負荷すると血
中レプチンは低下しグレリンが増えて空腹感
が増し、食欲も増加傾向を示すことが報告さ
れている 9）。その後視床下部オレキシンニュ
ーロンを介してそのシグナルが視床下部弓状
核に伝わり食欲を亢進させ肥満に繋がる。ま

たオレキシンは覚醒もコントロールしている
と考えられている 11）。オレキシンニューロン
は、情動、脳内時計、エネルギーバランスに
かかわる情報などを受け、睡眠覚醒、報酬
系、摂食行動の制御に関与している。オレキ
シン受容体拮抗薬の１つがスボレキサントで
高齢者/非高齢者の転倒関連の有害事象はプ
ラセボとほほ同様とされている 12）。また、オ
レキシンニューロンは脊髄において知覚を制
御しているとされ、オレキシンをラット脊髄
腔へ投与すると排尿反射は亢進して頻尿とな
るが、その遮断薬を投与すると排尿反射は抑
制されて排尿間隔が延長するので減少した膀
胱容量を増大させる効果も報告されている
13）。臨床的にも 2 回以上の夜間排尿回数を有
する不眠患者 35 名にスボレキサント投与を
行うと、1 か月後夜間排尿回数は約 1 回の減
少、QOL も改善傾向がみられた 14）。 
 
睡眠薬と膀胱機能・尿量との関係 

われわれはこれまで非ベンゾジアゼピン系
睡眠薬であるゾルピデムを用いて膀胱機能に
対する影響について動物実験を行ってきた
15）。ゾルピデムを経静脈的に投与するとラッ
ト膀胱は用量依存性に増大し（図３）、この
膀胱容量増大効果は GABAA 受容体拮抗薬で
あるビククリンによって拮抗されたので（図
４）、GABAA を介していること、またゾル
ピデムは睡眠時の尿量を減少させることも報
告した。一方、催眠・生体リズム調節作用を
有するメラトニンをラット脳室内に投与する
と、覚醒ラットの膀胱容量を用量依存性に有
意に増大させ、ビククリンにより拮抗される
ことよりから脳 GABAA 受容体に起因するこ
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と、さらに利尿状態のラットに対しメラトニ
ンを投与すると尿量を減少させることも解明
した 16）。したがって睡眠深度と夜間尿量とは
相関があり、睡眠環境を調整するため膀胱容
量を増やし、尿量を減少させている可能性が
ある。これらのリズムを調整する体内時計は
メラトニン、バソプレッシン、connexin43 な
どの蛋白を介して腎や膀胱を同調させている
と考えられる 17）。この体内時計には自立振動
性とともに内在的な概日時計の時刻を外界の
環境時刻に合わせる外部環境への同調性があ
り、概日リズムの乱れから生じる夜間頻尿に
は、光刺激による体内時計の同調性を期待し
てメラトニンの分泌量増加のために昼間に光
を浴びることが大切である（表１）18）。不眠
があるから夜間頻尿になるのか、あるいは夜
間頻尿があるから不眠になるのかは患者背景
により異なるが、両者が悪循環をきたすこ 
 

とはどの患者においても共通している。した
がって、夜間頻尿の主な原因に対する治療を
行うとともに不眠の原因となっている疾患の
診断や治療も重要である。また、睡眠障害に
対する薬物治療は夜間尿量を減らす可能性も
あり、薬剤の選択は重要であるが、転倒、骨
折、せん妄の発生に注意が必要である。 
 
夜間多尿の原因 

夜間頻尿診療ガイドライン（第 2 版）によ
れば、夜間多尿の背景には、加齢に伴う抗利
尿ホルモン（ADH）分泌異常、水分過剰摂
取、食塩過剰摂取、薬剤、高血圧を代表とす
る心血管性などがあるとされている(表２)
１）。夜間頻尿（1 回以上）を訴える過活動膀
胱症例 1,271 名に３日間の排尿日誌と家庭血
圧を記載させた調査（OASIS Project）では
女性の高血圧は夜間多尿と関連が深く、夜間      
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尿量率が有意に高い結果であった(図 5）19）。
しかし、水分・食塩過剰摂取や薬剤の影響が
あっても多尿に対応できるだけの機能的膀胱
容量があれば夜間頻尿は生じないはずであ
る。しかし年齢とともに夜間の機能的膀胱容
量は低下し、これに夜間多尿を伴っていると
夜間排尿回数は増加することになる。OASIS 
Project でも、高血圧患者は夜間多尿でしかも
過活動膀胱症状スコアも高いという結果であ
った（図 5）。 
 
多尿（polyuria）と夜間多尿（nocturnal polyuria）

の評価 

多尿とは、 1 日の排尿量が 40mL/kg 体重
を越える場合を言う。また、夜間多尿は 24
時間の尿排出量のうち夜間の割合が多い場合
であるが、この夜間尿量には就寝前の最後の
尿は含まれず、朝起床後の最初の尿は含まれ

る。夜間尿産生量の正常範囲は年齢によって
異なり、また各年齢の正常範囲も確定されて
いない。そこで夜間に 20％（若年成人）か
ら 33％以上（65 歳以上）の尿が産生されれ
ば、夜間多尿があるとしている。夜間排尿回
数が 2 回以上の人では、アジアでも欧米でも
76％から 88％が夜間多尿であったとの報告
もある 20,21)。 
 
排尿日誌のつけ方 

排尿日誌は夜間多尿の診断にも役立つが、
患者が自分の排尿パターンや尿量を知ること
で、生活習慣の改善やセルフケアにつなげる
こともできる（図 6）。計量カップは 500 ㎖
くらいの容量があるものを用いる。記録用紙
は日本排尿機能学会のホームページ
（http://japanese-continence-
society.kenkyuukai.jp/special/?id=15894）か
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らもダウンロードできる。まず、朝起きて最
初の排尿からスタートし、その後も昼～夜
と、排尿するたびに記入していく（図 7）。排
尿した時間が何時何分なのかを書き込む。5
分単位で記入する。トイレに計量カップを置
き、直接カップに排尿して排尿量を計測す
る。10 ㎖単位で記入、尿もれ・失禁尿失禁が
あった場合はメモをする。起床時間・就寝時
間、昼間と夜間の排尿を区別するため、起床
時間と就寝時間も忘れずに記載する。夜間尿
量には就寝前の最後の尿は含まれず、朝起床
後の最初の尿は含まれる。できれば 3 日～1
週間、日誌を続けるのが理想的であるが、平
日は忙しいという人は週末の 2 日間だけの記
載でも評価はできる。1 日尿量に対する夜間
尿量の割合が 33％を超えた場合夜間多尿とな
る。 

夜間多尿の治療 

夜間多尿があるとどのくらい夜間排尿回数
が増えるのか、メタ解析の結果が報告されて
いる。夜間多尿ありのヒトはないヒトに比べ
0.59 回排尿回数が多いとされ、また夜間頻尿
がないヒトに比べ 2 回以上の夜間頻尿のヒト
が夜間多尿であるオッズ比は 4.99 と報告さ
れている 22）。2020 年発刊された夜間頻尿診
療ガイドライン第 2 版によれば、夜間多尿に
対する幾つかの生活指導の提言があり、その
中の１つ飲水制限については、夜間頻尿患者
に対する行動療法の一環として夜間頻尿の改
善に有効な指導であり推奨される（推奨グレ
ード A）、と記載されている 1）。これにより
夜間排尿回数は１～1.5 回減少するが、体重 
の約２％以内の飲水制限とか、体重当たり
30 ㎖未満に制限、カフェインの制限など
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様々である。塩分制限については、夜間排尿
回数、夜間尿量、夜間多尿指数が減少するこ
とが示され、夜間多尿症例には推奨される
（推奨グレード B）となっている。 
薬物療法では、夜間多尿に対してバソプレッ
シン V2 受容体作動薬デスモプレッシンの投
与は推奨されるかという CQ に対して「長期
成績を含めて有用性の報告があり、推奨され
る。高齢者では低 Na 血症、頭痛など有害事
象が懸念される。重篤なものは少ないが注意
深い経過観察必要」として男性では推奨グレ
ード A、女性は保険適応外となっている。低
Na 血症は、年齢 65 歳以上、高用量（50＞
25μg）、治療前の血清 Na 値 135mEq/L 未
満、腎機能低下で頻度が増加するので注意が
必要である。では女性ではどうすれば良いの
か。推奨グレードは C1 と低いが、「午後早い
時間に利尿薬を投与することで就寝前に体内
に蓄積された水を尿として排泄させ、その後
の夜間尿量を減少させるためその投与は推奨
される」、となっている。利尿後は細胞外液
減少から RAS 系が活性化され、集合管におけ
る Na+再吸収が促進して尿量が減少する。夜
間頻尿改善 10 か条（表１）にも就寝前の飲
水制限、就寝前３～４時間のアルコール、カ
フェインの制限などが重要とされ、また夕方
に下肢の筋肉を使った運動は「むくみ」をと
って夜間尿量を減少させる効果があり有効と
考える。 
 
最後に 

夜間頻尿の原因には睡眠障害、夜間多尿、膀
胱蓄尿障害がある。睡眠障害は肥満、生活習
慣病を惹起するが、夜間多尿の原因にもな

る。そのため睡眠薬をうまく使って睡眠の質
を向上させれば夜間多尿対策にも繋がる可能
性がある。また、夜間多尿には水分制限、塩
分制限が有効であるのでまず積極的な生活指
導が重要である。 
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北陸精神神経学会の歴史と将来への展望 

山口 成良 

社会医療法人財団松原愛育会 松原病院 
 

 北陸精神神経学会という名前の学会は戦前にも 2 回行なわれていた。戦後、昭和 26 年
第 1 回金沢精神医学談話会が行なわれたが、その学会の名前が、北陸精神神経科集談会、
北陸神経精神科集談会とかわり、第 73 回から北陸精神神経学会となり、現在に至ってい
る。昭和 62 年北陸神経精神医学雑誌という、学会の機関誌も発行されている。将来への
展望についても述べたい。 
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会員の声  

総合病院精神科リエゾン医療：他診療科医師への提言 

三  邉    義  雄 

厚生連高岡病院精神科 

 

これまで、同様の趣旨で「一般救急の精神

科対応」「緩和医療への精神科介入」「子ども

のこころ医療での小児科・精神科連携」につ

いて、本誌「会員の声」に、掲載させて頂いた。

今回は、その他の主な課題について最近行

った当院勤務全医師宛の私の提言を、掲載

させて頂いた。高齢化や心身関連医学の発

展で、「総合医療における精神科リエゾン医

療」は精神科医療全体の中で重要性を増し、

またそのことが今後の精神科医療発展の要

であると考える。この機会に、北陸の精神科リ

エゾン医療に携わる同志有志からのコメント

などを頂けたら、幸いである。 

 

１、せん妄の対応 
①せん妄対応の重要性 

興奮などを伴いやすく、その遷延は、原疾

患の身体疾患にも悪影響がある。また、医療

体制が弱くなる夜間に増悪することが多く、特

に病棟看護師の負担が大きい、さらに、せん

妄など精神的不安定は、他院や施設への転

院に支障をきたす。 

②せん妄を悪化する薬物を、できるだけ除去

する。特にベンゾジアゼピン系（ブロチゾラム

など）や Z 系（ゾルピデム、ルネスタなど）の

GABA系睡眠薬は問題であるが、メラトニン系

（ロゼレム）オレキシン系（デエビゴ、ベルソム

ラなど）は併用可と言われている。せん妄や

精神症状を悪化する薬剤は多岐にわたって

いるので、せん妄発現時に、主治医で処方チ

ェックをお願いしたい。ステロイドやパーキン

ソン治療薬など減らせない薬剤がある一方、

医療効果自身が不透明である認知症治療薬

など切りやすいものもある。 

③薬物は、リスパダール 0.5mg１錠・夕食後投

与で開始が原則だが、即効性の薬剤で効果

の判定が容易あり、一日量 2-3mg を上限に１

－２日毎に 0.5mg から 1mg ずつ増量可であ

る。経口できない場合は、リスパダールの水

液服薬か、セレネース一日量 0.5Aから 2Aの

範囲で点滴静注する。リスパダールは、効か

ないことより効きすぎることが圧倒的に多いの

で、過鎮静の場合は現場の判断で減量する。

高齢者への全麻による手術など侵襲的医療

行為後には、リスパダール 0.5mg での「せん

妄予防投薬」の選択肢もある。 

④入院中に強いせん妄を起こした方も、自宅

に帰ると無投薬でも再発しないことが多いの

で、環境変化による認知機能攪乱がせん妄

発症の誘因になると考える。よって、入院中の
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照明調整や家族の面会などは、医療的効果

が期待できる。 

 

２、睡眠障害の対応 
患者さんの睡眠導入剤に対する警戒感は

根強く、その理由は、マスコミや医療関係者

からの情報によることが多い。そのため、睡眠

障害を放置し、深刻な状態を呈する方も少な

くない。確かに睡眠導入剤はこの半世紀以上

新規薬理機序の薬物が開発されず、課題の

習慣性や認知機能低下作用は解決されなか

ったが、ようやくオレキシン系薬物が最近実用

化され今後の展開が期待されている。睡眠障

害が「脳機能の老化・劣化や背景精神疾患」

のバイオマーカーであり、脳機能劣化や精神

障害の出現→睡眠障害の出現→脳機能劣

化や精神障害のさらなる悪化→の悪循環の

医学的エビデンスは豊富である。最新の知見

では驚くことに、GABA 系睡眠薬が睡眠紡錘

波賦活により記憶固定を強化する、という報

告もある。つまり、睡眠誘導剤に副作用の問

題があるとはいえ、睡眠障害のリスクが睡眠

誘導剤のそれを上回ると考えるのが当然であ

ろう。医療関係者は、マスコミ情報などに惑わ

されず、医学的エビデンスを冷静に患者家族

に伝えることが責務であると考える。 

 

３、精神科紹介時の患者対応 
毎日多くの患者さんを、他診療科から精神

科に御紹介頂いているが、毎回私は「精神科

に紹介されて、どう感じましたか？」と患者さ

んに聞いている。ちょっとショックだったのは、

「精神科に行けと言われ、落ち込んだ」「精神

科だけは、受診したくなかった」という反応が、

予想より多かったことである。その根底にある

のが精神疾患に対する偏見であるので、身体

科主治医から「検査をしても異常がないので、

精神的な原因かもしれない」と精神科受診を

勧められると、患者家族には「精神科患者扱

い」されたと感じとてもショックらしい。実際、本

格的な精神疾患の患者さんは少ないので、

その御気持ちは十分了解可能である。薬理

作用機序は不明の点があるが少量の抗不安

薬・睡眠導入薬・抗精神病薬が劇的に身体

症状を改善することが少なくないので、身体

科医が精神科受診を勧める時に「あなたは精

神病ではないが、精神科の薬が身体症状に

も効く場合があるので、一度専門医に見ても

らったらどうだろう？」、と説得するのがより適

切な表現ではないかと考える。 
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原 著 

口腔内セネストパチーの 1 症例 
 

山口成良・田村 悠 
 

Nariyoshi Yamaguchi，Yu Tamura：A case of Oral Cenesthopathy 
 

 
  

抄録：セネストパチーは体感症と訳され、身体の様々な部位に異様な体感を感ずる状態をい
い、特に口腔内の奇妙な異常感覚を主症状とするものを口腔内セネストパチーという。ここに
報告する症例は 60歳代の女性で、Ｘ－7年頃から口腔の異常感を訴えるようになった。その内
容は、「米粒が口の中をぐるぐる回る感じがする」、「口に風船が入っていて、食事が充分とれな
い」、「上顎の後が動く感じがする」等であった。歯科口腔外科に紹介したところ、「口腔内に明
らかな所見はなく、口腔ジスキネジアと考える。」との返書であった。WAIS-Ⅲ成人知能検査で
は、全 IQ80 で、平均の下の水準である。外来で、抗不安薬のクロチアゼパムを投与しながら、
常に支持的に接する態度を通じて、患者との良好なラポールを形成してきた。現在、患者は特
に訴えはない。                  北陸精神神経学会 36（1-2）：17-19, 2022 

                                                   

Key words：口腔内セネストパチー、女性、初老期 oral cenesthopathy，female，presenium 
 
はじめに 

セネストパチー1)7)は体感症と訳され、身体の
様々の部位に異様な体感を感ずる状態をい
い、特に口腔内の奇妙な異常感を主症状とす
るものを口腔内セネストパチー4)5)という。今
回我々は口腔内セネストパチーを訴える１症
例を経験したので、その経過を報告する。 
 
症例 

60 歳代、女性。 
初診時主訴：某医でうつ病といわれ、セカン
ドオピニオンを求めて来診。 
家族歴：母が胃癌にて死亡。 
既往歴：子宮筋腫 

生活歴：Ａ市で出生。短大を卒業後、商事会
社に勤めたり、家業の農業の手伝いをしたり
する。 
現病歴：Ｘ－14 年頃から調子が悪くなり、全
くする気がない、食欲もないということで、
当院外来受診。外来で通院しながら、抗不安
薬、抗うつ薬を服用していた。Ｘ－10 年、
変形性膝関節症となり、Ｘ－9年、吐き気、
胸やけ、息苦しさを訴え、食事、水分もとれ
なくなり、当院に入院した。3ヶ月程で退
院。Ｘ－7年頃から口腔の異常感を訴えるよ
うになった。口腔の異常感の訴えの内容は表
1 のごとくであった。 
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その後の経過：Ｂ医療センターの歯科口腔外科
に紹介したところ、以下の記載の返書をいた
だいた。「体の中からシューシューと上の歯
に向かっている感じがあるとのことですが、
口腔内明らかな所見はなく、口腔ジスキネジ
アと考えます。また咀嚼のしがらさを訴えて
おりますが、こちらも明らかな所見はなく、
違和感による咬筋の自己使用制限による顎関
節症咀嚼筋障害と考えます。心因的な要素が
大きいように考えます。なるべく御家族と同
じような食事を心がけ、柔らかいものに偏ら
ないように指導致しました。」との返書であ
った。 
検査所見： 

血液検査：著変なし。 
脳波検査：著変なし。 
WAIS-Ⅲ成人知能検査：全検査 IQ：80 で、
「平均の下」の水準である。 
MMPI新日本版：プロフィールより、身体的
愁訴は極端で、否認が強く、問題の原因が自
分自身にあっても、自己の行動を省みるよう 

 
な洞察に乏しく、自己中心的であることが示
唆される。 
診断：口腔内セネストパチーと診断される。 
治療経過：外来で抗不安薬のクロチアゼパム
を投与し、常に支持的に接する態度を通じて
患者との良好なラポールを形成してきた。現
在、患者は特に訴えなく、おいしいものを食
べるようにしている。 
考察：セネストパチーは、1907 年にDupré 
と Camus1)7)によって命名された用語であ
り、体感（セネステジー）の異常によって生
じる奇妙な感覚を意味する。わが国では、保
崎 2)が「セネストパチーとその周辺」という
展望で、セネステジー、狹義のセネストパチ
ー、広義のセネストパチーについて述べてい
る。ドイツではHuber3)が“Die 
coenesthetische Schizophrenie”として、統合
失調症との関連で述べている。しかし、英語
圏では、ICD－10 やDSM－5 では、セネス
トパチーという用語はなく、あまり興味をも
たれなかったのもと思われる。 
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 特に口腔内の異常感覚を主症状とするもの
を口腔内セネストパチーというが、その臨床
的特徴として、宮岡 4)5)は、（1）中年女性に多
い。（2）病前性格として几帳面、完全癖など
の執着性格、内省的傾向、心気傾向が認めら
れる。（3）舌の異常感は強い痛みではなく、
食事に支障はない。（4）高率に癌恐怖がみら
れ、癌ではないという保証のみで自覚症状の
軽快あるいは消失する場合もある。（5）症状
が活発な時期にも社会適応は比較的良好であ
る。等をあげている。我々の今回の症例も、
上述の（4）の項目をのぞき、その他の特徴
を充たしている。最近、岡村ら 6)は、高齢者
の口腔内セネストパチーについて、後方視的
調査を行い、転帰が比較的良好であると述べ
ている。 
 
まとめ 

 60 歳代の女性で、50 歳で口腔の異常感を
訴える症状が発現し、口腔内セネストパチー
と診断され、抗不安薬の投与と良好なラポー
ルを保つことにより、症状が好転した１症例
を報告した。 
 
 本論文の要旨は、2022 年 3 月 13 日、第
199 回北陸精神神経学会で発表した。 
 本報告にあたり、開示すべき利益相反はな
い。 

 
引 用 文 献 

1）Dupré，E．et Camus，P．：Les 
cénesthopathie．Encephale，2：616-
631，1907． 

2) 保崎秀夫：セネストパチーとその周辺．精
神医学，2：325-332，1960． 

3）Huber，G：Die coenesthetische 
Sohizophrenie．Neurologie，33：491-
520，1957． 

4) 宮岡 等：口腔内セネストパチー．臨床 
精神医学，15：29-36，1986． 

5) 宮岡 等：口腔内セネストパチー．精神 
科治療学，12：347-355，1997． 

6) 岡村 毅，杉下和行，荒井仁美，他：高 
齢者の口腔内セネストパチー．精神医
学，54：811-817，2012．  

7) 高橋 徹，高橋 徹：セネストパチーの 
原典 －Dupréらの論文－． 臨床精神病
理，29：345-358，2008． 

  
 



20  北陸神経精神医学雑誌 36 巻 第 1-2 号 20-25 (2022) 

1:医療法人社団 長久会 加賀こころの病院, Kaga Mental Hospital 
2:公立松任石川中央病院, Department of Psychiatry, Public Central Hospital of Matto Ishikawa 
3:金沢大学医薬保健研究域医学系精神行動科学, Department of Neuropsychiatry & Behavioral Sciences,  

Kanazawa University Graduate School Medical Sciences 
 

原 著 

当院における児童青年期の初診患者の担当医 
 
 

 
棟居俊夫 1)、下優太郎 1)、土田航祐 1)、石井奏 2)、菊知充 3)、 

和田有司 1)、加賀良康武 1)、喜多克尚 1)、織田忠明 1) 
 

Toshio Munesue1), Yutarou Shimo1), Kousuke Tsuchida1), So Ishii2), Mitsuru Kikuchi3), 
Yuji Wada1), Yasutake Kagara1), Katsunao Kita1), Tadaaki Ota1)

 
抄録 : 2018 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの 4 年間に当院を初診した患者の年齢と

その担当医を調べた。初診患者の総数は 3037 人であり、10 歳代後半から 20 歳代前半まで、お
よび 70 歳代前半から 80 歳代後半までに多い二峰性の分布を示した。調査期間中に在籍した精
神科医は 9 名であった。患者の年齢の中央値は、日本児童青年精神医学会認定医である一名の
医師の担当患者では 21 歳と際立って低く、他の医師の担当患者では 50 歳前後であった。18 歳
以下の患者については上記医師および同学会会員である医師の 2 名がほぼ限定して診療してい
た。しかし他の医師も診療した患者の 20％ほどは 19 歳から 30 歳までの、なお青年期としてよ
い年代であった。精神科医は全てのライフサイクルの患者の診療ができることが望ましい。そ
れは児童青年精神医学の専門医の絶対数が極めて少ないこと、児童青年期患者の診療が他の年
代の診療に比べて異質と言えないこと、生育歴を詳細に聴取する習慣がつくことなどに因る。 

                北陸神経精神医学 36（1-2）：20-25, 2022 

 
Key words：初診患者、ライフサイクル、担当医、児童青年精神医学 

New patient, life cycle, attending psychiatrists, child and adolescent psychiatry 

 
１．はじめに 

 幼児から老人まで、ライフサイクルのほぼ
すべてにわたって、何らかの精神障害が発症
しうる１）。心身の不調のために受診を考え、
地域の精神科医療機関を訪れる患者の年代
は、幼児期から老年期までに及ぶ。ここで“児

童思春期外来”といった名をつけて、特に幼
児期から青年期までの患者に対応していると
標榜する医療機関がある。この年代の診療に
は専門性が必要であり、そのための専門家が
在籍していると謳っている。 
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 ところで、この年代の診療にそれほどの専
門性、つまり特殊性があるのだろうか。一般
の精神科医に子どもや若者の診療はとても難 
しいのか。これは大いに疑問であり、検討す
る必要があるとわれわれは考えた。2 つの理
由がある。第一は日常診療における実際上の
要請からくる。日本児童青年精神医学会の認
定医は 443 人である（2022 年 6 月 12 日現
在）２）。例えば不登校の小学生中学生は約 20
万人、その要因が本人にあるとされるのは半
数近くの約 9 万人である３）。このうち精神科
医の診療を要する割合は分からないものの、
ある研究によれば初診時に不登校を呈した患
者のほとんどに何らかの精神障害の診断がつ
けられている４）。もし児童青年期の診療に一
般の精神科医ができないほどの専門性、特殊
性があるのならば、不登校児童生徒だけでさ
えも 400 人余りの認定医にはとても対応でき
ない。精神科医はみな、子どもや若者を診る
ことを期待されている５）。 
 二つ目の理由は、子どもや若者の診療が他
の年代とさほど変わらないという臨床経験か
らくる。日本の精神医学の歴史において、主
に青年期の患者を対象とした、臨床において
有益で重要な概念が一般の精神科医により提
唱されてきた。例えば、「思春期妄想症」６）

の主要な研究者である村上靖彦、「退却神経
症」や「ステューデント・アパシー」７）の提
唱者である笠原嘉、そして「若年周期精神
病」８）を叙述した山下格、彼らはみな児童青
年精神医学を専門にしていたのではない。ラ
イフサイクルを通して患者を診療している精
神科医だからこそ、重要な概念を生み出すこ
とができたのかもしれない。 

 児童青年期患者は地域の精神科医療機関を
受診する可能性がある。当院では日頃 5～7
名の精神科医が外来診療を担ってきた。また
当院はホームページ上の「診療科目」の見出
しの中で「児童・思春期外来」があると提示
している。従って児童青年期患者の診療を受
け入れており、しかしそれは一部の医師に偏
っている可能性がある。ところで他の医師は
どの程度この年代を診療しているのか、その
実情を調べておくことは意義があると考え
た。今回の報告の目的は、当院に在籍する精
神科医が診療した新患患者の年代別の割合を
調査し、児童青年期患者を診療することの意
義について考察することである。 
 
２．方法 

 2018 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日ま
での 4 年間に当院を受診した初診患者の年齢
と診療を担った医師の氏名を調査した。医師
毎に患者の年齢の中央値と範囲、および年代
を求めた。なお初診患者を診療する医師を割
り振る役割は、当院では相談課職員の精神保
健福祉士と公認心理師が担っている。 
 青年期の年代をどこまでに設定するかにつ
いては一定の見解がない。ある教科書は 17
歳までを“思春期”、18 歳から 25 歳頃までを
青年期としている９）。ある文献データベース
は 18 歳までを青年期、19 歳から 24 歳まで
を“young adult”としている１０）。若者の診療
経験の豊富な笠原嘉は青年期の終わりを 30
歳前後としている１１）。そこで、本調査では
児童青年期を便宜的に広く 30 歳までとし、
年代を 0 歳から 18 歳まで、19 歳から 25 歳
まで、26 歳から 30 歳まで、31 歳から 64 歳
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まで、65 歳以上の 5 つに分けた。そして 30
歳までの年代に注目した。 
 なお本研究が扱った患者の個人情報は年齢
だけであり、倫理委員会に諮らずに、また患
者や保護者の同意を得ずに、調査が行われ
た。 
 
３．結果 

 調査期間に受診した初診患者の総数は 3037
人であった。その年齢別の人数をみると（図
1）、12 歳までは少なく、13 歳から急に増加
し、10 歳代後半から 20 歳代前半にかけて一
つの峰を作り、その後はなだらかに減少し、
60 歳代に谷があり、再び増加し 70 歳代前半
から 80 歳代後半にかけて二つ目の峰を作
り、その後は減少していた。 
 調査期間に在籍した精神科医は 9 名であっ
た。診療した初診患者の年齢をみると
（表）、すべての医師においてその範囲は学
童期あるいは青年期から老年期までのライフ
サイクル全体に及んでいたが、中央値は医師
H が 21 歳と目立って小さく、他の医師は 40 

 
 

 
 
歳代から 60 歳代であった。なお医師 C は日
本児童青年精神医学会会員、H は同学会認定
医である。 

そこで年代別に分けてみると（図 2）、30
歳以下の患者の割合は、医師 H 以外が 13～
33％（平均 21％）であった。しかし 18 歳以
下の患者の割合は、医師 C と H 以外の医師
が 0～6％であった。 
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４．考察 

 当院の初診患者は、10 歳代後半から 20 歳
代前半の青年期に、老年期と同じく、多かっ
た。これはこの年代の診療の要請が大きいこ
とを示している。児童青年期患者、特に 18
歳以下の患者を診療する医師はほぼ 2 人に限
定されていた。児童・思春期外来の存在を謳
っている当院の精神保健福祉士や公認心理師
は、子どもや若者の診療希望があった場合、
児童青年に係る学会に所属する医師に優先的
に割り振っていることを伺わせる。しかし 19
歳から 30 歳までに注目してみると、この 2
人以外の医師であっても診療する患者の 12～
25％（平均 18％）はこの年代に相当し、児童
青年期精神科診療に全く無縁ではない。 

当院におけるこのような現状は好ましくな
いとわれわれは考える。一般の精神科医であ
っても児童青年期患者を診療する機会を増や
すことが望ましい。しかし成人や老人の患者
を長年にわたって診療してきた精神科医から
みると、今になって子どもや若者の診療はな
じめないかもしれない。ここで 19 歳から 30

歳までの青年期とされる年代の患者は全ての
医師が診療していたことに注目したい。まず
この年代の診療経験を増やすことが実際的だ
ろう。次に 16 歳から 18 歳までの高校生年代
を診療し、さらに会話のやり取りがかなり成
立する 6 歳から 10 歳ころまでの小学生の診
療をし、最後に会話が成立しがたい 10 歳こ
ろから 15 歳までの主に中学生年代の診療を
するという順序で経験を積むことが一つの方
法かもしれない。さらに加えて、後期研修医
の時期から子どもや若者の患者の診療を日ご
ろから行える仕組みを院内に位置付ける必要
がある。 
 われわれは日頃の臨床経験から、児童青年
期患者がその専門家である医師でなければ診
療できない程に専門的とは考えていない。こ
の点について以下に、叙述的ではあるが、検
討する。第一に診断基準に年齢が含まれてい
る精神障害は少ない１２）。反社会性パーソナ
リティ障害では「その人は少なくとも 18 歳
以上である」、そして間欠爆発症では「暦年
齢は少なくとも 6 歳である」と年齢の項目が
診断をするうえで必須だが、このような条件
の付されている精神障害は極めて少ない。児
童青年期に受診が多いと思われる注意欠如・
多動症では「不注意または多動性－衝動性の
症状のうちいくつかが 12 歳になる前から存
在していた」、そして自閉スペクトラム症で
は「症状は発達早期に存在していなければな
らない」と記載されているが、これはいわば
確認項目であって、成人期になって初めて受
診した場合も診断しうる。つまり、ほとんど
の精神障害において、診断をするうえで、少
なくとも形式的には、年齢は重要でない。ど
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の年齢であってもその診断を付することが可
能である。もちろん本当は精神障害の診断に
あたって、患者の年齢は極めて重要なのだ
が、それは伝統的な診断方法においてあては
まるのであり、操作的な診断基準に準ずる限
り、そこまでの配慮は一義的ではない。 
 第二に、それぞれの精神障害にはたいてい
好発年齢があるが、その年代が児童期－青年
期－成人期にまたがる場合がある。例えば、
統合失調症は 10 歳代後半から 30 歳代半ばで
あり、大うつ病性障害は 10 歳代から増え、
20 歳代に最も多く、しかし老年期でも珍しく
なく、パニック障害の発症は児童期や 45 歳
以上ではまれであり、年齢の中央値は 20～24
歳である１）。児童期や青年期にしか見られな
い精神障害があるのではない。これは小児科
学と内科学の関係と著しく異なる。小児科学
ではほぼ子どもにしか見られない、あるいは
小児期にほとんど診断される病気がある。例
えば種々の感染症、先天性の語が付される代
謝性疾患、心奇形などである。小児科学が内
科学から分かれるのは意味があるだろうが、
同様のことは精神医学に当てはまらない。 

もちろん、われわれは“児童・青年期外来”
が不要と考えているのではない。中等症から
重症の強迫性障害や神経性無食欲症、行動化
の激しい注意欠如・多動症や自閉スペクトラ
ム症、繊細な注意を払う必要のある 10 歳代
発症の統合失調症などは、一般の精神科医や
地域の精神科医療機関では治療が難しい。こ
の年代に特化した専門施設が必要である。 
 最後に、一般の精神科医が児童青年期患者
を診療する利点を示す。それは成人の患者で
あってもその人の生育歴に関心が向く習慣が

つくことである。幼稚園や保育所ではどのよ
うな様子だったのか、小学校で遊び友達がい
たのか、勉強は遅れなかったのか、中学校で
どんな部活動に励み、友人はいて、成績はど
うだったのか、卒業後は何らかの方法で高校
卒業の資格を得たのか、さらに進学したの
か、アルバイトはしたのか、就職してからの
様子はどうだったのか、など目の前の患者が
どのような人生をたどってきたのか描くこと
ができる。注意欠如・多動症の多くや自閉ス
ペクトラム症は幼児期から中学生までに何ら
かの特徴的な所見がなければならない１）が、
生育歴を聞きとる習慣があれば診断の際に役
立つ。また社交不安障害や強迫性障害では小
学生や中学生の時に既に発症している場合が
ある１）が、成人になって受診した患者が長い
間の苦しい年月を過ごしてきたことを実感で
きる。子どもや若者の診療経験は精神科医の
成長に大いに益するだろう。 
 
５．結論 

 当院に在籍した医師が診療した初診患者の
年代を調査し、18 歳以下の患者は日本児童
青年精神医学会会員の 2 人の医師にほぼ限定
されていた。一方、他の医師であっても青年
期に含まれる 19 歳から 30 歳までの患者の割
合は全年代の 2 割を占めていた。このことか
ら一般の精神科医が児童青年期の患者の診療
を行う方策を考察し、またその意義を示し
た。 
 

本稿の要旨は第 199 回北陸精神神経学会
（2022 年 3 月 13 日）にて発表された。 
本報告にあたり開示すべき利益相反はない。 
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原 著 

わが国の精神保健医療福祉はどこに向かうのか  
―若手医師に伝えたいこと― 

 
 

北村 立 
 

Tatsuru Kitamura 

 
抄録 : 令和 4 年 6 月に示された「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向

けた検討会」の報告書と、令和 4 年 9 月に示された国連障害者権利委員会によるわが国への総
括所見・改善勧告をもとに、今後の精神保健医療体制の方向性について考察した。全体として
はインクルーシブな社会に向かうのは必然であり、精神科病床の縮減、特に療養病床など慢性
期の病床が減り、精神科救急・急性期病棟が高規格化されるとともに市町村を中心とした精神
保健医療福祉体制の整備に向かうと思われる。しかしわが国の精神医療提供体制を考えると、
非同意入院のあり方、長期在院者、入院患者のアドボカシー、身体的拘束や虐待など難題が山
積しており、それらについては個別に意見を述べた。わが国の精神医療を変革するには、精神
科病院の自助努力では限界があり、インクルーシブな社会を実現しようという国民意識が不可
欠である。                    北陸神経精神医学 36（1-2）:26-37, 2022 

    
 
Key words：アドボケイト、非同意入院、長期入院、コミュニティ・メンタルヘルス・チーム、

障害者権利条約 
Advocate, involuntary admission, long-term hospitalization,Community Mental 
Health Team, Convention on the Rights of Persons with Disabilitie

はじめに 

 令和 3 年 10 月から 4 年 5 月にかけて「地
域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制
の実現に向けた検討会」（検討会）が開催さ
れ、その構成員として計 13 回にわたり議論
に参加した。検討会の主旨は、令和 3 年 3 月
の「精神障害にも対応した地域包括ケアシス
テム（にも包括）の構築に係る検討会」の報
告書（報告書）を受けて、より具体的かつ実 

 
効的な体制を検討することであった。医療、
福祉、法律、当事者などの代表 24 名がそれ
ぞれの立場で意見を述べるので、議論は白熱
し、時には 4 時間を超える長丁場となった。
令和 4 年 6 月 9 日に検討会の報告書がまとま 
り 7)、表１に示した 8 項目について対応の方
向性が示された。「議論が後退した」との報
道もあったが、全体としては前向きな議論が
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なされたと考えている。 
この検討会を含め種々の病院団体や学会で

の委員会や研修会を通じ、わが国の精神科医
療は大きな曲がり角を迎えていると感じてい
る。令和 4 年 8 月には、障害者権利条約につ
いて、国連の障害者権利委員会による日本政
府に対する初めての審査が行われ、9 月には
厳しい内容の総括所見・改善勧告が公表され
た（総括所見）12)。われわれは今以上に障害
者の人権というものに考えを巡らす必要があ
る。本稿では、検討会の話題をもとにして、
筆者が考えるわが国の精神保健医療福祉体制
の方向性について示したいと思う。あくまで
も私見であり理解が足りていないことも自覚
しているが、少しでも若手の先生方の参考に
なればと思う。 
 
１．誰のために体制整備が必要か 

 精神保健医療体制の整備というと、人によ
って対象者のイメージが異なり、障害者福祉
のことを考える人もいれば、地域のメンタル

ヘルス対策を思い浮かべる人もいる。報告書
では、その対象者を「精神保健医療福祉上の
ニーズを有する方」と明記した。図１に示し
た通り、対象は精神障害者や精神疾患をもつ
人だけでなく、メンタル・ヘルス不調（メン
タル不調）のある人も含まれる。つまり広く
国民が対象となる。われわれ精神医療に携わ
る者は、メンタル不調を精神疾患にしないよ
うに、精神疾患のある人を精神障害者にしな
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いように、そして精神障害者の入院期間をで
きるだけ短くするように励む必要がある。そ
して国民がメンタル不調に陥らないように、
陥ったとしても相談窓口が簡単に見つかるよ
うな体制を、市町や学校、職場などで整備し
なければならない。精神科医の活躍の場は、
病院や診療所だけではなく、広く地域に存在
することがわかると思う。地域の保健福祉課
題は実に多様であり、子どもや子育てに関す
ることも多いため、「子どもたちのこころを
健全に育む」ことは国家の重大なテーマであ
る。令和 4 年から高校の保健体育の授業で
「心の教育」を扱うことになったが、こうし
た取り組みを通じ、国民全体のメンタルヘル
ス・リテラシーを高めることが当面の目標で
ある。精神医療の後進性ということでいえ
ば、一部のマスコミがいうような、日本精神
科病院協会（日精協）の圧力のせいではな
く、国民の多くが精神疾患やメンタル不調を
他人事と考えているからだと考えている。20
年 30 年前と比べ、認知症者の扱いが大きく
代わったように、国民一人一人が精神疾患を
わが事として考えるようになれば、意識が高
まり、精神医療も必ず良い方向に変わるに違
いない。 
 
２．市町村の役割 

平成 6 年に保健所法が地域保健法に改正さ
れ、それまで保健所を中心に行われていた母
子保健サービスや老人保健サービスを、市町
村が主体となって行うようになった。このと
き精神保健の分野は、措置入院が県（政令
市）の業務であるため、県（政令市）に据え
置かれたと聞いている。近年は、自殺対策、

児童・障害者・高齢者の虐待、生活困窮者・
生活保護、母子保健・子育て支援、高齢者・
介護、認知症、配偶者等からの暴力（DV）
など、地域の精神保健福祉課題の多様化に伴
い、すでに 8 割以上の市町村が地域住民の身
近な相談窓口として対応せざるを得ない状況
にある。しかし市町村においては、法的な裏
付けのある母子保健や介護保険サービスなど
他の領域が優先されるため、精神保健に関す
る相談支援体制に関しては予算も人員配置も
乏しく脆弱な状況にある。だから精神保健に
関する市町村の業務を法律に規定する、すな
わち地域保健法を改正すれば良いと思うのだ
が、われわれが考える以上に法改正というの
は難しいようで、一朝一夕にはいかない。法
律に規定されれば、市町村はこの業務を民間
に委託することもできるので、大きな前進が
見込める。全国 335 の二次医療圏のうち、
300 以上に日精協の会員病院があるというこ
となので、民間の精神科病院と市町村が協力
して地域のメンタルヘルス対策を行うことも
可能になる。 
かほく市の要保護児童対策地域協議会（要

体協）での議論などをみていると、家庭内で
生じる問題は実に多様であり、相談窓口だけ
で解決するはずもなく、福祉関係者だけでな
く、心理職や看護職など、多職種によるアウ
トリーチチームの必要性を感じる。検討会で
は、日本精神科診療所協会の上ノ山一寛構成
員がコミュニティ・メンタルヘルス・チーム
（CMHT）の必要性を説き、認知症の初期
集中支援チームを参考に、各市町村に
CMHT を整備すべきだと主張していた。ア
ウトリーチ活動については項を改めて説明し
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たい。 
 
３．医療保護入院について 

可能な限り患者の同意で入院治療が開始され
るのが理想である。しかし病識が得られない場
合や意識障害がある場合など、非同意医入院の
仕組みは必要であり、表 2 のとおり 8)、諸外国
でも法に規定されている。 
 精神保健福祉法（法）における非同意入院
は、大きく分けると措置入院と医療保護入院の
2 形態ある。筆者の知る限り、非同意入院の根
拠となる思想的背景は、ポリスパワーとパレン
ス・パトリエしかなく、いずれも国家が責任を
持つものであり、家族の出番はない。いくら正
当な医療行為だと言っても、病識の乏しい当事
者にとっては、家族により精神科病院に入院さ
せられるのも、怪しげなひきこもり治療施設に

入れられるのも大差はないだろう。だから個人
的には非同意入院は措置入院だけにした方がわ
かりやすいと考えている。次に医療保護入院に
おいて「家族の同意」を要件にしているのは、
「非同意入院が必要」とした精神保健指定医
（以下、指定医）の判断を保証する者が必要と
いう考えに則っているようだが、ほとんどの構
成員はこれを問題視した。家族に替わる同意者
として、市町村長、代理人、司法、病院外の精
神保健福祉士などが検討された。ある法律家は
同一医療機関に属さない指定医 2 人の判断が最
も妥当と言っていたが、これは現行の措置入院
と同じである。表２のとおり、アメリカ、イギ
リス、フランス、イタリアでも 2 名の医師が関
与することになっている。今の状況を考えると
実現は難しいが、諸外国の入院手続きを研究す
る価値はある。 
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４．長期在院患者を減らす方策について 

 治療的な側面では、治療抵抗性統合失調症
患者にクロザピンを試みることや、過感受性
精神病が疑われる患者の抗精神病薬を長時間
かけて単剤化していくことが考えられるが、
これらはすでに多くの医療機関で試みられて
いるであろう。主治医や病棟スタッフは長期
在院者の治療に行き詰まっていることが多い
ので、当院では病棟外のスタッフによる検討
やケース・フォーミュレーションを考えてい
るが、まだ実現はしていない。しかし長期在
院者問題の多くの部分は福祉の問題であり、
市町村は都道府県と連携しながら当事者やピ
アサポーターと協働できる体制の構築を進
め、よりアクティブな支援を行うように、と
報告書に記載された。日精協の山崎學会長
も、「日本の精神病床 28 万床のうち、OECD
の基準に当てはめると病院は 3 万床しかな
く、25 万床は居住施設だ」と発言された。現
在の精神病床の一定数を、早急に介護医療院
などに転換すれば、世界的に評判の悪い日本
の精神病床の多さと入院期間の長さは表面的
には解決する。総括所見では、精神科病院に
入院している障害者のすべてのケースを見直
し、無期限の入院をやめ、インフォームド・
コンセントを確保し、地域社会で必要な精神
保健支援とともに自立した生活を育むこと
と、さらに踏み込んだ勧告がなされている。 
 長期在院者を減らす取り組みの中で、今後
長期在院者を増やさないようにすることは重
要である。令和 4 年秋の臨時国会では法改正
が予定されており、医療保護入院の期間が 6
か月に限定されるようである。6 か月ごとに
入院手続きが必要になるので、今以上に任意

入院に移行する患者は増え、早期退院する患
者も増えるかもしれない。一方で家族への説
明等も含めて事務量が増えるので、特に精神
保健福祉士の業務過多が懸念される。中でも
問題なのは認知症者である。認知症の場合、
精神症状が落ち着いていても、介護施設の待
機のため入院が長期化する例も少なくない。
彼らは認知機能低下のために、入院に同意で
きず、医療保護入院を継続するしかない。石
川県の情勢をみていると、長期入院患者の中
で認知症者の占める割合が多く、これらが退
院支援委員会の本来の業務の妨げになってい
るとさえ感じている。認知症者の扱いについ
ても十分に配慮すべきと考えるが、厚労省の
縦割り行政で認知症は老健局が扱うことにな
っており、議論が進むようには思えない。 
 
５．非同意入院の患者を減らす方策について 

 非同意入院を減らす方策として、検討会で
は包括的支援マネジメントの推進と、患者の
緊急のニーズに対応するための受診前相談や
入院外医療の充実が挙げられた。 
 当院では、ここ数年、精神科救急病棟入院
患者に対し、包括的支援マネジメントを導入
している。これは、さまざまな社会資源の間
に立って、複数のサービスを適切に結びつけ
て調整を図り、包括的かつ継続的なサービス
提供を可能にする援助方法であり、多職種に
よるアセスメントとプランニング、介入を包
括した集中的なケースマネジメントを意味す
る 3)。欧米で行われている集中型ケースマネ
ジメントモデル（intensive case 
management: ICM ）とほぼ同義であるた
め、包括的支援マネジメントを ICM と略し



 北   村 31 

ている。令和 4 年の診療報酬改定では、この
ICM の外来での取り組みが「療養生活継続支
援加算」として認められた。従来からの多職
種での支援を、より系統的、具体的に行うこ
とで、支援者間の情報共有が図られ、患者に
とっても支援の目標や手段が可視化され理解
しやすい。治療が継続されやすい、重症化、
緊急事例化が避けられるなど、多くのメリッ
トがある。 
患者の緊急のニーズへの対応については、

訪問看護のさらなる充実が必要である。日本
精神科看護協会の調査によれば 2)、約 60％の
事業所で 24 時間対応体制加算が算定されて
おり、電話対応などの負担も大きいため、診
療報酬上の手当ても含め、体制を強化する必
要があると思う。しかし一部で不必要な訪問
看護を行い、荒稼ぎをしている事業所のこと
が問題となっている。また、精神科病院の偏
在により、居住地と入院した精神科病院の距

離が離れているため、退院後の支援に苦慮し
ている訪問看護ステーションもある。余談だ
が、精神医療の提供体制は都道府県ごとに大
きく異なるので、ReMHRAD（地域精神保健
医療福祉資源分析データベース）11)を参考に
すると良い。 
受診前相談については、単なる窓口相談で

はなく、先述したような市町村のメンタル・
サポートチームがイメージされる。地域で生
じる問題は、医療や福祉、教育など多方面に
関わるので、課題を分析してそれぞれの専門
職につなぐ取り組みが必要となる。これには
相当な習熟が必要なので、市町村のチームが
経験を積む間は、専門チームの支援が必要で
あり、図２に示した所沢方式が参考になる
1)。当院にもアウトリーチチームをつくり、
市町を支援するモデル事業を行うよう、県に
申し入れている。 
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６．入院患者のアドボカシーについて 

権利表明が困難な子ども、寝たきりの高齢
者、障害者など、本来個々人がもつ権利をさ
まざまな理由で行使できない状況にある人に
代わり、その権利を代弁・擁護し、権利実現
を支援する機能をアドボカシー、代弁・擁護
者をアドボケイトと呼ぶことは周知のとおり
である。精神科病院入院患者のアドボカシー
は以前から議論されており、平成 24 年の新
たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検
討チーム「入院制度に関する議論の整理」4)

において「代弁者」が提案されたが、「代弁
者」の資格や役割が明確でないとされ、平成
25 年の法改正の際には制度化が見送られた。
平成 29 年の「これからの精神保健医療福祉
のあり方に関する検討会」報告書 6)では、「医
療保護入院や措置入院は、疾患による判断能
力の低下により、治療に結びつきにくい精神
疾患のある患者について、本人の同意に基づ
かない入院により治療を行う制度であるが、
こうした制度の特性上、医療機関以外の第三
者による意思決定支援等の権利擁護を行うこ
とを検討することが適当である」とされたも
のの、具体的な仕組みの整備には至らなかっ
た。 
この検討会でも、意思表明支援といったア

ドボカシーについて熱い議論が交わされた。
医療においては患者と治療者は深い信頼関係
にあり、そこに第三者が介入することは適切
でないといった反対意見もあって、議論の方
向は当初の意図とは大きく外れ、市町村長同
意による医療保護入院者への訪問相談事業が
法に規定されることになった。厚労省として
は何とか第三者を精神科病院に入れる仕組み

を作りたかったものと思われる。個人的には
アドボケイトの導入には賛成で、長期在院患
者ばかりでなく、急性期の患者にもあってよ
いと考えている。最近はネットに情報が溢れ
ていることもあってか、入院時の治療導入に
関し、患者本人ばかりでなく家族とも意見が
対立することがある。入院はさせて欲しい
が、薬は使わないで欲しいといったことであ
る。家族がしっかりしている場合は、早期に
外来に移行し時間をかけて服薬を開始するこ
ともできるが、家族の支援が乏しく、地域に
生活の基盤もない患者を服薬なしに退院させ
ることは難しい。当院では本人がどうしても
服薬を拒む場合は、外部の委員を含めた倫理
委員会を開催して強制治療（同意の得られな
い治療）開始の判断をしているが、段取りに
時間がかかる。このような患者にはアドボケ
イトがあれば治療者側の負担も減る。しかし
アドボケイトの資格や研修といった質の管理
の問題と、事務をどこが行うのかという問題
がある。精神保健福祉センター（精保センタ
ー）は現状でも人手不足が明らかであり、精
保センターが取り仕切るなら、新たな制度を
作るよりも精神医療審査会（審査会）の機能
強化を先に行う方がよい。石川県の審査会事
務局は患者からの電話相談を丁寧に聴取し、
訴えの内容によっては病院側に確認し、聞き
取り調査を行うなど、いくらか入院患者の人
権に配慮した活動ができているように思う。 
 
７．行動制限や虐待防止について 

身体的拘束（拘束）について、当院では「拘
束は自殺・自傷の切迫時や患者の生命に危険 
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が及ぶ場合に行い、暴力行為など他害の防止
は隔離で対応する」ことを原則としている。
「拘束の要件に他害のおそれは挙がっていな
い。医師や看護師に対する危害のおそれも原
則として理由にならない」といった法律家の
解釈もある 10)。夜勤者が女性だけの時、精神
症状の激しい患者はやむを得ず拘束を行うこ
ともあると聞いたことがあるが、病院側の都
合での拘束はあり得ないだろう。一方拘束だ
けを問題視すると、過剰の薬剤を使った過鎮
静（化学的拘束）の問題が生じ得ることを忘
れてはいけない。表３に諸外国の身体的拘束
や隔離の要件などを示した。現在問題なの
は、拘束にしても隔離にしても、開始と終了

の手続きが規定されているだけで、途中の開
放観察という発想がないことである。諸外国
では拘束しても、それを 1 日も 2 日も続ける
ことはあり得ないという。拘束中は常時誰か
が付き添って、少しでも拘束の時間が短くな
るように配慮しているのであろう。これには
人手が必要である。わが国の精神科病院の看
護配置は、精神科救急急性期医療入院料病棟
の 10：1 がもっとも濃密だが、アメリカでは
ニューヨーク州の精神科急性期病棟が 4：
1、カリフォルニア州の精神科病棟が 6：1 と
なっており 5)、明らかに人員配置が異なる。
隔離・拘束の問題を人手の問題だけにするの
は慎むべきだが、病院管理者としては強調し
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たいところである。また、拘束についてはそ
の是非を論じる前に、より科学的な方法を研
究する必要がある。一言で拘束といっても、
急性期の精神運動興奮や意識障害に対する場
合と、転倒転落防止の場合は全く状況が異な
る。さらに、精神科病院での拘束ばかり強調
されるが、一般病院における点適時等の身体
的固定についても、国民が真剣に議論する時
期に来ている。ますます認知症者が増えるこ
とを考えると、現場の対応だけに任せておく
のはいかがかと思う。 
虐待については、精神科病院の都道府県へ

の通報義務が規定されるよう法改正がなされ
るようである。児童・高齢者・障害者虐待防
止法では市町村に通報することになっている
が、病院と学校は除外されている。敢えて精
神科病院での虐待防止を法に規定しなければ
ならないのは、それだけ目に余るものがあっ
たということである。虐待防止にしても、行
動制限の最小化にしても、結局は管理者の姿
勢がもっとも重要である。患者が安心して治
療できる病院は職員も働きやすく、職員が生
き生きと働く病院は患者も安心して治療を受
けられる。管理者は自らの理想を掲げ、職員
の研修、教育、待遇改善などに注力しなけれ
ばならない。 
 
８．あまり語られなかったこと 

 検討会では、総合病院精神科についてはほ
とんど話題にならなかった。地域で暮らす精
神障害者の高齢化に伴い、身体合併症治療が
重要になるのは必然であり、「にも包括」を
構築するには総合病院精神科は必須である。
厚労省社会援護局主催の検討会では医政局の

管轄である総合病院の話はしにくいのかもし
れない。また公認心理師の話もほとんど出な
かった。スクールカウンセラーが定着してい
るように、心理職のアウトリーチも地域の精
神保健活動には欠かせない。 
 精保センターと審査会については、議論の
端々で機能強化が求められたが、現実的な動
きはなさそうである。精保センターの運営要
領は平成 8 年から改定されておらず、時代に
見合わなくなっている。一方で他の自治体で
は精神科医のいない精保センターが複数ある
ので、まず人員の確保から始めなければなら
ない。これは審査会にも言えることである。
審査会の人員を増やし、より活発に活動でき
れば、入院患者の人権擁護は今以上に進むと
思う。 
 
９．おわりにかえて（精神医療の進化） 

 かつては統合失調症の治療が精神科病院の
主な役割であったが、最近は発達障害、摂食
障害、各種依存症など対象疾患が広がってい
る。単独の病院ですべてをカバーするのは難
しいので、拠点化する必要がある。石川県で
は第 7 次医療計画で拠点病院が整備され、今
のところ円滑に運用されている。 
 次に、2000 年前後から第 2 世代抗精神病
薬や SSRI などの向精神薬が次々発売され、
脳内伝達物質の異常を念頭に置いて治療する
という「脳内科」的な発想がもてはやされた
時期もあったが、薬物だけでは精神疾患を克
服することはできず、最近は小児期のトラウ
マに焦点をあてた精神療法や認知行動療法、
森田療法、さらにはオープン・ダイアローグ
などが注目されている。「Nothing About us 
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without us」が障害者基本条約の理念なの
で、オープン・ダイアローグの思想は理に適
っている。多職種協働による生活支援や、包
括的支援マネジメントも一般的になりつつあ
る。このように薬物治療から、人との関りを
通した治療や生活支援が重要視されるように
なってきた。つまり「医療者の考えに基づく
治療」から、「当事者の考えに基づく生活」
が主たるテーマとなり、リカバリーが治療目
標となった。 
 総括所見では、障害児を含む障害者が施設
を出て地域で暮らす権利が保障されていない
ことから「脱施設化」が勧告され、精神科病
院の非同意入院を障害に基づく「差別であ
る」とし、自由を奪っている法令の廃止も求 
めている。これは精神科病院だけを批判して 

いるのではなく、いつまでも精神科病院や障
害者施設への収容で問題を先送りしている日
本政府を批判しているのである。総括所見で
強調されるのは、インクルーシブな社会の実
現であり、これが実現されれば精神科病院の
病床数は大幅に縮小する。図３は平成 26 年
の「長期入院精神障害者の地域移行に向けた
具体的方策の今後の方向性」9)で示された精
神科病院の将来像である。財政的な問題があ
るので簡単にはいかないだろうが、１．療養
病床など慢性期の病床が大幅に縮減し、２．
救急・急性期病棟が高規格化され、３．市町
村を中心とした精神保健医療福祉体制の充実
という方向に進むのは必然であろう。ただし
精神医療を変革するには、精神科病院の自助
努力では限界があり、インクルーシブな社会

図３ 構造改革によって実現される病院の将来像（イメージ） 
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を実現しようという国民意識が不可欠であ
る。 
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原 著 

石川県内における新型コロナウイルス感染症流行による 
自殺への影響 

 
松原拓郎 、長谷部憲一、 木﨑裕哉 

Takuro Matsubara, Hasebe Kenichi, Yuya Kizaki

 
抄録: 本邦では新型コロナウイルス感染症流行後、自殺率の増加を認め、とくに女性、生徒、

児童の自殺率の増加が示され、自殺動機の変化も認めるようになった。我々は石川県内において
も同様の変化が生じていたのかを調査解析した。石川県では新型コロナウイルス感染症流行後、
女性や生徒、児童の自殺リスクは増加していなかった。一方、石川県では新型コロナウイルス感
染症流行後、会社に勤務する者や社会保障によって金銭的な支援を受けている者、自殺未遂歴の
ある者の自殺リスクが増加していた。さらに、自殺に至った動機については、新型コロナウイル
ス感染症流行後、警察の捜査のなかで動機が明らかではない動機不詳に該当する者が流行前に比
べて増えていた。                北陸神経精神医学 36（1-2）:38-42, 2022 

                 
Key words：自殺、石川県、新型コロナウイルス,suicide, Ishikawa prefecture, COVID-19

 
【はじめに】 

本邦では、新型コロナウイルス感染症（以
下 COVID-19）流行後、2020 年 10月をピー
クとした自殺率の増加を認め、特に女性、生
徒、児童の自殺率が増加したことが知られて
いる 1)。また、自殺に至る動機も流行後変化し
たことが示されており、男性では主に仕事上
のストレスを動機とした自殺が多くなり、女
性では家庭や健康の問題を動機とした自殺が
増加した 2)。一方、地域別でのCOVID-19 流
行後の自殺数の変化や、性別や年齢層等の属
性の変化、自殺に至る動機の変化についての
報告はほとんど認めていない。本稿では過去 7
年間にわたる石川県内の自殺の状況を調査
し、石川県における新型コロナウイルス感染

症流行がもたらした、自殺統計の変化を検証
した結果を報告する。 
 
【対象・研究方法】 

石川県における 2015 年 1月～2022 年 3 月
の自殺者を調査の対象とした。対象者を 2015
年 1 月～2020 年 1 月の「COVID-19 流行前
群」と、石川県で初めて感染者を認めた 2020
年 2 月～2022 年 3 月の「COVID-19 流行後
群」の 2 群に分け、さらにそれぞれの群を男
性群と女性群に分け調査解析を行った。「性
別」、「年齢層」、「職業」、「方法」、「自殺未遂
歴の有無」の各属性と「月」、「動機」のそれ
ぞれの要因に該当する月別自殺者数を厚生労
働省自殺統計より収集し、自殺者数を従属変
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数、各属性、動機を因子としたポアソン回帰
分析を行い、各々の因子が自殺を発生させる
相対危険度を流行前後で比較検討した。解析
には SPSS ver28 を使用し、p<0.05 を有意水
準とした。本調査の開始にあたっては、松原
病院内の倫理委員会の承認を得て行った。 
 

【結果】 

1． COVID-19 流行後の自殺因子の変化 
（表 1） 

 「COVID-19流行前群」と「COVID-19 流
行後群」の 2つの群における属性と「月」そ
れぞれの相対危険度を比較した結果を表 1 に
示す。COVID-19 流行前群では、女性と相対
し男性で自殺者が生じるリスク（相対危険

度）が 2.44 と有意に高かった。これは、
女性と比較して男性は 2.44倍自殺するリ
スクが高いことを示す。80歳以上の自殺
者数と相対した 20歳未満の相対危険度は
0.34 と低く、逆に 40～49 歳、50 歳～59
歳、60 歳～69歳、70歳～79歳の相対危
険度は 1.4～1.6 と高かった。職業では
「職業（その他）」の自殺者と相対した自
営業者の相対危険度が 0.37、学生は
0.35、主婦は 0.26、失業者は 0.17といず
れも低かったが、被雇用者・勤務者の相
対危険度が 1.56、年金・雇用保険受給者
が 1.25 と高かった。自殺の方法は「方法
（その他）」の自殺者と相対した首つりの
相対危険度が 6.36 と高く、逆に服毒、練
炭、飛込みはいずれも低かった。自殺未
遂の既往のない自殺者と相対した既往の
ある者の相対危険度は 2.82と高かった。
また、12月と相対した 3 月の相対危険度
は 1.50（Cl 1.08-2.08, p=0.02）、8 月が
1.40（Cl 1.01-1.95, p<0.05）と有意に高
かった。COVID-19 流行後群においても
これらの相対危険度の傾向はほぼ一致し
ていたが、60～69歳と練炭を用いた自殺
者の相対危険度が有意ではなくなった。  
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逆に、被雇用者・勤務者の相対危険度が
2.69、年金・雇用保険受給者が 2.07、自殺
未遂の既往のある者が 4.34 といずれも流行
前に比べ高値となっていた。また有意な相
対危険度を示す月は認めなかった。 
 
2．男性の自殺因子の変化（表 2） 

COVID-19 流行前群では、20歳未満の相
対危険度が 0.45と低く、逆に 20～29歳、
40～49歳、50～59歳、60～69歳、70～79
歳は 1.5～2.1 と高値だった。職業では自営
業者、学生、失業者の相対危険度は 0.2～
0.6 と低く、被雇用・勤務者が 2.08 と高か
った。また、自殺未遂の既往のある者の相
対危険度は 3.58と高かった。COVID-19 
流行後群では、男性は 20～29 歳、50～59
歳、60～69 歳の相対リスクが有意ではなく
なった。職業では自営業者、学生の相対危
険度が有意ではなくなったが、被雇用者・
勤務者では 3.55まで高くなり、年金・雇用
保険受給者では 2.32 と有意となった。自殺
未遂の既往歴のある者の相対危険度は 4.69
と流行前より高値となった。 
 
3．女性の自殺因子の変化（表 2） 

20 歳未満の相対危険度が 0.18と低く、自
営業者、学生、主婦、失業者は 0.1-0.7 と低
かった。また、自殺未遂の既往のある者の
相対危険度は 1.53 と高かった。COVID-19
流行後群では、相対危険度の高い年齢層は
認めなくなり、自営業者、学生・生徒の相
対危険度も有意ではなくなった。逆に被雇
用・勤務者は 2.40、年金・雇用保険受給者
が 2.60と有意なものに変化した。自殺企図

歴のある者の相対危険度は 2.35 と流行前よ
り高値となった。 
 
4．COVID-19流行後の自殺動機の変化  
（表 3） 
COVID-19 流行前群では男性は「動機  

（その他）」と比較して、家庭問題の相対危
険度が 2.91、健康問題が 5.91、経済・生活
問題が 3.59、勤務問題が 2.68、不詳が 11.6
と高かった。 女性は家庭問題の相対危険度
が   3.40、健康問題が 11.3、不詳が 9.26
と高く、学校問題は 0.10と低かった。        

COVID-19 流行後、男性は家庭問題、経
済・生活問題、勤務問題は有意ではなくな
り、健康問題は 3.0 まで低下し、男女問題は
0.27 となった。女性は家庭問題、学校問題
は有意ではなくなり、健康問題は 3.33 まで
低下した。また、警察の調査の中でいずれ
の動機にも該当しない「不詳」のカテゴリ
ーに該当する自殺者が COVID-19 流行後に
増加しており、男性は 17.4％（χ2(1)=18.2, 
p<0.01）、女性は 24.9％（χ2(1)=17.3, 
p<0.01）増加した。 

 
【考察】 

石川県では流行後女性の自殺リスクの上
昇は認めず、全国統計とは異なる結果を認
めた。COVID-19 流行前は 3 月と 8 月に自
殺が生じる危険度が高かったが、流行後そ
のような傾向は消失した。これは年度替わ
りに起こる就職や異動、就学や進級、夏季
の夏休みといった、過去に自殺に影響を及
ぼしてきたであろうライフイベントによる
ストレスが、COVID-19が流行したことに
よって変化した結果であると推測する。会
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社に勤務している者の自殺は流行前より多
かったが、流行後さらに増加した。これは
会社の労働安全衛生のなかで、労働者の精
神的なケアの質を高める必要性が切迫して
いることを示唆している。産業医だけでは
なく、各企業が精神的なケアの必要性を理
解し努力することが必要であると考えた。   
また、社会保障によって金銭的な支援を

受けている者の自殺が流行後増加したこと
は、行政や自治体の支援が金銭的なものだ
けではなく、精神的なケアを含め、一人ひ
とりの受給者を包括的に支えていく必要性
があることを示唆しているものと考えた。
さらに、自殺企図を過去に行った者の自殺
リスクも増加しており、現在県内の各自治
体で行われている自殺未遂者支援や総合病
院精神での自殺未遂者対応、精神科救急病
院と総合病院の病病連携などをさらに強化
していく必要があると考えた。 
石川県では全国と異なり、COVID-19 流

行前に自殺リスクとなっていた自殺の動機
が、流行後有意なものではなくなった。一
方、警察が捜査の中で自殺に至る動機が特
定できなかった「不詳」のカテゴリーに該
当する自殺者の割合が有意に増加した。石
川県では新型コロナウイルス流行後、人と
人とのつながりが断たれ、社会的な孤立が
高まるようになり、周囲の誰にも悩みを打
ち明けることができずに突然亡くなる自殺
者が増えていたことが推測される。一人で
悩みを抱える者が精神的なケアを受けられ
るようにするため、様々な業種が協力し、
多くの窓口を構築していくことが必要であ
ると考えた。 

 

【結論】 

石川県内での自殺者の解析を行った。過
去に報告されている全国の報告とは異なる
結果を認めた。 
 
【研究の限界】 

本研究においては、COVID-19 流行後の
サンプル月数が流行前に比べると少なく、
有意差を検出する際の検出力の違いを生じ
ていた可能性は否定できない。また、自殺
動機の分析については、厚生労働省の自殺
統計の基となった警察の調査過程が明らか
になっておらず、定義の明確化に限界が存
在していると考えられた。 
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抄録: 新型コロナウイルス感染症を契機に当教室では指導体制を見直すこととなった。金沢大

学附属病院神経科精神科（以下、当教室）では、指導医 1 名に対し専攻医 2 名、研修医 1 名に
student doctor（以下、医学生）がつく屋根瓦式教育を実施している。この指導体制における問
題点の抽出と解決策の提示を行うため、経済学や経営学で発展した理論であるプリンシパル・
エージェント理論を用いた。屋根瓦式教育で発生するプリンシパル・エージェント関係に対
し、この理論で問題となる目的の不一致および情報の非対称性を検討した。これらの解決策に
はインセンティブとモニタリングが有用であるが、当教室における参加型臨床実習の分析を最
近の知見を交えて分析し、見直した内容を提示する。これらの見直しは医学生・指導医ともに
高い評価を得ており、プリンシパル・エージェント理論が臨床実習の質向上に応用できる可能
性がある。                   北陸神経精神医学 36（1-2）:43-55, 2022 
 
Keywords: 医学教育，卒前教育, 診療参加型臨床実習，プリンシパル・エージェント理論,  
medical education, undergraduate education, principal-agent theory
 

はじめに 

2010 年、アメリカ Educational Commission 
for Foreign Medical Graduates  (ECFMG)  は
「2023 年以降は Liaison Committee on Medical 
Education （LCME）あるいは World 
Federation for Medical Education（WFME）に
よる国際的な基準により認証を受けた医学部の
卒業生以外は、ECFMG 認定資格を与えない」

との通知を出した 1) 。この通知を皮切りに、
グローバリゼーションに伴う日本の医学教育
の国際化が議論された。その結果日本の多く
の医学部で国際認証を受けられるよう、教育
体制の再編が行われた。国際認証を受けるに
あたり、授業時間の３分の１を臨床実習にす
る必要があり、かつ精神科を含む主要な診療
科においては、４週間以上の連続した臨床実
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習が必要となった 2,3) 。また令和 5 年 4 月よ
り、改正医師法が施工されることになり、そこ
では共用試験に合格した医学生が医師の指導監
督の下で一定の医行為ができることが明記され
ることとなった 4) 。このように医学生の卒前
教育を取り巻く環境は急速に変化しており、質
的・量的の両面での向上が求められている。 
筆者の所属する金沢大学も例外ではなく、2019
年度の臨床実習より診療参加型臨床実習（コ
ア・ローテーション実習）が開始され、精神科
では 4 週間の臨床実習が必須となった。金沢大
学での精神科実習では、医学生に精神科の職域
の広さを体験してもらえるよう、単科精神科病
院での実習と、リエゾン精神医学を含めた総合
病院の実習を連続して２週間ずつ行うこととし
ている。筆者は 2020 年 11 月より金沢大学附属
病院神経科精神科での臨床実習の担当者となっ
たが、新型コロナウイルス感染症の影響により
実習が満足に行えないことが多くあり、臨床実
習のカリキュラムの変更を余儀なくされた。本
稿ではまず参加型臨床実習の必要性について、
従来の教育理論を紹介し、屋根瓦式教育を採用
している当教室の指導体制を紹介する。そして
教育理論での教育体制の分析に限界があること
を提示し、カリキュラムの変更にあたり、当教
室で従来まで行っていた精神科臨床実習の問題
点を抽出し改善を試みたので報告する。 
 
参加型臨床実習の必要性と問題点 

医学教育の方法において、参加型臨床実習の重
要性は国内外を問わず広く知られている 5) 。
参加型臨床実習の有用性は、認知的徒弟制や正
統的周辺参加論といった教育理論を用いて説明

される。正統的周辺参加論は屋根瓦式教育を
支持する学習理論として挙げられている 6) 。 
参加型臨床実習は医学生の教育に必要不可欠
なものであるが、従来行われてきた参加型臨
床実習が医学生のニーズや指導者の問題に応
えられていない可能性がある。国内において
は参加型臨床実習の効果について調査した報
告は少ないが、米国では学生の指導意欲が高
い医師の採用や雇用維持が以前より困難にな
っているという報告があり 7) 、日本国内にお
いても安定した指導体制の維持が今後困難に
なっていく可能性がある。そのため、医学教
育のマネジメントを行うのにあたり、医学生
と指導医の両者が、参加型臨床実習の実施に
あたりそれぞれどのような問題を抱えている
のかを分析する必要がある。 
McCullough らは、医師が医学生を教育する動
機と問題点について記載された文献を収集し
レビューを行った 8) 。この報告によると、指
導医の指導動機は興味や関心を中心とした内
発的なものと、成果や報酬、処罰といった外
発的なものに分類されるとした。また問題点
については、生産性の低下、報酬の不足、労
働時間の増大、学生と指導医の間の信頼感の
欠如などが挙げられた（表 1-a, b）。このレビ
ューでは、教育の内発的動機づけを強調し、
医学教育に携わる医師は指導医研修を必須と
すべきであるという結論を出している。指導
医研修の必要性についてはこの論文のみなら
ず、他の学生指導の文献に関しても強調され
ている事項である 9) 。 
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表 1-a 指導医が医学生を教育する動機 
項目 例 
内発的動機の向上 医師が学生の教育成果を観察することで満足感を得る 
 患者の治療やケアを学生と共有し、共感することで満足感を得る 
 教育を通じて指導医が自身のスキルを振り返る機会とする 
 医学教育を改善したいという強い願望がある 
 医学界に対し恩返しをしたいという思いがある 
外発的動機の向上 報酬のため（報酬はわずかでも動機づけとなる） 
 教育に対する評価や報酬があれば動機となる 
 教育を通じ、大学との連携ができる 
外発的動機の低下 少ない報酬で働いている指導医が否定的な評価を受けた場合、指

導意欲が低下する 
 
表 1-b 指導医が医学生を教育する際の問題点 
問題点 例 
生産性の低下 指導医が学生に教える時間がない 

学生を指導すると、診察できる患者は平均で 1.4 人/日減少する 
労働時間の増大 学生を受け入れると、労働時間は 46-51 分/日増大する 
報酬の不足 89%の医師が教育に対する報酬が不適切と感じている 
学生の知識や態度の
問題 

知識や興味、能力やプロフェッショナリズムが不足していると感
じる 

指導医の教育に対す
る自信の欠如 

指導医自身が自分自身の能力に自身が持てず、自分は指導する立
場にないと感じる 
指導医が指導のトレーニングを受けていない 
専門外の領域を教える自信がない 
臨床を早く終わらせるテクニックが、教育にふさわしくないと感
じている 

表 1-a, b は Ramnanan らのレビュー8) で取り上げられた事項をまとめたものである。 
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屋根瓦式研修における指導医養成の問題点 

金沢大学附属病院の精神科臨床実習では２週
間毎に８人の学生が入れ替わりで実習を行い、
他２週間は単科精神科病院である石川県立ここ
ろの病院で、精神科救急や認知症、医療制度や
精神科福祉といった幅広い精神科医療の実習を
行う場としている。現在、金沢大学附属病院神
経科精神科では、病棟の主治医を指導医１名、
中堅の専攻医１名、臨床初期研修終了後の専攻
医１名の３人一組のチーム制で運営しており、
チームごとに研修医指導や屋根瓦式教育を採用
し臨床実習にあたっている。屋根瓦式教育にお
いて、学生実習の監督的立場にあるのは指導医
としての研修や経験を受けた指導医である。一
方で、学生が実臨床の学習を行う際に、一番身
近にいて指導を行う機会が多いのは専攻医を中
心とした若手の医師である（図１）。実習の指導
は若手の医師を中心として行うが、若手医師の
殆どは臨床研修指導医講習会などの指導医講習
は受けていない。また当教室での専攻医は、精

神科専門医プログラムの研修病院を半年〜１年
でローテーションする体制となっているため、
短期間で異動になる医師がほとんどである。そ
のため、仮に若手医師に個別に指導医のトレー
ニングを行っても、すぐに他院へ異動してしま
い、指導スキルが定着する環境とはいえない。
そのため現状の屋根瓦式教育で医学教育の水準
を高めようとしても、若手に指導医のトレーニ
ングが十分に行うことができないため、従来の
学習理論に基づいた学習体制の構築が困難な状
態にあった。さらに２週間といった短期間で多
くの学生が実習する環境下では、そもそも認知
的徒弟制や正統的周辺参加論の前提にある徒弟
関係が構築する前に実習が終了してしまう可能
性があると考えた。そのため、従来の教育学的
なアプローチではなく、経済学や経営学で広く
知られている理論であるプリンシパル・エージ
ェント理論を用いて既存の教育体制を分析し、
再編することとした。ェント理論を用いて既存
の教育体制を分析し、再編することとした。
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プリンシパル・エージェント理論 

プリンシパル・エージェント理論とは、1971
年に Spence と Zeckhauser により提起された問
題をもとに、1973 年に Ross がすでに提起され
ていたいくつかの問題とをまとめ、発表された
経済学の理論と言われる 10,11) （実際にはこれら
のプリンシパル・エージェント理論の背景とな
る問題点は、理論構築前より指摘が多くなされ
ており、プリンシパル・エージェント理論の起
源は諸説存在する。ここではその説の一つを紹
介した）。プリンシパル・エージェント理論は
ビジネス取引における契約関係を結んだ両者に
起こる問題を明らかにし、その解決方法を考察
していくもので、現在は企業組織における部下
や従業員の管理監督問題や、コーポレートガバ
ナンスなどで発生する組織の問題を抽出し、解
決策を見出すために用いられるなど、経営学を
はじめとしたさまざまな方面に発展・応用され
ている 12,13) 。 
 多くのビジネス行為はプリンシパル・エージ
ェント関係にあるとされ、この関係により生じ
た問題をモラルハザード問題（もしくはエージ
ェンシー問題）と呼ばれる。なお、プリンシパ
ル・エージェント理論はエージェンシー理論と
も呼ばれるが、教育学や社会学で度々論じられ
るエージェンシーの概念 14) と本稿で扱うプリ
ンシパル・エージェント理論は関係がないこと
に注意が必要である 15) 。本稿では、誤解を招
かないよう以後プリンシパル・エージェント理
論で統一する。プリンシパル・エージェント理
論は、様々な方面に発展しており、その理論は
一様に述べられるものではない。そのため、本
稿では入山が紹介しているプリンシパル・エー
ジェント関係及びモラルハザードに限定して扱

うこととする。 
 プリンシパル・エージェント関係は管理職
（プリンシパル）と部下（エージェント）、経
営者（プリンシパル）と管理職（エージェン
ト）といったように重層的に起こる問題であ
る。人事経済学や管理会計の分野では一般的
に、上司や管理職をプリンシパル、部下をエ
ージェントとみなす 13) 。管理職は部署の目的
を達成するため、部下に一生懸命働いてほし
いため、「賢明に働く」という行為を部下に依
頼していると考えられる。しかし安定した企
業においては、部下は手を抜く方が「合理
的」であるし、外勤先から直帰しなければな
らないところで、出先で「サボる」かもしれ
ないが、管理職は部下一人ひとりの行動を把
握できない。このように企業組織においても
プリンシパル・エージェント関係とモラルハ
ザード問題が生じている。 
 プリンシパル・エージェント理論では、利
害の不一致と情報の非対称性がモラルハザー
ドを高める要因とされる。管理職と部下の例
でいえば、部署の目的の達成は管理職の目的
であるが、その目的が達成されても部下には
なにもメリットがなく、同じ給与でなるべく
労働量が少ないことを目指しているかもしれ
ない。このように置かれた立場によって目指
すところが異なることを「目的の不一致」と
いう。また、部下が外勤先でサボっていたと
しても、管理職はそれを把握することができ
ないために「賢明に働く」という依頼通りに
部下が行動してくれなくなる。プリンシパ
ル・エージェント理論では、この問題を「情
報の非対称性」と呼ぶ（図２上段）。 
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企業組織ではプリンシパル・エージェント理論
で論じられる問題点が必然的に起こりうるた
め、大学においてもこれは例外ではないと考え
られる。これまでに教育機関と教師にプリンシ
パル・エージェント理論を応用する試みがなさ
れてきた 16–18) ものの、これらは学生と教師の間
でおこるものではなく、主に政府と高等教育機
関の間に起こる行政的な関係を研究したものが
ほとんどであった 19,20) 。学生と教育機関の進学
や運営時に発生するプリンシパル・エージェン
ト関係を探索した論文や 21,22) 、北米の工学博士
課程で行われている指導者のマッチングプロセ
スにプリンシパル・エージェント理論を応用し
た論文 19) は存在したが、医学教育においてプリ
ンシパル・エージェント理論を展開した論文は
筆者が検索したところでは見つけられなかっ

た。筆者らは、医学教育における医師間や医師
−学生間にはプリンシパル・エージェント関係
が成立し、モラルハザードが発生していると考
えた（図２中段）。 
 
プリンシパル・エージェント理論でみる当教室
における屋根瓦式教育の問題点 
当教室で実施している屋根瓦式教育で、プリン
シパル・エージェント理論で考えられる指導医
と医学生の間に生じる問題はどのようなものが
あるだろうか。指導医は通常医学生に対し、実
習を通じて医師としての知識や技術、プロフェ
ッショナリズムを学んでほしいと考えている。
そのため、指導医は医学生に様々な実習場面の
経験機会を与えようとする。しかし、医学生で
精神科を将来的に志望するのは、本学において
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は多く見積もっても 10％程度であることから、
全員が精神医学に興味があるとは限らない。 
医学生が医学部を卒業しようと思う大きな目的
の一つは、医師になるためである。過去数年間
当教室で実習を行った学生全員に医師免許の取
得と臨床初期研修を受ける予定があるか尋ねた
ところ、全員がそれらの予定があると答えてい
た。少なくとも当大学においては医学生の全員
が医師免許を取得し、医師になることを目標と
しており、医学生はこの目的のために医学部に
入学し卒業しようとしている。医学生にとって
学生実習を行う一番の目的は「医師免許を取得
し医師になる」ことであり、これはすなわち
「実習評価で合格をもらうこと」である。ここ
に指導医と医学生の間に目的の不一致が生じて
いると考えられる。 
 さらに最近ではコロナ禍のために接触機会の
減少として、オンラインミーティングやハイブ
リッド方式での指導を余儀なくされることがあ

った。オンラインミーティングでは対面授業と
比較して学生がなにをしているかわかりにくい
という問題がある。オンラインでの指導機会の
増大は、指導医と医学生の間に情報の非対称性
をさらに深めている。このように、指導医と医
学生の間にはプリンシパル・エージェント理論
におけるモラルハザードが発生している（図
４）。 
 モラルハザードは指導医と医学生の関係のみ
ならず、プリンシパル-エージェント関係にある
２者の関係においてはいずれにおいても起こり
うる問題である。まず、屋根瓦式教育において
実習をともにするのは若手医師や中堅医師が多
い。一方実習の評価を行うのは基本的に指導医
である。指導医は若手医師や中堅医師に積極的
に医学生を指導するよう求めるが、指導医と若
手医師や中堅医師との間にプリンシパル・エー
ジェント関係が生じる。つまり若手医師や中堅
医師は日常診療をこなすことが主目的であり、
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医学生を指導することに意味を見いだせないか
もしれない。そうなると指導医と若手・中堅医
師のあいだに目的の不一致が生じる。さらに若
手・中堅医師が医学生にどのような指導を行っ
たかを評価するのは実際には困難である。状態
の非対称性も生じており、指導医と若手や中堅
医師の間には医学教育においてモラルハザード
が発生している（図５）。同様の構造は指導医と
研修医、若手・中堅医師と研修医、若手・中堅
医師と医学生の間でも生じている。つまり屋根
瓦式教育は、プリンシパル・エージェント理論
で考えると多層的にモラルハザードが生じてい
ると考えられる。 
 

モラルハザードへの対処と臨床実習への応用 

前項まではプリンシパル・エージェント理論
で発生するモラルハザードを検討した。このよ
うにプリンシパル・エージェント理論は臨床実
習においても生じる問題であるが、国内外を問

わずプリンシパル・エージェント理論を用いた
医学教育の問題点と解決策を論じたものはほと
んどない。 

プリンシパル・エージェント理論は長年の研
究により、モラルハザードの解決策について議
論を深めてきた。前提にあるのは、モラルハザ
ードはエージェントが合理的に行動する結果と
して起こる行為であり、倫理面や精神論を問題
にしているわけではないのが特筆すべきところ
である 13) 。モラルハザードの解消は、情報の非
対称性と目的の不一致を解消する組織デザイン
やルールを作ることが重要とされている。医学
教育においてこれがそのまま当てはめられると
する。すると医学生は「合理的」に目的を遂行
しようとする結果モラルハザードが発生する
が、例えば指導側が「臨床実習で手を抜くのは
医師としての素質がない」「医学生としてのプロ
フェッショナリズムが欠けている」と指導して
も、モラルハザードは解消されない。したがっ
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て、モラルハザードを解消するのには、医学生
が倫理面や精神論的に問題があるかどうかは関
係なく、モラルハザード問題が解消されるよう
な指導方法を再構築しなければならないという
ことをプリンシパル・エージェント理論は示唆
している。 
 モラルハザード問題の解決策としては、目的
の不一致および情報の非対称性それぞれに対す
る働きかけが有用と考えられている。目的の不
一致にはインセンティブの付与が、情報の非対
称性にはモニタリングが有用 13,16,18,23) であるこ
とが広く知られている（図２下段）。 
 インセンティブの付与とは、従来論じられて
きた経済学的なプリンシパル・エージェント理
論の立場では金銭的な報酬を与えることを指す
ことが多い。例えば Neal は教育委員会などの行
政機関と教員に生じるプリンシパル・エージェ
ント関係やモラルハザードの解消に行ったイン
センティブの手法とその結果についての報告を
まとめた 18) 。評価測定方法に改善の余地がある
が、生徒の成績に応じた教員への報酬付与が生
徒全体の成績向上につながる報告が複数あるこ
とを記している。また、日本国内の臨床実習で
は、実習中に医学生への金銭授受は通常発生し
ないため、報酬の付与をそのまま臨床実習の場
に適用することはできない。ただ、この報酬の
付与は実際のプリンシパル・エージェント関係
においては必ずしも金銭の授与によるものでは
なくても良いという報告がある。Matsumura ら
は、プリンシパル・エージェント理論において
従来の報酬を外部からの動機づけと位置づけ、
内発的動機づけとして仕事の面白さや達成感を
用いても、モラルハザードが減少することを数
理的に説明し、従来の金銭面でのインセンティ
ブは、内発的動機づけが十分になされた状況下
で有用であることを指摘した 24,25) 。 

また、モニタリングとは情報の非対称性を減少
させるよう、プリンシパルがエージェントの行
動を監視する仕組みを構築することを指す。こ
れは臨床実習では学生の行動を十分に監視した
り、監視できる人物に監視を依頼することを指
す。例えば多職種評価はモニタリングの側面が
あり、また患者に学生が十分に問診をしていた
かを指導医が患者に聴取することでモニタリン
グを行えることもある。また、オンラインでの
やり取りでビデオ画面を強制的にオンにするこ
とも、モニタリングに該当する行為である。こ
のように臨床実習においてはモニタリングの必
要性と対策がすでに取られており、監視という
観点での改善の余地は少ないと考えた。 
インセンティブやモニタリングがモラルハザー
ドに有用であることは、経済学的に論じられて
きた「エージェントが完全に合理的な判断を行
う」という理想的条件下で理論的に考えられた
ものである。実際のプリンシパル・エージェン
ト関係においてはエージェントが完全に合理的
な判断や他のアプローチがあるとされる。 
プリンシパル・エージェント理論に “theory of 
the agent’s mind”、すなわちエージェントに対す
る「心の理論」が関係するという指摘がある
26) 。古典的なプリンシパル・エージェント理論
は、情報経済学やゲーム理論の基礎となる仮定
に基づいて成立する理論であるが、これはプリ
ンシパルとエージェントがお互いに他人の行動
を予測する能力があるという前提を含んでい
る。しかし、実際のプリンシパルはこのような
前提のように行動せず、支配的な戦略を取りが
ちであることが知られている 27,28)  。この問題
は、プリンシパルの心の理論が欠如することに
より、情報の非対称性が起こるために進展して
いると指摘されている。これを言い換えれば、
プリンシパルが心の理論に基づきエージェント
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の内面が理解できる状態にあると、そうでない
場合よりも情報の非対称性が改善されるという
ことに繋がる。 
 
プリンシパル・エージェント理論を用いた当教室にお

ける屋根瓦式教育の改善 

 このように、モラルハザードの解消としてイ
ンセンティブやモニタリング、心の理論が重要
であることが指摘されてきた。筆者らは当教室
における屋根瓦式教育にこれらの解消が適用で
きないか考えた。 
 まず、指導医-医学生間でのインセンティブの
付与を行うため、内発的動機づけを意識したカ
リキュラム体制を構築することとした。実習初
日に「この期間に行う精神科の経験と実習内容
は、医師になるなら避けては通れない内容であ
る」という臨床実習の目的を実際の事例を交え
て提示し、精神科医にならない学生を中心とし
た実習であることを伝えることにした。 
次に、指導医-医学生間でのモニタリングの強化
に関して検討を行った。多職種での介入・評価
や出席状況の確認強化、オンライン対応時での
カメラ機能の強制が考えられる。当教室では既
にこれらの取り組みを行っていたため、この点
においてモニタリングを強化することはできな
かった。 
 当科では従来臨床実習時に講義を行ってい
た。これは系統講義の講義で十分に触れられな
かったり、実習中に経験することが困難な症例
を講義で補完することを目的としていた。しか
しこれは講義の効果がモニタリングし難いこと
や、やや踏み込んだ精神科の内容を講義で伝え
ることは精神医学的には重要なことであるが、
「医師としての経験として必須の事項を実習期
間に学ぶ」という目的とはズレが生じてしまう
可能性があり、この点で目的の不一致を増大さ

せる可能性があった。そのため２週間の実習中
に 10 ほど講義を行っていたが、これを１つにま
で減らし、空いた時間で新たな実習手法を導入
することとした。 
新たに開始した実習の手法の一つ目は、臨床疑
問の調査と発表である。これは指導医が担当症
例に対する臨床疑問を提示し、その臨床疑問に
ついて論文を検索し、医学生に発表してもらう
というものである。これは次のような理由で、
目的の不一致や情報の非対称性を改善できると
考えている。まず、「臨床疑問について調べて発
表する」というプロセスが、医師が EBM に基づ
いた診療を行う上で重要であることをチュート
リアルで伝える。これにより医学生の内発的動
機づけを高め、目的の不一致を改善する狙いが
ある。次に、発表を行うことで学習したことの
モニタリングを行うことが可能になるため、情
報の非対称性の改善が期待される。また、チー
ムで担当している患者についての臨床疑問を扱
うことは、指導医や専攻医で知識を共有する機
会となる。さらに専攻医にとっては知っている
ことが前提となる臨床疑問の程度を、課題提示
を通じて知ることができる。これは専攻医の内
発的動機づけに繋がり、専攻医が臨床実習指導
を行う際の目的の不一致を改善することができ
る。 
 また、新たな実習手法として、実習中に精神
疾患簡易構造化面接法（M.I.N.I.）などの構造化
面接や、改訂長谷川式簡易知能評価スケールや
ハミルトンうつ病評価尺度などの代表的な臨床
評価検査を、若手医師の指導の下で必ず行い、
その結果と実施した感想を発表する機会を設け
た。これは医学生が精神科実習を行う際に、精
神科患者にどのように接して良いかがわから
ず、患者に関わることに躊躇してしまう学生が
一定数いると想定し、それに対応するためにま
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ずは構造化された状態で患者と関わってもら
い、精神科面接の実践の足がかりにすることを
目的とした。このことを明示し、目的の不一致
の解消および医学生の心情を考慮した（すなわ
ち、心の理論を考慮した）情報の非対称性の改
善を狙った。また発表の機会に医学生の実習内
容のモニタリングを行うことと、医学生の実習
内容が患者の診断や治療経過の把握に役立った
ことをすべての学生に伝えることで、内発的動
機づけを行うことを狙ったものである。また実
際に行ってみると、若手医師が十分に臨床評価
検査を理解し指導できているかもモニタリング
できることがわかり、若手医師の臨床評価検査
の標準化に向けたフィードバックが行えた。さ
らに、臨床評価検査を行う機会が増えたこと
で、入院患者の精神状態の経過が明確になり、
屋根瓦式教育の実施が患者の診断や治療に貢献
できるようになった（図２ 実践例）。 
 
臨床実習の見直しによる変化 

 これらの教育手法の大幅な見直しを行って 1
年が経過した。発表内容は以前の実習より高い
ものが多くなり、以前より実習に対する意欲が
低下した学生は減ったように感じられた。以前
当教室の実習を行い、選択実習で再度当教室で
の実習を行った 6 年生 2 名に、当教室での改変
後の臨床実習についてヒアリングを取ったとこ
ろ、「以前より学生実習が明るくなったように感
じる」「臨床疑問の発表は大変だったが、勉強に
なった」と好印象の感想を述べ、新しい実習形
態を続けるべきだという意見があった。また、
実習形態の変更による各病棟チームの負担は減
少し、他の指導医からも指導形態の変更に好意
的な意見が多かった。 
プリンシパル・エージェント理論に基づいた当
教室の指導体制の分析と見直しは医学生、指導

医双方の評価を得ることができた。さらにこの
見直しは、単に医学生の教育のみならず、若手
医師の教育や入院患者の診療の質に対し、以前
より少ない労力で向上することができた。な
お、これらの評価は定量的な評価を行っていな
いため、臨床実習の見直しの効果がどの程度あ
ったのかを評価するのは困難である。プリンシ
パル・エージェント理論の臨床実習への有効性
を検証するためには、今後さらに定量的な評価
を含めた調査が必要と考えられる。 
 
結論 

屋根瓦式教育を採用した当教室では、プリンシ
パル・エージェント関係やモラルハザードが層
状に形成されており、臨床実習での問題点を個
別に抽出する必要があった。抽出された問題点
は、内的動機づけや心の理論などの心理学的な
視点をプリンシパル・エージェント理論に応用
することで改善策を提示でき、臨床実習の質が
向上し、教育にかかる負担が軽減した。本事例
を通して、我々は臨床実習にプリンシパル・エ
ージェント理論が有用という手応えを得た。 
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原 著 

両側自己眼球摘出を行った統合失調症の 1 例 
 
 

宮下翔伍、坪本真、内藤暢茂、菊知充 
 

Shogo Miyashita, Makoto Tsubomoto, Nobushige Naito, Mitsuru Kikuchi：A Case of 
schizophrenia with bilateral autoenucleation

 
   抄録: 精神障害者では様々な自傷行為がみられ、合併症の治療のため、他診療科との連携を要

する場合がある。そのため精神科では合併症を念頭においた初期対応や、自傷行為に至る動機と
なった症状への理解が望まれる。今回、慢性期の統合失調症例において両側自己眼球摘出という
稀な自傷行為を認めた 1 例を経験したので報告する。金沢大学附属病院(以下、当院)初診時、38
歳の男性。他院での 12 年に及ぶ入院治療期間中に認めた侵害妄想を背景として、両側自己眼球
摘出の自傷行為に至った。視神経、眼動脈を含めた眼球の摘出がなされ、当院転院時の頭部 CT
では外傷性くも膜下出血の合併を認めた。眼科および脳神経外科と合同で診療にあたり、摘出さ
れた眼球の修復は不可能と判断された。保存的治療により外出血およびくも膜下出血はコントロ
ールが得られ、眼球の自己摘出後に侵害妄想は消退し、前医へ転院となっ
た。                                                                         

                                                北陸神経精神医学 36（1-2）:56-61, 2022 
Key words：統合失調症、自己眼球摘出、autoenucleation, oedipism 

 
はじめに 

 自己眼球摘出による自傷行為は 1846 年に
Bergmann らによって初めて報告がなされ
た。眼球の自己摘出は 10 万人あたり 2.8-4.3
人の割合でみられる 1)。白人種における報告
例が多く 1)、本邦での報告は数例のみと少な
い 2)3)。統合失調症の患者ではリストカットな
どの軽微なものを含め、3-5 割に自傷行為が
みられることがある 4)。眼球自己摘出による
自傷行為は重篤な合併症を引き起こし、致命
的な病態につながることがある。今回、両側
の自己眼球摘出という稀な自傷行為を認めた

症例を経験したので報告する。なお、本報告
にあたって患者本人および家族に同意を得て
おり、プライバシー保護のため論旨に影響が
ない範囲で改変を行った。 
 
症例 

38 歳の男性 
主訴：眼の中に IC チップが埋め込まれている。 
生活歴：精神運動発達の異常を指摘されたこ
とはない。病前性格は口数が少なかったが、
友人は多かった。高校 1 年時に中退し、職歴
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はない。既往歴は特記事項なし。精神科家族
歴なし。信仰する宗教は仏教である。 
現病歴：X-23 年(15 歳時)に「目の前を光が飛
んでいる」、「テレビから匂いがする」といっ
た幻覚を認め、A 病院を受診した。薬物療法
が開始されたが、幻覚に加えて、外的刺激に
因らない突発的な興奮、まとまりのない会話
を認めるようになった。統合失調症と診断さ
れ、同院で計 3 回の入院歴がある。X-15 年に
B 病院に転医し、入院加療が行われたが、退
院後も雪の中を裸足で歩き回るなどするた
め、X-12 年に再度 B 病院に入院し、以後長
期入院となった。B 病院入院中は、幻覚、連
合弛緩、突発的な興奮を認めていた他、「眼
の中に IC チップを埋め込まれている」とい
った侵害妄想を認めていた。また、レクリエ
ーションへの参加や対人交流は乏しく、陰性
症状も出現した。X 年 10 月 20 日に自室で両
眼球を自己摘出した同患者を看護師が発見
し、当院に救急搬送された。頭部 CT で外傷
性くも膜下出血の合併が認められ、ICU に入
室し、同日当科紹介となった。 
入院時処方：ハロペリドール 21mg、ゾデピン
10mg、ロラゼパム 1.5mg、ニトラゼパム
5mg、ラメルテオン 8mg、エソメプラゾール
10mg 
現症：意識レベル GCS E1V5M6、体温 
36.3℃、血圧 141/94mmHg、脈拍 69/分、
SpO2 99％（room air）、両眼球は喪失してい
る。会話内容は時にまとまりを欠くものの、
穏やかな口調で話し、精神運動興奮は認めな
かった。幻聴は認めず、思考伝播や注察妄
想、「眼に IC チップが埋め込まれていた」と
妄想の訴えを認めた。来院後には「だんだん

と見えるようになってきた」といった発言を
認め、何が見えているかは明言しなかった。
「死にたかった、殺してくれ」と希死念慮を
認めた。 
血液検査：WBC 13.9×103/μL、Neu 
1.24×103/μL、RBC 4.14×106/μL、Hb 
12.7g/dL、Plt 19×104/μL、Na 
132mEq/dL、K 3.2mEq/dL、Cl 
97mEq/dL、UN 6mg/dL、Cr 0.58mg/dL、
Fbg 334 mg/dL、FDP-DD 1.2μg/mL、CRP 
1.62mg/dL 
胸部 X 線像：特記事項なし 
12 誘導心電図：特記事項なし 
頭部 CT：両眼球自己摘出後(図 1 左)。両側
視神経は途中で離断しており、外眼筋は多く
の部分が眼窩内に残存している(図 1 右)。く
も膜下腔に高吸収域あり、眼動脈の引き抜き
に伴うくも膜下出血の合併がみられる(図
2)。 
入院後経過 

第 0 病日に眼科医師によって圧迫眼帯での両
眼窩圧迫止血法が行われた。当院搬送直後は
「死なせて」と訴え希死念慮を認めた。ICU
に入室後には「冷凍庫にいれて」と叫ぶなど
徐々に精神運動興奮を認めるようになったた
め、デクスメデトミジンとミダゾラムによる
鎮静が行われた。前医処方のハロペリドール
21 ㎎、ゾテピン 10 ㎎をはじめとした薬剤に
ついては継続とした。第 2 病日には眼動脈の
止血が確認された。脳神経外科医師の診察の
結果、くも膜下出血は保存的加療の方針とな
った。第 3 病日にデクスメデトミジンおよび
ミダゾラムによる鎮静は中止されたが、不穏
および精神運動興奮の再燃は認めなかった。
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ICU を退室となり、精神科病棟へ転棟、当科
へ医療保護入院となった。疼痛の訴えはな
く、眼球摘出は用手的に行ったことが語ら
れ、「やってよかった」と話し、行為を後悔
する発言は認めなかった。自傷行為の動機に
ついては聞くたびに「IC チップが入ってお
り怖かった」、「目を取らないと地獄に落ちる
と声が聞こえた」、「ラオウ（漫画‟北斗の拳
“に登場するキャラクター）に影響されたの
かもしれません」などと述べ、一貫性はみら
れなかった。大仏や山、草原などの幻視の訴
えが頻回に認められた。経過で希死念慮の消
退を認め、眼窩からの出血およびくも膜下出
血の安定が得られたことから、第 28 病日に
B 病院に転院となった。  
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考察 

 10 代で統合失調症と診断され、10 年以上
続く入院生活の中で両側眼球を自己摘出する
自傷行為に至った症例である。眼球摘出の自
傷行為における男女比は 5：2 で男性に多く
みられる。15-84 歳の報告があり、年齢の中
央値は 35 歳であった。人種による差として
は、白人が約 60％と最多であり、ヒスパニッ
ク・アジア系などは全体の約 30％を占める
1)。人種による差については、キリスト教徒
が多いことが考察されている。新約聖書のマ
タイ伝第 5 章 29 節に「もしあなたの右の目
が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨て
なさい。五体の一部を失っても、全身が地獄
に投げ入れられない方が、あなたにとって益
である。」との記載があることなど、自傷行
為の内容は文化的な背景の影響を受けるとさ
れている 5)。本症例では自傷行為の理由につ
いて漫画の登場人物に影響されたとの訴えが
聞かれており、文化的な経験が動機づけとな
った妄想の内容に影響したことも考えられ
た。 
自己眼球摘出の背景疾患としては統合失調
症、物質誘発性精神病、強迫性障害、双極性
障害、心的外傷後ストレス障害、大うつ病性
障害などの他、神経梅毒、Lesch-Nyhan 症候
群、ダウン症候群などの器質性精神障害の報
告があり 6)、そのうち、統合失調症は約 50％
を占めるとされる 7)。特に、コカインやアン
フェタミン等の使用は自傷行為のリスクを増
大させることが報告されており 8)、通院中の
患者において重大な自傷行為が観察された際
には精神作用物質の影響を鑑別する必要があ
る。また、本症例では侵害妄想が認められて

いたが、統合失調症患者が自傷行為に及ぶ動
機としては、うつ状態の合併や、配偶者や親
など重要な他者を失う経験の割合が各 30％
ほどと最も多い。精神病症状に悩まされる、
または幻聴への反応は全体の 10-20％ほどで
ある 9)。眼球に対する自傷行為を行った統合
失調症患者において、自傷行為自体は無痛で
はないものの、行為の後に満足を感じる患者
が多く、痛みを積極的に訴える患者が少ない
ことも特徴とされる 9)。そのため、患者の訴
えが必ずしも自傷行為の程度に結びつかない
ことを考慮する必要がある。 
 本症例では両側の自傷行為であったが、約
60％では片側のみの自傷であり 6)、摘出に至
らない場合でも交感性眼炎がみられることが
あり、ステロイドの使用または病側眼球の外
科的摘出が必要となる場合がある。また、血
種や水腫による眼窩圧迫に対してもステロイ
ドの使用が検討される。ステロイドの使用に
際しては精神症状の悪化リスクがあることを
念頭に置かなければならない 10)。眼動脈をは
じめとした血管損傷があれば、本症例でもみ
られたようにくも膜下出血を合併し得る。眼
窩からの外出血が少ない場合には、特にくも
膜下出血の合併を想定し診療に当たらなけれ
ばならない 6)。眼球への鈍的外傷がみられる
際には網膜・硝子体出血や網膜剥離、水晶体
脱臼のリスク、擦過傷がみられる際にはヘル
ペス感染などの感染症リスクについて特に気
をつけなければならず、ボールペンなど 5 ㎝
以上の道具を用いて自傷行為を行った際に
は、傷が頭蓋内に達することで血管、神経損
傷の合併リスクが高まる 9)。 
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 本症例では、眼球を自己摘出した後に自傷
行為の動機となった侵害妄想は消退し、希死
念慮も改善を認めたため、薬物調整は行わな
かった。一方で、自傷後も精神運動興奮や妄
想といった症状が持続し、自傷行為の再企図
予防が必要な場合がある。激越や精神運動興
奮がみられた際には抗精神病薬や鎮静薬の使
用、抑うつ状態や不安症状がみられた際には
抗うつ薬を使用が検討される。また症例報告
レベルであるが、電気痙攣療法が動機となる
妄想を改善し、自傷行為の減少に有用であっ
たとする報告がある。一方で、電気痙攣療法
には眼圧を上昇させ、眼球損傷を増悪させる
リスクがあることも言及されている 10)。 
 
まとめ 

侵害妄想、希死念慮を認め、両側眼球摘出に
至った症例を経験した。妄想に動機づけられ
る自傷行為は、文化的背景を踏まえて理解す
ることが重要である。また、精神科医師は自
傷行為への初期対応を迫られる場面が考えら
れる。眼球の自己摘出は眼動脈損傷による眼
窩からの出血のみならず、くも膜下出血をは
じめとした合併症を引き起こす。そのため、
診療においては合併症に対する十分なリスク
評価および他診療科との円滑な連携が必要と
される。動機となる精神症状に対しては薬物
療法によるコントロールが優先されるが、薬
物療法が有効でなかった場合、電気痙攣療法
が有効である可能性がある。 
 
 本報告にあたり、開示すべき利益相反はな
い。 
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第 199回北陸精神神経学会 
日時：令和 4年 3月 13日（日） 

午後 1時 30分より 
会場：オンライン開催 
（主催：福井大学） 

 
1．ロラゼパムが奏効した肺血栓塞栓症を伴った悪

性緊張病の一例 

○安本眞衣 1）、奥田丈士 2）、宮岸良彰 2）、 

菊知充 2） 

1）金沢大学附属病院神経科精神科 

2）金沢大学医薬保健研究域医学系精神行動

科学 

【症例】64歳 男性 

【既往歴】統合失調症、脂質異常症 

【現病歴】 同胞 3名第 3子、実父と長姉に統合

失調症の家族歴がある。15歳で統合失調症を

発症したが、通院と服薬を継続し、入院歴はな

く、安定して経過していた。大学卒業後は公務

員として従事し、28歳で結婚し 2子を儲け

た。定年退職後は妻と二人で暮らしており、家

族以外との交流は乏しかった。令和 X年 10月

初旬より幻聴や被害妄想が出現し、易刺激性亢

進や周囲への暴言、精神運動焦燥を認めた。10

月 20日にかかりつけ医を受診し、抗精神病薬

が追加されたが、症状の改善は乏しく、更に不

眠や食事量減少を呈するようになった。10月

23日未明に自ら「調子が悪い」と警察に助け

を求めて保護されたが、その後亜昏迷状態とな

り A病院精神科に医療保護入院となった。10

月 26日に昏迷、カタレプシーに加え、発熱や

自律神経症状、クレアチニンキナーゼ上昇、凝

固異常を呈し、悪性症候群が疑われダントロレ

ンが投与されたが無効で、肝障害が増悪した。

ジアゼパム投与で速やかに疎通性が改善したこ

とから悪性緊張病と診断され、修正型電気けい

れん療法での治療を目的に 10月 28日に当院転

院となった。 

【入院後経過】カタトニアの徴候に加えて発熱や

自律神経症状が出現しており、悪性緊張病と診

断した。治療の第一選択は修正型電気けいれん

療法だが、入院後の検査で深部静脈血栓症や肺

血栓塞栓症の合併が明らかとなり、速やかな実

施が困難と判断した。そのためベンゾジアゼピ

ン系薬剤で治療継続した結果、症状の軽快が得

られた。 

【考察】ベンゾジアゼピン系薬剤が奏功した肺血

栓塞栓症を伴った悪性緊張病の一例を経験した

ので、文献的考察を加えて報告する。 

 

 

２．統合失調症患者の入院減少のための持効性

注射剤(LAI)の効果 

  〇藤田宗久、榎戸芙佐子、谷野亮一郎 

医療法人社団和敬会 谷野呉山病院 

【目的】統合失調症患者の LAI（持効性注射剤）で

の入院予防効果について検討する。 

【対象】2016 年 7 月から 2021 年 8 月の期間にお

いて当院外来（演者担当患者）にて LAI で治療

した統合失調症患者 39名のうち、1年以上継続

している 34名（男性 19名、女性 14名、平均年
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齢 48.2±12.0歳）である。観察期間内における

1年以内の中断者が 5名、1年以上継続後の中断

者が 4名であった。 

【方法】単施設後ろ向き観察研究として、上記対

象患者に対して LAI 導入前後における入院回数

及び入院日数をミラーイメージ試験の手法を用

いて比較した。なお入院日数の比較は全観察期

間のうち入院していた日数割合（入院日数割合）

で算出した。検定は、入院回数・入院日数割合と

もに、Wilcoxon符号付順位和検定を用い、統計

学的有意水準は 5％（両側検定）とした。 

【結果】全入院回数の平均は、3.1±2.6回。LAI導

入 1 年での入院回数は導入前 0.79 回、導入後

0.26 回で有意に減少していた（p=0.005）。2 年

では導入前 1.32回、導入後 0.56回（p=0.001）。

3年では導入前1.55回、導入後0.72回（p=0.003）。

4年では導入前1.8回、導入後0.84回（p=0.011）

とどの期間においても LAI 導入後は入院回数が

有意に減少していた。入院日数割合は導入 1 年

では導入前 23.4%、導入後 8.4%（p=0.001）。2年

では導入前 19.2%、導入後 7.7%（p=0.001）。3年

では導入前 15.4%、導入後 6.2%（p=0.001）。4年

では導入前 12.5%、導入後 4.8%（p=0.007）とど

の期間においても入院日数割合は LAI 導入後に

有意に減少していた。 

【考察】LAI 導入により、再発再燃を抑制でき入

院リスクが減少することは、患者が社会生活を

中断しなくてすむというメリットに繋がる。 

 

 

3. ゾピクロン過量内服後にメトヘモグロビン血症を

生じた１例 

〇北市高之 1）、内藤暢茂 2）、宮岸良彰 2）、 

菊知充 2） 

1)金沢大学附属病院神経科精神科  

2)金沢大学医薬保健研究域医学系精神行動

科学 

【はじめに】メトヘモグロビンはヘモグロビン中

の鉄イオンが酸化されたもので、通常は赤血球

内で還元酵素により１％以下に調整されている。

メトヘモグロビンは酸素と結合するものの酸素

運搬能を有さず、血中濃度が高くなるほど重篤

な低酸素症状をきたす。メトヘモグロビンの血

中濃度が上昇した状態がメトヘモグロビン血症

であり、原因として医薬品の副作用が圧倒的に

多い。今回我々はゾピクロンの過量内服後にメ

トヘモグロビン血症を発症した症例を経験した

ため報告する。 

【症例】４８歳女性。３０歳頃に幻聴や妄想が出

現し、統合失調症と診断され A 病院精神科に通

院を開始した。幻覚や妄想に対してオランザピ

ン、不眠に対してゾピクロンで加療された。外

来で長らく安定していたもののＸ−１年４月春

頃から  COVID-１９拡大の影響で作業所の仕事

が減少し、自宅に籠るようになった。幻聴が増

悪し、自殺目的にゾピクロン６００ｍｇを過量

内服したため X 年１１月当科医療保護入院し

た。 

入院時の診察で呼吸抑制はなかったものの  

SpO2 は８９％と酸素化不良を認め、直ちに酸素

投与を開始した。その他バイタルサインに異常

は認めず意識レベルは JCS１桁、心電図や各種

画像検査、血液検査でも酸素化不良の原因は同

定できなかった。酸素投与開始後も SpO２は 

90％前後で改善が乏しく血液ガス分析を実施し

たところ、動脈血酸素分圧および酸素飽和度は
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いずれも正常範囲に保たれており、 SpO２の値

とは明らかに乖離していた。また、メトヘモグ

ロビン血中濃度が９．８％と高値であることか

らメトヘモグロビン血症と診断した。原因とし

てゾピクロンを疑い第 １病日より中止した。原

因薬の中止によってメトヘモグロビン濃度は低

下し、第１１病日には１％未満と正常化した。 

【考察】過量内服後に酸素投与で改善しない原因

不明の酸素化不良を認め、血液ガス分析の結果

からメトヘモグロビン血症が明らかとなった症

例を経験した。メトヘモグロビン血症は一般的

な血液検査や画像検査等で異常を呈さないこと

から見逃される危険が高いと思われる。過量内

服後に原因不明の酸素化不良を呈した際は、メ

トヘモグロビン血症の可能性を視野に血液ガス

分析を実施すべきである。 

 

 

４．施設入所中に失語症を認めた高齢女性の１例 

〇姥浦一太、古谷直生、平松茂 

公立能登総合病院 精神科 

【症例】90 代女性。X-4 年に頸部脊柱管狭窄症で

上下肢の麻痺、感覚障害が残存した。X-3年に歩

行障害が出現し、X-1 年より体動が不良となっ

た。X年 1月より非流暢性や呼称障害、復唱障害

が出現した。X 年 3 月には会話の内容をほとん

ど聞き取ることが困難となった。X 年 5 月より

不眠やまとまらない行動が続いたため当科に紹

介受診となった。初診時現症では眼球運動の垂

直方向で注視麻痺を認め、両上肢の筋緊張亢進

も観察された。頭部 MRI では前頭側頭葉優位の

びまん性脳萎縮を認め、脳血流 SPECT では両側

前頭葉、側頭葉、左頭頂葉の血流低下を認めた。 

【考察】発症早期に失語が前景に立つ神経変性疾

患を原発性進行性失語（PPA）と呼び、特徴から

非流暢性/失文法型（nfvPPA）、意味型（svPPA）、

ロゴペニック型（lvPPA）に分類される。また、

前頭側頭葉変性症（FTLD）は臨床症状から行動

障害型前頭側頭型認知症（bvFTD）、意味性認知

症（SD）、進行性非流暢性失語（PNFA）に分類さ

れる。そして、進行性核上性麻痺（PSP）や大脳

皮質基底核症候群（CBS）などを含む FTDスペク

トラム障害は病理診断では FTLD-tau や FTLD-

TDP などに分類され、PSP や CBS は FTLD-tau と

強い相関がある一方で nfvPPA は FTLD-tau、

FTLD-TDPの双方と相関がある。本症例では非流

暢性や復唱障害を認め、文や単語の意味は理解

可能なことから非流暢性/失文法型原発性進行

性失語が疑われる。FTLDと PSP、CBDはともに前

頭葉機能が低下する疾患で、脳血流パターンは

似たものになる。また、FTLDでも頻回の転倒や

筋強剛などのパーキンソニズムを認めるため、

パーキンソン症状から FTLD と PSP,CBD を区別

することも困難である。さらに、頸部脊柱管狭

窄症の影響や患者からの詳細な病歴の聴取が困

難なため、初期症状や経過からの厳密な鑑別も

困難である。そのうえで診断を推測するならば、

パーキンソニズムが先行している点からは

FTLD-tauの可能性がある。また、症状の左右差

はないため CBD の可能性はやや低い。眼球運動

障害の観点から、強いて言えば PSP-PNFAが最も

それらしい診断と思われた。FTLD圏内の疾患は

臨床症状で診断を推定することはできるが、本

症例のように難渋する場合も多い。確定診断は

病理診断のため、臨床診断と異なることもある。

現在根本的な治療薬はなく、タウ蛋白や TDP-43



第 199 回北陸精神神経学会  65 

蛋白など蓄積された蛋白に特異的に作用する治

療薬がまたれる。 

 

 

5．多彩な精神症状を呈したウイルス性脳炎の 1例 

○大畑郁乃 1)、大久保裕章 2)、木原 弘晶 1)、 

長澤 達也 1)、上原 隆 1)、川﨑 康弘 1) 

1)金沢医科大学精神神経科学  

2)医療法人敦賀温泉病院 

症例は 56 歳男性。アルコール多飲歴があり、

無職の期間が長く、両親や兄から金銭的援助を

受けて生活していた。X-1年まで 5年間、ホテル

の清掃会社で働いていた。 

X 年 1 月 9 日に意識障害、左半身不全麻痺、

けいれん発作を来たし、ウイルス性脳炎が疑わ

れ、当院神経内科入院となった。アシクロビル、

デキサメタゾン、レベチラセタムで治療が開始

され、アルコール離脱予防にジアゼパム 15 ㎎/

日が開始された。1 病日に採取された髄液内

HSV-DNA は陰性であったが、経過に一致する髄

液 HSV 抗体価の有意な上昇を認め、単純ヘルペ

ス脳炎が疑われた。脳波では右半球全体に PLEDs

を認め、MRI 拡散強調像では右頭頂葉から側頭

葉、前頭葉に高信号があり、SPECTでも同部位の

血流低下を認め、いずれもヘルペス脳炎に矛盾

しない所見であった。 

脳炎に対する治療終了後も、左顔面や下肢の

けいれんは持続しており、抗てんかん薬 5剤(カ

ルバマゼピン、ラコサミド、クロバザム、バルプ

ロ酸、レベチラセタム)が併用された。けいれん

は改善傾向にあったが、易怒性や焦燥感、つじ

つまの合わない言動、拒薬が続き、当科リエゾ

ン外来にて抗精神病薬を調節するも効果乏しく、

43病日に当科転科となった。 

当科転科時は易怒性や焦燥感が強く、暴力行

為を認め、拘束を要した。また作業せん妄様の

訴えや、ドア叩きや持ち物確認等の常同行動を

認めた。カルバマゼピンの中止とレボメプロマ

ジンの増量を行い、オランザピン 20㎎とレボメ

プロマジン 175 ㎎にて常同行動は残存するも、

易怒性はなく、静穏に過ごすことが可能となっ

た。また、当科転科後も、意識消失を伴う眼球上

転と口角のけいれんを認めるてんかん発作を認

め、最終的にはレベチラセタム 2000㎎とラコサ

ミド 400 ㎎で、脳波では右後頭葉に散発する徐

波は認めるが、明らかなてんかん発作の出現は

認めなくなった。精神状態、てんかん発作とも

に安定し、状態が固定されたため、146病日に自

宅近くの病院へ転院となった。脳炎後遺症とし

て易怒性や常同行動、てんかんに加え、半側空

間無視、認知機能や前頭葉機能の低下、注意の

変動も認めた。 

同居者がおらず脳炎発症時期が不明なことや、

アルコール多飲歴、MRI で広範囲な病巣を認め

るなど転帰不良因子を有している症例であった。

ヘルペス脳炎は記憶障害や人格障害、てんかん

や運動障害など高度の後遺症をきたす可能性が

高く、本症例でも高次脳機能障害、半側空間無

視といった症状のために社会復帰困難であった。 

 

 
6．治療抵抗性強迫性障害に対してプレガバリンに

よる SSRI への増強療法が奏効した 1 例 

〇橋本靖也 1)、平尾直久 2)、佐野滋彦 3)、 

橘博之 2) 

1) 金沢大学附属病院神経科精神科 
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2) 高岡市民病院精神神経科 

3) 金沢大学医薬保健研究域医学系精神行

動科学 

【症例】30歳代，女性 
【主訴】「便が怖い」 

【現病歴】学生時代よりストレスに対する脆弱性

があった．就職後は抑うつ症状のために A病院

精神科に通院していた．X-7年 11月に出産

し，X-6年 2月頃より長男を清潔にしていなけ

ればならないと思うようになり，便を主とした

排泄物に対する不潔恐怖が出現した．X-5年 4

月より A病院に強迫性障害 (OCD) の診断で通

院を再開した．セルトラリンを主剤として治療

されたが改善なく，他の SSRIや SNRI,クロミ

プラミン，抗精神病薬による薬物療法や認知行

動療法 (CBT) も行われたが効果はみられなか

った．X-1年 B病院に転医した後も改善はなく

洗剤で自分の体を洗うなどの洗浄強迫や母への

巻き込み行為もみられていた．X年 8月に潰瘍

性大腸炎の診断で C病院内科に入院した．入院

環境で不潔恐怖が増悪し食事摂取が困難となっ

たため，8月 31日 D病院精神科を紹介初診し

同日任意入院となった． 
【臨床経過】拒食，拒薬を認め，9月 16日より

修正型電気けいれん療法を施行した．食欲を含

めた抑うつ症状や不安は改善したが，強迫症状

は不変だった．入院下では食事が摂れないため

退院とした．エスシタロプラム，アリピプラゾ

ールによる薬物療法，暴露反応妨害法を主とし

た CBTも併用したが，強迫症状の改善はみられ

なかった．経過中希死念慮が出現し，X+1年 1

月 18日に医療保護入院となった．数日で希死

念慮，抑うつ気分は改善がみられたが，排泄処

理ができず看護師による全介助を要していた．

OCDに対しては適応外使用だが効果がありうる

ことを説明のうえプレガバリンを追加した．経

過中下腿浮腫を認め用量調整を要し，最終的に

は 150 mg/日で継続したところ強迫症状は改善

が認められ，4月 2日に退院した後も家族への

巻き込み行為はみられなかった．経時的な Y-

BOCSによる評価でもベースラインの 31点か

ら，12週後には 14点へ改善が認められた． 

【考察】OCDの病態仮説として，興奮性神経伝達

物質であるグルタミン酸放出の亢進が考えられ

ている．プレガバリンは電位依存性カルシウム

チャネルのα2-δサブユニットに結合し，神

経終末における過剰なグルタミン酸の放出を抑

制するため OCDに有効である可能性がある．プ

レガバリンの併用は忍容性や安全性も高く，

OCDの新たな治療選択肢と考えられさらなる大

規模な研究が望まれる． 
 
 
７．当院における児童青年期の初診患者の担当  

医 

棟居俊夫 1）、土田航祐 1）、石井奏 1）、 

和田有司 1）、喜多克尚 1）、織田忠明 1）、 

菊知充２） 

1)医療法人社団長久会 加賀こころの病院 

2)金沢大学医薬保健研究域精神行動科学 

2018年 4月から 2021年 12月までに当院を訪

れた初診患者は 2824名であった。彼らの年齢

と初診担当医の氏名を調査した。本調査は倫理

委員会に諮っていない。年齢は 2歳から 101歳

までであった。調査期間中に初診を担当した医

師は 9名であった（専攻医 2名を含む）。彼ら
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が担当した患者の年齢の範囲はそれぞれ 0歳代

あるいは 10歳代から 90歳代以上までであっ

た。30歳までの患者の人数の割合はそれぞれ

17～67％であり、18歳までの割合は同じく 1～

41％であった。2名の医師が 18歳までの患者

のほとんどを担当していた。筆者は児童青年期

の患者を限られた医師が担当する現状は適切で

ないと考える。その理由と背景は、まず年齢に

かかわらず診断基準は同じであること、次に年

代によっても診察方法の形態は変わらないこと

（90度面接、問いの形式、丁寧語の使用な

ど）、さらに主な精神障害は 10～30歳に好発

することである。ただし児童青年期は発達の途

上にあり、相対した時の様子が年代により異な

ることへの留意が必要である。児童青年期患者

を避けずに診療する利点は、一つには成人期や

老年期の患者であっても、その人の発達歴に関

心が向くことである。児童青年期を 30歳まで

とすると（笠原嘉、1976年）、人生の 1/3を

占め、しかも患者数が多い。精神科医は研修医

の若い時から児童青年期患者になじんでおくこ

とが重要である。 

 

 

８．デキサメタゾン誘発性精神障害の再発 

：症例報告 

〇薗田翔平、渡真利眞治、石橋知明、 

上野幹二、大森一郎、小坂浩隆 

（福井大学医学部精神医学） 

 【はじめに】ステロイド誘発性精神病が改善し 1

年後に、ステロイドを再使用していないにも関

わらず、同様の精神病症状が再発した女性例を

経験した。なお、本発表は患者から発表につい

て同意を得た。症例の特定を避けるため論旨に

影響のない範囲で病歴を改変した。 

【症例】50代女性。医療従事者。子育てと仕事

を両立し、直近まで働いていた。生来健康で、

精神疾患の既往はない。 

 X－1年 6月、悪性リンパ腫のため血液内科

に入院。入院 3日目から 2日間のデキサメタゾ

ンの経静脈投与を受けた。1週間後、幻覚妄想

が出現、徐々に悪化し、「霊媒師の力でがんを

治した」と治療を拒否するようになった。当科

紹介となり、7月に当科に入院した。採血、

MRI、脳波検査に異常はなく、MMSEは 30点。

ステロイド誘発性精神病と考え、リスペリドン

を開始したところ速やかに改善し、2ヶ月後に

退院。外来で経過を追ったが、寛解を維持して

おり、11月にリスペリドンを中止し、当科診

療は終診とした。経過中、原疾患の悪性リンパ

腫も寛解しており、ステロイドの再使用もなか

った。 

 しかし、X年９月から幻聴が出現し、心配し

た家族に連れられ、10月に当科を受診した。

「天女だから治療の必要はない」と病識はな

く、医療保護入院とし、抗精神病薬により 4週

間程度で改善し、11月に退院した。現在も外

来で治療を継続しており、再発はない。 

【考察】ステロイドの再開や原疾患の悪化がない

にも関わらずステロイド誘発性精神障害が再発

した症例報告は散見される。再発のメカニズム

として、ステロイド使用による発症脆弱性の形

成が示唆されている。しかし報告の多くは気分

障害の再発であり、精神病症状の再発について

の報告はほとんどない。当日は詳細な経過、各

種検査所見とあわせ、文献的考察を交えて報告
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する。 

 

 

9．口腔内セネストパチーの 1 症例 

〇山口成良、田村 悠 

（社会医療法人財団松原愛育会松原病院） 

 セネストパチーは体感症と訳され、身体の

様々な部位に異様な体感を感ずる状態をいい、

特に口腔内の奇妙な異常感覚を主症状とするも

のを口腔内セネストパチーという。今回我々は

口腔内セネストパチーを訴える１症例を経験し

た。60歳代の女性で、X-7年頃から口腔の異常

感を訴えるようになった。その内容は、「口の

中にすじが入っている」、「米粒が口の中をぐる

ぐる回る感じがする」、「口に風船が入ってい

て、食事が充分とれない」、「上顎の後が動く感

じがする」、「上顎がはねる感じがする」等であ

った。歯科口腔外科に紹介したところ、「体の

中からシューシューと上の歯に向かっている感

じがあるとのことですが、口腔内明らかな所見

はなく、口腔ジスキネジアと考えます。」との

返書であった。WAIS-Ⅲ成人知能検査では、全

検査 IQ80で、平均の下の水準である。MMPI新

日本版では、プロフィールより、身体的愁訴は

極端で、否認が強く、問題の原因が自分自身に

あっても、自分の行動を省みるような洞察に乏

しく、自己中心的であることが示唆されるとの

ことであった。外来で抗不安薬のクロチアゼパ

ムを投与、常に支持的に接する態度を通じて患

者との良好なラポールを形成してきた。現在、

患者は特に訴えなく、おいしいものを食べるよ

うにしている。 

 

１０．コロナ禍前後の当院における入院患者の動

向について 

〇長澤達也、大畑郁乃、小出蓉子、 

張田葉月、片岡譲、木原弘晶、新田佑輔、

上原隆、川﨑康弘   

（金沢医科大学精神神経科学） 

【はじめに】新型コロナウイルス感染症は 2019

年 12月に中国で集団発生が報告され、石川県

でも 2020年 2月に感染が確認された。うつ病

と不安障害の罹患率が増加したとの報告や、自

殺率が女性と若者で 16％増加したとの報告も

ある。今回、コロナ禍前後の、当院の入院患者

の患者動態について調査した。 

【方法】2018、2019、2020、2021年 1月～12月

の各年毎の入院患者の平均年齢、性別、平均在

院日数、入院形態、ICD-10による疾病分類、

再入院に至った日数を入院台帳より調査した。

また、コロナ禍前を 2018年、2019年とし、コ

ロナ禍後を 2020年、2021年として患者背景・

入院形態・疾病・再入院期間に差がないかを検

討した。 

【結果】コロナ禍前後で平均年齢、性別、平均在

院日数、入院形態、ICD-10による疾病別患者

数に男女別でも有意差はなかった。再入院まで

の期間に関しても有意差は認めなかったが、

2020年には 1ヵ月以内に再入院する患者が 8

人、2021年では１人認めた。 

【考察】神奈川県立精神医療センターは本調査と

同様の 2019年と 2020年の比較で、在院日数が

短縮したことを報告している。当科において

も、コロナ後は外泊、外出、面会が行えないこ

とで在院日数が短くなっていることが予想され

たが、結果は、コロナ前と変化がなかった。こ
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れは、退院に慎重を期し、在院日数が変化しな

かったとも考えられる。疾患別では、コロナ禍

後、統合失調症圏での自殺関連事象の増加、女

性入院患者において F2・F4の割合の増加・F3

の割合の減少の報告もあるが、当科において

は、有意な増減を認める疾患はなかった。2020

年には、統計的有意差はないが、1ヵ月以内の

再入院患者が 8人おり、この時に、面会、外

出、外泊が行えないことの影響を考え 2021年

6月よりオンライン面会を実施した。結果、

2021年の 1ヵ月以内再入院患者は 1人であっ

た。2020年 6月時点で、石川県内の精神科医

療機関において、オンライン面会実施施設は

33％で、70％以上の病院で外出、外泊を制限し

ているとの報告もあり、他院でも、入院動態や

長期入院中の入院患者の精神状態などにも何ら

かの影響が出ていると思われ、何らかの調査も

必要ではないかと思われた。 

 

 

１１．病的賭博に対し STEP-G を実施することによ

るパッションの変化 

〇瀬下直史 

所属機社会医療法人財団松原愛育会 

松原病院 

公益財団法人松原病院 

【目的】パッションとは、個人が重要視している

活動に対する傾倒の程度と定義され、特定の活

動の基となる感情といえる。パッションは調和

性パッション(harmonious passion)と強迫性パ

ッション(obsessive passion)に大別され、賭

博行為への強迫性パッションの強さは有害な賭

博に関連すると報告されているが、病的賭博の

治療により強迫性パッションがどのように変化

するかは報告されていない。また、STEP-

G(Standardized Treatment Program for 

Gambling Disorder)は、病的賭博に対する集団

精神療法であるが、STEP-Gによる心理面の変

化についても報告がなされていない。本研究で

は、STEP-Gに参加した患者を対象に質問紙に

てパッションを評価し、治療の前後における強

迫性パッションの変化、また発言にみられるパ

ッションの質的変化を確認した。 

【方法】当院にて病的賭博(F63.0)の診断がされ

た患者２名に STEP-Gを行い、治療の開始前後

でパッションの程度を評価する「ギャンブルパ

ッション評価尺度」に回答いただいた。 

【結果】2名とも、治療の前後で強迫性パッショ

ンの得点が減少していた。また、治療前にみら

れた強迫性パッションが窺える発言も減少し、

適応的な発言が目立つようになった。 

【考察】STEP-Gにより、行動変化の基盤となる

心理的な変化が生じていることが推測された。

病的賭博の評価尺度として、行動面の評価を行

うものは既に用いられているが、心理面の変化

を評価する手段として、パッションは有用かも

しれない。 

 

 

12.複雑部分発作を伴う Behavioral Variant of 

Alzheimer Disease が疑われた一例 

〇兒玉竜太朗 1)、松下有希子 1)、笹林大樹 1)、 

樋口悠子 1)、仲間佳子 1)、小林春子１）2)、 

中島英 1)2)、立野貴大 1)、古市厚志 1)、 

高橋努 1)、鈴木道雄 1)  

1)富山大学附属病院神経精神科 
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2)富山市民病院精神科 

【はじめに】アルツハイマー病型認知症

(Alzheimer’s Disease:以下 AD)の患者の中に

は、行動障害やパーソナリティの変化が早期に

優位に出現するタイプがある。また認知症患者

は、経過中にてんかんを合併することもある。

今回は ADが疑われる患者で、複雑部分発作を

認めた一例を経験した。症例の発表に当たって

は本人の同意を得て倫理面に配慮した。 

【症例】症例は 70代女性。X-5年から外出頻度

が減り家で何もせず過ごす時間が増え、家族の

話を無視したり、家事ができないようになっ

た。X-3年から自動車事故を複数回繰り返すよ

うになった。事故相手や警察に「相手の車が古

かった」と言い、その場から立ち去ろうとし

た。警察が事故の詳細を聴取した時は、事故直

前の様子や過去の事故を覚えていなかった。ま

たこの頃から物忘れが目立つようになった。X-

2年 A病院を受診し、ADと診断された。X-1年

頃から買い物に行く頻度は激減し無気力・無関

心な様子が増え、物忘れが増悪した。X年 4月

2日意識がなく倒れているところを発見され、

B病院へ救急搬送され経過観察入院となった。

入院中に 2度自動症を認め、精査加療目的で 4

月 8日に当院で医療保護入院となった。脳波で

は右側頭葉で複数の spikeを認めた。頭部 MRI

で前頭葉、頭頂葉が軽度萎縮し、脳血流 SPECT

では前部帯状回後方・前頭頭頂葉・外側頭頂葉

の血流が軽度低下していた。MMSEは 21.5点で

あった。脱抑制、アパシー、遂行機能障害、近

時記憶障害が早期から認め、脳波所見、画像所

見、心理検査から複雑部分発作を伴う

Behavioral Variant of Alzheimer 

Disease(bvAD)が疑われた。抗てんかん薬は家

族の希望で内服しない方針となった。入院後自

動症は認めず、5月 20日退院となった。 

【考察】行動障害やパーソナリティの変化を早期

かつ優勢に認める ADは bvADと呼ぶ。認知機能

低下の原因の 1つに非痙攣性てんかん重積があ

る。本症例は認知機能低下の原因に bvADがあ

り、複数回の複雑部分発作により認知機能の低

下がより進んだと推察された。 

 

 

13．トラウマ体験を持つ社交不安症の男性に対す

る自我状態療法：症例報告-患者の自発的な

描画表現で追う治療経過- 

〇眞田康雄、水野智之、薗田翔平、 

石橋知明、山本維生、上野幹二、小坂浩隆 

（福井大学医学部精神医学） 

【はじめに】社交不安症に対して、薬物療法や暴

露療法のみでは効果がなく、自我状態療法を併

用することで社交不安症の治療が進んだ症例を

経験した。 

【症例】24歳男性。両親と弟・妹と 5人暮ら

し。幼少期に父より母への DVを目撃してか

ら、人に怒られることが怖くなった。保育士に

パンを無理やり口に入れられてから、会食恐怖

を自覚するようになった。会食恐怖を表出する

と、担任に嫌な顔をされ父に叱責され、登校を

渋ると、母に給食袋を投げ付けられ「自分の気

持ちを分かってもらえない」という思いが強ま

った。友人に自分からは話かけず、話しかけら

れた時は緊張していると悟られないように対応

していた。 

X-2年 4月、理学療法士として就職後、上司と
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接する際に、緊張のためうち解けられず、次第

に関係が悪化。X年 5月、当院初診となった。

現病歴と臨床症状から社交不安症が疑われた。

X年 6月、社交不安の症状に関連するトラウマ

があると本人が述べたため、精査加療を目的

に、当院入院となった。 

診察時、緊張のため瞬目が多く、食事はカーテ

ンをしめて摂取。「自分が苦しむ姿を見ること

で、親が苦しめば良い」と発言し、両親に対す

る強い陰性感情がみられた。以上の経過から、

トラウマ体験を持つ社交不安症と診断。社交不

安を示す LSAS-J：79点と高値であった。社交

不安に対して担当医が薬物療法と暴露療法を行

い、トラウマに対しては心理士が EMDRを行っ

た。しかし、症状は改善せず経過した。その

後、「『こう思われてるぞ』って僕を悪く言う

もう一人の自分がいるんです」という発言あ

り、解離（防衛機制）が症状改善を妨げている

可能性を疑った。そこで、解離を軽減させるた

めに自我状態療法を開始したところ、「鈍麻し

ていた五感が鮮明になり、本来の感情を生き生

きと感じられるようになる」など解離が軽減し

た。その後、EMDRを再開したところ、トラウ

マ処理がうまく進むようになった。また暴露療

法を再開したところ、LSAS-J：29点まで低

下、友人と話すことに緊張しなくなるなど、社

交不安の症状が改善した。 

【考察】トラウマ体験を持つ社交不安症の患者に

対して暴露療法で効果が得られないときに、解

離の存在に注意することの重要性が示唆され

た。 

 

 

14. 卵巣がん術後に、精神病症状が出現し緊張病

となった 1 例 

〇下優太郎 1)、亀谷仁郁 2)、宮岸良彰 2)、 

菊知充 2) 

1)金沢大学附属病院神経科精神科 

2)金沢大学医薬保健研究域医学系精神行動科学  

【はじめに】緊張病は従来、統合失調症の一亜型

として分類されていたが、現在は統合失調症以

外の精神疾患や全身状態の悪化を契機に緊張病

に至る症例が報告されている。今回、卵巣がん

術後に初発の精神病症状が出現し、緊張病に至

った症例を経験した。 

【症例】66歳女性。精神科通院歴・入院歴な

し。X-3月頃より腹部膨満が出現し、X-2月に

精査され、癌性腹膜炎・右卵巣がんと診断さ

れ、当院婦人科入院し、X月 Y-3日に手術とな

った。Y-1日より看護師に対し、「私のことを

監視してますね」と興奮し、点滴を抜去した

り、スマートフォンで医療従事者及び他患を撮

影し「近づくな」などと怒鳴り手を挙げるな

ど、言動のまとまりのなさ、被害妄想、精神運

動焦燥を認め、Y日に当科紹介受診し同日医療

保護入院となった。 

【経過】当科転棟後 Y+２日より急激に精神症状

が変動し、昏迷、カタレプシー、無言症が出現

し、意思疎通が困難となった。器質的な異常を

認めないことから、緊張病の特徴を伴う短期精

神病性障害と診断した。ロラゼパム 10mgの静

注を行ったところ、速やかに昏迷、カタレプシ

ー、無言症は改善し、疎通は良好となった。翌

日に再度緊張病が再燃したが、ロラゼパム静注

の継続で改善し、ロラゼパムを内服に切り替

え、Y+5日にロラゼパムを 8mgに減量した。ロ
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ラゼパムの減量後も緊張病の再燃を認めず、

ADLは改善した。同時期よりふらつきを認め、

ロラゼパムによる筋弛緩作用と考えられた。そ

のため、ロラゼパムを Y+8日に 6mg/day、Y+15

日に 5mg/dayに漸減した。漸減後も緊張病、精

神病の再燃なく、Y+18日に退院となった。退

院後ロラゼパム 5mg/dayを 3ヶ月継続したが、

緊張病、精神病の再燃を認めず、本人からも中

止の希望があり、ロラゼパム漸減・終了し、終

診となった。 

【考察】卵巣がん術後に初発の精神病症状が出現

し、緊張病に至った症例を経験した。全身状態

と緊張病の関連について、ICU入室や高齢が緊

張病のリスクであると示唆する報告がある。本

例も高齢者の全身状態不良の患者であり、高齢

者の全身状態不良患者は緊張病のリスクが高い

事を念頭に治療にあたる必要がある。 

 

 

15.扶養照会によって自殺企図に至った PTSD の

一例 

〇澤﨑伸志 1)2) 、松原拓郎 1)2) 

1)社会医療法人財団松原愛育会松原病院 

2)公益財団法人松原病院 

【抄録】今回扶養照会を契機に自傷行為に至っ

た症例を経験したので報告を行う。生活保護の

利用希望者から受給申請がなされた際、福祉事

務所は申請者の子ども、兄弟姉妹等の親族に対

して、仕送りや同居による扶養が可能かどうか

を尋ねる「扶養照会」を行う。扶養照会が行わ

れないケースとして 相手方が未成年者、長期

入院患者である場合、相手に借金を重ねてい

る、扶養照会することで要保護者の自立を阻害

する場合、虐待等の経験がある場合がある。今

回の症例では幼少期から実父による性的虐待受

け続けたことを契機として PTSDを発症したケ

ースであり、扶養照会は拒否したが回避症状か

ら本人が外傷体験について述べることができな

かった。そのため福祉事務所が虐待の事実をつ

かめずに扶養照会に至ってしまい、家族に発覚

することを恐れた患者が練炭自殺を図った事例

である。本邦では 2021年 4月に「生活保護問

答集」（厚生労働省）が見直され、申請者が扶

養照会を拒んだ場合、福祉事務所は扶養照会し

ない方向性を検討することが求められるように

なった。生活保護の申請に際しては、本人の不

利益にならないよう慎重な対応が必要である。 

 

 

16.性別違和感を契機に食事摂取量低下を呈した

性同一性障害疑いの 1 例 

○関 有里沙 1）、笹林大樹 1）、石黒幹也 1）、 

湯浅悠介 1）、古市厚志 1）2）、高橋努 1）、 

鈴木道雄 1）2） 

1）富山大学附属病院神経精神科 

  2）富山大学附属病院ジェンダーセンター 

症例は 16歳女性。幼少期は明らかな性別違和

感はなく、発達の問題もなかった。小学 6年生

の 12月に風邪で学校を休んで以来、学校に行

くのが何となく億劫になり不登校となった。同

時期から、乳房が大きくなってくることなど自

分の身体が女性らしくなることに嫌悪感が生じ

てきた。中学 1年時に初経があり、さらに自分

の身体に嫌悪感を持つようになった。X年 2月

頃より「痩せたら女性的な身体にならない」と

思い、食事摂取量を減らすようになった。X年
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5月より月経も来なくなった。体重は 29.2kg

（BMI15）まで減少し、約 10ヶ月間で 15kg程

度の減少を認めた。X年 12月 20日に当科初

診、同日任意入院となった。入院後は本人の思

いを少しずつ伺って不安感の軽減に努めるなど

支持的な精神療法を行ううちに、食事摂取はお

おむね良好となり、体重は 30.0kgまで増加し

た。自分が男性であるとの認識や、男性に属し

たいとの願望は認めず、中性的でありたいとの

訴えを認め、特定不能の性同一性障害が疑われ

た。体重増加に伴って月経が再開し女性らしい

身体になることへの強い不安感から二次的な肥

満恐怖を認めたが、明らかなボディーイメージ

の障害は認めず、摂食障害の診断基準は満たさ

なかった。入院継続を勧めたが、本人より強い

退院希望があり自宅退院とした。今回、性別違

和感を契機に食事摂取量低下を呈した性同一性

障害が疑われる症例を経験した。性同一性障害

患者は摂食障害患者と同様に身体に対する不満

が強く、身体を変化させるために食行動を変容

しうるが、一方では摂食障害患者と比べて性同

一性障害患者では精神疾患の併存率や不安・抑

うつなどの全般的な心理的苦痛は少ないとの報

告もある。また年齢を重ねるとともに身体的な

違和感が減少し、情動面も安定してくるとの報

告もあるため、今後も外来にて慎重に経過を見

つつ、鑑別診断を進めていきたいと考えてい

る。 

 

 

17．精神科病院におけるがん合併患者に対する終

末期ケア 

〇黒川 勝、栃本真一、北村 立 

（石川県立こころの病院） 

【はじめに】2006年にがん対策基本法が策定さ

れ，わが国のがん対策は進展し、一定の成果を

収めてきた．しかしながら、精神疾患を抱える

者ががんを患ったとき、治療を受ける場も，終

末期を過ごす場も、限定されているという印象

を持たざるを得ない。われわれが単科精神科病

院のなかで提供できる終末期ケアとはなにか、

当院での現状を報告する。 

【方法】2017年 1月～2021年 12月に当院入院中

あるいはがんを併存しているが、ICD-10によ

る「精神および行動の障害」で紹介入院となっ

た患者 27人を対象とし、がんと診断された年

齢、就労経験、収入源、がん診断のタイミン

グ、入院形態、がんの部位、患者へのがん告知

の有無、家族へのがん告知の有無、キーパーソ

ンの続柄、がん治療の有無、経過（転帰）、に

ついて診療録より調査した。 

【結果】男性 13人、女性 14人、39歳～93歳、

平均 75.6歳。男性は女性よりも就労経験は多

く、高齢者が多く、収入源は公的年金が男女と

も圧倒的に多かった。入院時精神科診断名とし

て、男性では F0、とりわけ認知症が 9人、女

性では統合失調症が 7人と最も多かった。がん

病名の診断は、今回の入院前についている患者

が 10人、入院中に診断がついた患者が 17人で

あった。入院形態はほとんどが非自発入院であ

った。がんの部位は、大腸、肺、乳房、胃の順

に多かった。患者への説明は男性 4人、女性 5

人と 30％強の患者に行われていた。がん治療

が行われたのは 5人（19％）で、4人（80％）

が入院中に診断がついた患者であった。がん治

療をしなかった患者は 22人（81％）だった。
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主な転帰としてがん死が 17人、63％と最も多

かった。抗がん治療なし患者 10人にオピオイ

ドを含む鎮痛薬の投与されていた。また、１人

に苦痛除去目的のミダゾラムによる鎮静が行わ

れていた。 

【考察】精神症状が不安定な患者や認知症患者は

身体的な異常に関してみずから積極的に不調を

訴えることが少ない。医療者がより早く異常を

発見することが最も重要である。がんの診断が

ついた場合、もちろん患者の意見が尊重される

が、意志の表出あるいはその受け止め方が困難

であることが多いため、精神科医が主たる調整

役となり、看護師、精神保健福祉士、臨床心理

士など多職種と連携し、インフォームドコンセ

ントの内容を含めた患者の治療と今後の課題に

向けて積極的に緩和ケアを検討する必要があ

る。 
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―学 会 抄 録― 

 
第 200回北陸精神神経学会 
日時：令和 4年 9月 4日（日） 

午後 1時 30分より 
会場：ホテル日航金沢及びWeb開催 

（主催：金沢大学） 
 

― 一般演題 － 

1. 急性一過性精神病性障害とせん妄との鑑

別：症例報告 

◯西若奈、村田泰斗、幅田加以瑛、 
上野幹二、水野智之、大森一郎、 
小坂浩隆  
（福井大学医学部精神医学教室） 

【症例】生来健康な 42 歳女性。 
【現病歴】絵本の創作活動をしながら、1人暮
らしをしていた。入院 1か月前から「金星人
バシャールの声が聴こえる」という幻聴と
「バシャールと結婚した」という妄想が出現
した。様子がおかしいことを心配した家族に
連れられ、近医を受診した。幻覚妄想状態で
あり、身体的疾患の精査も必要と考えられた
ため、当科を紹介され受診し、同日医療保護
入院した。 
【入院後経過】入院初日からリスペリドン 2
ｍｇ/day を開始した。血液検査で潜在性甲
状腺機能低下を認めたが、甲状腺抗体は陰性
であった。頭部ＭＲＩと腹部ＣＴでは特に異
常所見は認めず、SPECT検査も明らかな血
流低下はなく、脳波検査は基礎律動が 9 Hz

前後であった。ＭＭＳＥは 30点満点であり、
明らかな見当識障害や注意障害はなかった。
夜間は 7-8 時間入眠できていた。入院後 8日
目に幻聴が消失し、入院後 11 日目に「結婚
したのは絵空事だった」と振り返るようにな
った。WAIS-Ⅳでは全検査 IQ 94 と知的水
準の明らかな低下はなかった。入院後 30 日
目に退院し、実家へ戻り、家事の手伝いをし
ている。退院後も幻覚妄想の再燃はなく、当
科外来へ通院し、内服治療を継続している。 
【考察】本症例では精神疾患の既往のない女
性に急に幻覚妄想が出現したため、当初はせ
ん妄状態が疑われた。しかし、見当識や注意
は保たれており、睡眠覚醒リズムの乱れもな
かった。橋本脳症や抗 NMDA 受容体脳炎を
考慮し、身体的疾患の精査を行ったが、特に
異常所見は認めなかった。抗精神病薬の内服
と時間経過により、症状は軽快しており、現
時点では急性一過性精神病性障害と診断し
た。 
 
2．新型コロナウイルスワクチン接種に関連し

て発症 したうつ状態からレビー小体病が

疑われた一例 

○結城竜起 1）、坂本和巳 1,2）、 
仲間佳子 1,2）、上野摩耶 1）、古市厚志 1）、
高橋努 1）、鈴木道雄 1） 

1)富山大学学術研究部医学系神経精神医
学講座 

2)富山市立富山市民病院精神科 
【緒語】新型コロナワクチンは副反応疑いと
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して多くの症状が報告されているが、抑うつ
症状などはほとんど報告されていない。今回
ワクチン接種後に認めた重症うつ状態を契
機にレビー小体病の存在が疑われ、病歴の十
分な検討からワクチン接種と抑うつ症状の
間に因果関係は乏しいと判断した症例を経
験した。症例報告に際して本人及び家族に同
意を得、個人情報が特定されないよう倫理的
配慮を行った。 
【症例】60 代女性。以前から注意力低下があ
り X 年 5 月には物がなくなると訴えること
があった。7 月から 9 月にかけて経営してい
た喫茶店を閉店し家財を業者に売却するな
どのイベントがあり、同時期にワクチン接種
を行った。それ以降その業者が自宅に盗みに
入るなどの訴えが出現し、10 月頃からは抑
うつ症状が出現し排泄障害や前述の窃盗被
害の訴えに対して不安焦燥が強くなり生活
に支障をきたした。重症うつ状態として 12
月に医療保護入院となり入院後精査で軽度
認知機能低下を認め DAT スキャンで集積
低下を認めた。窃盗被害について状況を鮮明
に説明する事ができたため幻視が疑われ検
査所見を踏まえるとレビー小体病の存在が
疑われた。窃盗被害の訴えはレビー小体病の
物盗られ妄想によるものであり、抑うつ症状
はレビー小体病の前駆症状と考えられた。レ
ビー小体病による認知機能低下は 5 月以前
から存在していたことから抑うつ症状を含
むレビー小体病はワクチン接種以前から存
在していたと考えられ、ワクチン接種と抑う
つ症状との間に因果関係は乏しいと考えら
れた。 

【考察】本症例ではうつ状態が前景に立ち、ワ
クチン接種後に抑うつ症状が出現したため関
連を疑われた。精査により背景にレビー小体
病の存在が明らかになることで前景に立つ症
状を説明することが可能となり、ワクチン接
種との関連について検討することができた。
ある事象と病態との因果関係について検討す
る場合、臨床症状の時系列や連続性などを十
分に検討する必要がある。 
 
3. 修正型電気けいれん療法によって身体合併

症が改善した重症うつ病の一例 

○妹尾貴紀、張田葉月、大畑郁乃、小出蓉子、
片岡譲、新田佑輔、木原弘晶、長澤達也、 
上原隆、川﨑康弘 
（金沢医科大学精神神経科学）  
症例は 70 歳代の女性。病前性格は社交的で

気が利く一方で心配性な一面を有していた。
50 歳代まで洋裁業に従事し、退職後は夫と二
人暮らしをしながら地域の行事に積極的に参
加していた。X-5 年頃からお金の心配をする
ようになった。X-1 年 9 月に夫が本人に車を
購入した事を契機に貧困妄想が出現した。
徐々に悲観的な発言が増加し、意欲低下と食
欲低下を伴っていった。その後１ヶ月間で
8kg 体重減少し、不眠と不安・焦燥感も出現
し、落ち着かなくなった。このため X-1年 11
月に当科初診し外来通院を開始した。ボルチ
オキセチンを処方していたが、改善乏しく X
年 2 月～6 月に当科入院した。ミルタザピン
45mg、ボルチオキセチン 20mg、アリピプラ
ゾール 6mg で症状がやや改善し、外来通院な
可能となり自宅退院した。しかし X 年 12 月
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に意欲低下、食欲低下、不安・焦燥感が再燃
し、緊張病症状も呈したため再度入院となっ
た。入院時所見では血液検査、脳波検査、
FAB(Frontal Assessment Battery)では大きな
異常は指摘せず、頭部 MRI で側頭葉を中心と
した軽度の脳委縮を認めるのみであった。
MMSE は 29 点でありハミルトンうつ病評価
尺度 21 項目では 24 点/63 点で最重度であっ
た。入院後、アリピプラゾールを流涎の原因
として考え中止し、ボルチオキセチンをアモ
キサピンへと置換し漸増した。精神症状はや
や改善傾向が見られたが、尿閉を生じたため
中止した。入院 40日目に食事摂取不良が改善
しない事から胃管栄養を開始した。しかし誤
嚥性肺炎を生じ胃管を抜去し、肺炎治療後に
デュロキセチンを開始したものの、再び尿閉
を生じた。薬物治療は困難と判断して修正型
電気けいれん療法(mECT)を行う方針とした。
耐術能の観点から体重増加を目指していたが、
嚥下機能低下のため入院 90 日目に胃瘻造設
を行った。入院 129 日目より mECT を 2 ク
ール合計 13 回施行した。10 回目施行頃より
悲観的発言が著明に減少し、2 クール終了後
約 1 週間で症状寛解に至った。入院 167 日目
に自宅退院となった。嚥下機能については胃
瘻離脱に向け外来にてリハビリを継続してい
る。 
本症例は、抑うつ症状および緊張病症状が

出現しており、低栄養状態にあったことに加
え、薬物の副作用から嚥下困難もみられ、さ
らに全身状態が悪化していった症例であった。
副作用が出現しやすく、十分な薬物療法が行
えない点からも mECT の良い適応であった

と考えられる。 
 

4. 当院で経験した痩せ願望のない摂食障害の

症例 

○米沢峰男、石黒幹也、兒玉竜太朗、 
齋藤隆晴、大口善睦、瀬尾友徳、野原茂 

  （富山県立中央病院精神科） 
【緒言】痩せ願望や肥満恐怖を伴わない摂食障
害患者を複数例経験したので報告する。 
【症例 1】20 代女性。（入院時体重 29.6kg、BMI 
12.6）高校時代はチアリーディング部で体重
を 50kg 以下にする様、厳しく指導された。大
学入学後、バイトや実習で多忙となり、食事
を抜く様になった。高校時代 50kg あった体重
が 29.6kgと減少し当科医療保護入院。入院後
は向精神薬無しで加療し当初、食事は全量摂
取した。痩せている自覚はあり、「他患を驚か
せたくない」と一人での入浴を希望した。次
第に腹痛や嘔気を訴え、摂食量と体重は横ば
いになった。第 29 病日で本人、家族の希望あ
り、体重 31.4kg、BMI 13.4 で退院。 
【症例 2】20 代女性。（入院時体重 28kg、BMI 
10.7）真面目で人に気を遣う性格。高校時に下
痢をして以降、体重が緩徐に減少。大学に進
学し一人暮らしを始めた。リモート授業を契
機に「健康になろうとして」筋トレや食事量
の記録を始めた。体重は更に減少し、勉強へ
の意欲や活気がなくなった。同年 5 月には立
ち上がることも困難になり、当科医療保護入
院。入院当初、過剰に自責的で、低血糖による
思考力低下もあり、退行や感情失禁もみられ
た。食事療法のみで向精神薬は用いなかった。
食事はほぼ全量摂取しやせ肥満恐怖や拒食な
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く、抑うつ症状も順調に回復した。第 48 病日 
体重 41.9kg、BMI 15.8で退院した。 
【症例 3】20 代女性（入院時体重 23.9kg、BMI 
11。）．幼少期より感覚過敏やこだわり傾向が
みられた。小 6 頃、感覚過敏による食後の呼
吸苦、嘔吐恐怖等から食事量が減少し高 2 時
に 24kg まで減少した。小児科病院で経口困難
と判断され、当院外科に紹介転院され胃瘻を
造設。在宅経管栄養を導入され 2 年ほどは安
定した。その後嘔吐恐怖等から胃瘻使用を拒
否し、栄養状態悪化。当科に医療保護入院。嘔
吐・腹満の心配がない中心静脈栄養を導入し
抵抗なく受け入れ、順調に体重や栄養状態は
改善。反面、少量ながら胃瘻から与薬してい
た経腸栄養剤を、職員に隠れ胃瘻チューブか
ら逆流させ棄てる等、経管経口栄養には抵抗
した。約 3 か月で体重は 11.1kg 増加、BMI 
15.6 となり退院。 
【考察】症例 1－3 は全例とも高度低栄養の摂
食障害として当科に紹介された。いずれもや
せ願望や肥満恐怖を認めず、体重や他者の視
線を気にする様子はなく、自傷等の衝動行為
を認めない等、一般的な摂食障害に特徴的な
行動は見られなかった。症例２はうつ病、症
例３は自閉スペクトラム症の併存が考えられ
たが、いずれも DSM-5 で新たに加わった「回
避・制限性食物摂取障害」に相当すると判断
した。治療は，体重減少への問題意識や治療
意欲があるため、神経性食思不振症と比較し
て容易な印象があるが、自閉スペクトラム症
による感覚過敏に配慮する等、背景疾患や患
者の特性に応じた診療が重要と考えられた。 
 

5.当院における地域精神医療の実際 ～地域移

行の促進に向けて～ 

〇松原三郎         
（社会医療法人財団松原愛育会松原病院） 

 精神病棟における入院患者の残留曲線を見
ると、全国平均では、入院 3 ヵ月後で 41.9％、
1 年後は 12.4％であった。（平成 23 年）。令和
2 年度の当院救急病棟を経た患者では、3ヵ月
後 21.4％、1年後は 4.8％であった。入院治療
をできるだけ短期集中的に治療を行って退院
を促進し、退院後の医療と生活支援を充実す
ることがわが国の精神科医療を改革すること
で、入院 3ヵ月までの急性期と 4～12 ヵ月の
回復期の治療は極めて重要である。入院患者
の退院（地域移行）の促進では、いくつかの重
要な要素がある。①薬物療法として、クロザ
ピンの治療の導入である。当院では 2015 年以
来 188 人に対してクロザピン治療を行い、中
止・休薬となった 67 人を除くと、121 人
（64.4％）が現在も服用を続けており、このう
ち 72.7％が退院している。②回復期治療は精
神療養で行われているが、各病棟に 2 名の精
神科医と 1 名の PSW を配置し、多職種（必
要時には訪問看護師や相談支援専門員も加わ
る）による病棟内カンファレンスを繰り返し
て退院時には「アセスメント支援計画」を立
てて地域医医療チームに引き継ぐ。③退院後
の居住場所は多彩である。自宅（単身・家族同
居）、宿泊型自立訓練施設、グループホーム（生
活支援が整った通過型、長期滞在型）など。そ
して通所施設では、デイケア、就労 A/B 型な
ど。最近はグループホームでも朝夕の食事が
提供され、日中はデイケアや作業所に通い、
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さらに、自立支援医療（精神通院医療）によっ
て通院支援が行われるサービスが行われるよ
うになってきている。④当院では、アウトリ
ーチを基本とする地域医療・生活支援チーム
が活動している。当法人が運営する訪問看護
ステーションには OT や PSW が加わって機
能を高めており、さらに、3 名の医師（兼任）
が月に 1～2 回の訪問診療を行い、「集中的ア
ウトリーチチーム」として活動している。 
現在では、多くの訪問看護ステーション、居
住と日中活動が pack になったグループホー
ム、そして、新たな精神通院支援（自立支援医
療）など、地域支援サービスは充実してきて
おり、入院患者の 97％が退院可能な状況にな
ってきた。これらの各種サービスと病院医療
との連携が重要となってきている。 
 
6．当院における刑事事件に係る司法精神医

学：『捜査関係事項照会書』における責任能

力の項への回答について 

〇棟居俊夫 1)、下優太郎 1)、土田航祐 1)、 
和田有司 1)、加賀良康武 1)、喜多克尚 1)、 
織田忠明 1)、菊知充 2) 
1)医療法人社団長久会加賀こころの病院 
2)金沢大学医薬保健研究域精神行動科学 
本調査は個人情報を扱わず、倫理委員会に

諮っていない。2016 年 4月から 2022 年 3 月
までに当院に送付された捜査関係事項照会書
は 53 件であった。そのうち 31 件（58％）に
おいて責任能力の照会があった（最終通院時
の責任能力が 3 件、事件発生時が 1 件、責任
能力一般が 27 件）。事件の概要の記載がなさ
れている照会はなかった。責任能力について

何らかの判断がなされていた回答は 22 件
（71％）、責任能力は不明とされていた回答が
9 件（29％）であった。論文として公表されて
いる同種の先行研究はなかったが、今年の 7
月の日本司法精神医学会にて京都府立洛南病
院からよく似た発表がなされた。そこでは責
任能力の照会の割合は本発表と同じく 58％
であった。一方、著しく異なるのは次の 2 点
であった。事件概要の記載が約 62％において
なされ、情報開示の本人の同意が約 85％にお
いてなされていた。責任能力、それを導く弁
識能力あるいは制御能力、前提としての精神
の障害はすべて裁判所による規範的評価に基
づく判断であり、精神障害者による経験科学
的は評価に基づく判断は精神の障害の有無、
およびそれが弁識能力あるいは制御能力に与
えた影響の仕方までにとどまると考えられる。
しかし文献を参照すると、両者の判断の間に
は揺れ動きがあるようにうかがえる。精神鑑
定は責任能力を判断しないという見解がある
一方、裁判の実務では鑑定医による責任能力
判断が求められているという見解がある。今
回の調査から、事件の概要および本人の同意
取得の有無を捜査機関に問い合わせる工夫が
考えられる。本人や家族に照会のあった事実
を伝えるかどうかは、各医師が考えるべきこ
とであろう。責任能力については、分からな
いと退けるのではなく、できる範囲で回答を
試みる姿勢が重要かもしれない。ただし、責
任能力の有無ではなく、精神症状が弁識能力
あるいは制御能力に影響を与えていたのなら
ば、どのような影響の仕方であったのかを記
載する方が適切である。 
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7．発達障害の診断に及ぼす被虐待歴の問題 

〇榎戸芙佐子、角谷陽平、一林真理、 
谷野亮一郎、藤田宗久、宮西知宏、 
小林敬、島崎正夫、谷口園子、 
柴田祐子、米本智美 
(医療法人社団和敬会 谷野呉山病院) 

 当院では発達障害専門外来を開いている。
今年になって、虐待歴が明白な患者さんの受
診が急増したので、虐待が及ぼす影響につい
て検討することにした。 
 2022年Ｘ月からの3か月間に専門外来を受
診した 142 名中、虐待歴が明らかなのは 9 名
（男 6、女３）6.4％、診断は自閉スペクトラ
ム症（ASD）2名、注意欠如多動障害（ADHD）
4 名、ASD＋ADHD１名、発達障害の診断に
は至らなかった 2 名である。虐待の種類はネ
グレクト 6 例、身体的虐待 5 例、心理的虐待
3 例、性的虐待 1例である。 
被虐待歴があると発達障害に似た症状（落ち
着きがない、注意散漫、衝動性、コミュニケー
ション能力が低い、空気が読めない、融通性
がない）を現す。ASDの人は診療場面でも表
情が硬く視線を合わせず会話が弾まない。こ
れに虐待歴が加わると、オドオドし、いかに
も自信なげな印象になる。ADHDの人はどこ
か開放的なところがあり虐待歴をも淡々と語
ることができる。虐待を受けてきた人は自ら
の体験を自発的に語ることはないので簡便に
でもチェックが必要である。 
今回、マルトリートメントは含まなかったの
で虐待の評価は不十分である。発達障害で現
れる症状が虐待を受けた子どもたちの生き延
びる術（常に緊張状態ある、表情を見誤らな

いように）にもあたるのは皮肉であり、将来
への見通しのなさが更なる不遇（低学歴、低
収入、若年結婚、薬物依存）を呼ぶことにな
る。幸い成人に達して（サバイバー）受診でき
たことを称え、今現在の生活を大切にする（時
間感覚、体感感覚の安定・適正化）よう働きか
けることが治療に役立った。 
 
8. 抑うつ状態とレベチラセタムによるアパシー

の鑑別に苦慮したてんかん患者の 1 例 

◯山村優果 1)、武藤宏平 1)、細川由紀子 1)、 
石井奏 1)、加賀良康武 2) 

1)公立松任石川中央病院 
2)医療法人社団長久会加賀こころの病院 

 今回、抑うつ状態として加療の経過中にレ
ベチラセタムによる薬剤性のアパシーが疑わ
れ、レベチラセタム中止によりアパシーと認
知機能の改善を認めた症例を経験したため報
告する。 
【症例】60歳代男性。10歳代よりてんかんで
A 病院に通院していた。X-4 年、フェニトイ
ンが漸減中止され終診となった。X-1年 12月
21 日、歩行困難、意識障害、発熱、四肢硬直
で B 病院に救急搬送され同日入院した。高度
の亀頭包皮炎のため 12 月 23 日に当院皮膚科
に転院した。前医搬送時の状況からてんかん
の再発が疑われ、転院後よりレベチラセタム
が開始された。歩行困難改善のためリハビリ
が開始されたが、意欲がなくしばしば拒否し
た。歩行困難が続くため脳神経内科を受診し、
フレイルと抑うつ状態に対し抗うつ薬が開始
された。状態は変わらず、X 年 2 月 9 日に当
科を受診した。意欲低下、興味喜びの減退を
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認め暫定的に抑うつ状態と診断された。抗う
つ薬の調整がなされややリハビリへの拒否が
改善し、歩行可能となり X 年 3 月 15 日に自
宅に退院した。退院後も当科に通院していた
が、食事以外はほぼ 1 日中自室で臥床して過
ごした。改善がないため X 年 10 月 8 日に当
科に任意入院した。活動性低下を認めるも罪
責感、悲観的思考、希死念慮は認めず、抑うつ
状態よりアパシーが疑われた。入院時の検査
では認知機能低下がみられた。レベチラセタ
ムの影響を疑い、過去に内服していたフェニ
トインに置換した。置換後に再評価したとこ
ろ、認知機能の改善がみられた。また自ら髭
をそるなど保清に関心を示すようになった。
X 年 12 月 23 日に自宅退院後、レベチラセタ
ム内服以前と同じような生活を送ることがで
きている。 
【考察】アパシーと抑うつ状態は、興味喜びの
減退や活動性の低下など共通の症状がみられ
しばしば鑑別が困難であるが、アパシーでは
罪責感や悲観的思考、希死念慮などがみられ
ない。今回、レベチラセタムによる薬剤性の
アパシーが疑われ、レベチラセタム中止によ
りアパシーと認知機能の改善を認めた。レベ
チラセタムを含む新規抗てんかん薬は認知機
能障害が少ないとされているものの、薬剤性
のアパシーや認知機能低下を念頭に診療にあ
たる必要があるかもしれない。 
 
 
9. 抗精神病薬の投与で改善した終末期のオピ

オイド使用障害の一例 

〇坂口俊太郎１）、亀谷仁郁２）、安本眞衣１）  

内藤暢茂２）、宮岸良彰２）、菊知充２） 
1)金沢大学附属病院神経科精神科 
2)金沢大学医薬保健研究域医学系精神行動

科学 
症例は 70 歳の男性である。X－1 年 6 月に

線維形成性中皮腫と診断された。化学療法を
開始されたが薬剤性肺炎のため中止され以降
は緩和ケアが治療の中心となった。オキシコ
ドンに対して依存的で繰り返し増量を希望し
ていた。不眠、易怒性あり入院のたびにせん
妄状態となることを繰り返した。X 年 5 月の
内科入院中に徘徊、離棟、暴力を繰り返すよ
うになり当科医療保護入院となった。 
 第 0 病日からリスペリドンの頓服を開始し
たが不穏時は拒薬も多く内服できないことが
多かった。第 2 病日からブロナンセリン貼付
剤を開始したところ次第に易怒性はなくなり
第 4 病日から頓用のリスペリドンの内服にも
応じるようになった。オキシコドンを頻繁に
要求することもなくなり使用回数が転科前と
比べて減少した。 
オピオイド使用障害に対する抗精神病薬の

投与がオピオイドの再使用欲求の減弱に寄与
したと考えられる。 

 
10.仮釈放終了間際に受診したトルエン使用障

害の一例 

○松原拓郎 1), 2) 

1)社会医療法人財団松原愛育会松原病院 
2)公益財団法人松原病院 

シンナーは塗料を薄めて粘度を下げるため
に用いられる有機溶剤である。シンナーには
トルエンが含まれており、乱用や依存につな
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がり、シンナーの急性中毒は、多幸感や幻覚
妄想をもたらし、長期の乱用は精神病性障害、
抑うつ障害、不安症、認知症等の精神障害を
誘発する。今回我々は、仮釈放となったトル
エン使用障害のケースを経験したので報告す
る。 
本例では帰住地が自宅であったが、自営で

塗装業をしていたため、自宅には有機溶剤が
存在しており、再乱用しやすい環境であった。
また、1 か月という極めて短い仮釈放期間の
中で、十分な治療の動機づけが困難であった
ことが経過の不良さにつながっていた。 

  再使用を予防するためには、帰住地の選定、
医療や自助グループとの連携などによる動機
づけの形成が重要であると考えた。一方、ト
ルエン使用障害の場合、仮釈放の社会内処遇
期間は極めて短く、保護観察所が医療や自助
グループとの連携していくのには期間的に難
しいところもあると考えた。 

 
11. 石川療育センターにおける親子相互交流療

法(PCIT)の導入―第 2 報―～PCIT が親子に

もたらすもの～ 

〇大橋真季、柳下杏子、柳下道子 
(石川療育センター) 

今回、PCIT により、発達障害としての強い
癇癪を持つ児に対して、母親の対応と親子の
関係性に大きな変化がみられた症例を経験し
たので、ここに報告する。 

【症例】男児(5 歳、自閉スペクトラム症、知的障
害)とその母親(40 代、うつ病、シングルマザ
ー)。本児のコミュニケーションは一方的で、
周囲は本児の意図を理解するのは困難な状態

だった。また、些細なことで癇癪を起こし、母
親は対処できず子育てに疲弊していた。母親
は、本児が年長になると就学への不安と将来
への心配が大きくなり、PCITを希望するに至
った。PCIT の前半では、子どもの行動や発言
に翻弄され、不適切な行動の対処に母親は苦
労したが、セラピストからのコーチングに支
えられながら、徐々に本児との落ち着いた関
りが持てるようになった。前半 20 回のセッシ
ョンの後、次の段階である子どもが母親の言
うことを聞けるようになるための練習に入っ
た。当初は、本児の抵抗に怯み、必要な手順を
完遂できなかった母親が、セラピストに誘導
されながら少しずつ毅然とした態度が取れる
ようになると同時に、本児も徐々に落ち着い
ていった。本児が母親の言うことに従えるよ
うになると、日常においても拘りや癇癪が落
ち着き、入学という大きな環境の変化にもス
ムーズに移行することができた。 
【考察】PCITを導入したことで、母親がプロ
グラムを通じて様々に支えられ、子どもとの
やりとりに向き合えるようになったといえる。
また、母親が安定した関係を子どもとの間で
保つことができるようになることで、従来な
らば「特性」とされていたこだわりや癇癪も
変化しうることが明らかとなった。 

 
12. 自傷行為で尿道損傷を認めた統合失調症

の 1 例 

〇前田耀士 1)、姥浦一太 1)、宮岸良彰 2)、
菊知充 2) 

1)金沢大学附属病院神経科精神科 
2)金沢大学医薬保健研究域医学系精神行
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動科学 
性器の自傷行為は稀であるが、患者の 6 割

から 8 割は精神疾患を背景に自傷を行うと報
告されている。今回我々は、幻聴に影響され
て自傷行為で尿道損傷を認めた統合失調症の
1 例を経験したのでここに報告する。症例は
47 歳男性。20代前半より幻聴や考想伝播を認
め、希死念慮が生じた。統合失調症と診断さ
れ入退院を繰り返し、32 歳時に 3回目の入院
となり、クロザピンの投与が開始されたが症
状の改善には乏しかった。入院中に突然「尿
道に刺せ」と幻聴に命令され、箸を尿道に挿
入し救急搬送された。泌尿器科で手術が行わ
れ、当科に医療保護入院となった。統合失調
症の自傷行為の危険因子として若年発症、ア
ルコール乱用または依存、希死念慮、病識が
あること、服薬アドヒアランス不良、自殺の
危険因子として自傷歴、過去の自殺未遂があ
る。本患者は若年発症で病識があり、希死念
慮を認め自傷歴、自殺未遂もあるため今後の
自傷、自殺のリスクがあると言える。一般的
には SGA-LAI やクロザピンの適切かつ早期
の使用により、統合失調症の死亡率や自殺率
の低減が期待できるとの報告がある。本症例
は適切にクロザピンが使用されており、今後
の対応としては SGA-LAI への切り替えも考
えられる。 

 
13. 北陸 3 県における自殺リスクの比較  

その 1 県レベルでの解析 

○原賢人、佐藤菜乃初、松原拓郎 
(社会医療法人財団松原愛育会松原病院) 

令和3年における全国都道府県別の自殺率の

比較データが報告され、富山県が全国で 10 番
目、福井県が 22 番目、石川県が 47 番目の自
殺率であることが報告され、隣接する 3 県で
自殺率が異なる現状が明らかとなった。一方、
北陸 3 県のうちどの県が全国と比較し、統計
的に有意に「自殺リスクの高い県」、「自殺リ
スクの低い県」であるかを明確に示した報告
は認めていない。さらに、本邦の自殺では、サ
ラリーマン、中年、男性、経済的問題がリスク
を高める因子として知られているが、北陸で
も同様の自殺因子が存在しているかを調査し
た報告は認めていない。今回我々は、北陸 3 県
の自殺リスク、自殺因子を調査したので報告
する。 
対象者は北陸 3 県の 2011 年 1 月から 2021

年 12 月の自殺者とした。「年齢」、「職業」、「未
遂歴」、「契機（家庭問題、健康問題、経済・生
活問題、勤務問題、男女問題、学校問題）」そ
れぞれに該当する年別自殺未遂者数を厚生労
働省の自殺統計より収集し、自殺率を従属変
数、各属性を因子としたポアソン回帰分析を
行った。 

 調査の結果、富山県、石川県は全国と比較し、
有意な自殺リスクの変化は認めなかった。一
方、福井県は全国と比較し、自殺リスクの低
い県であった。また、自殺因子としては、富山
県は 70 代の高齢者、福井県は失業等の勤務問
題が有意な自殺因子であった。また、石川県
は自殺の契機が不明の自殺者が有意に多かっ
た。今後、市町村レベルでの解析を要すると
考えた。 

 
14. 北陸 3 県における自殺リスクの比較  
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その 2 市町村レベルでの解析 

○高嶋祐大、佐藤菜乃初、松原拓郎 
(社会医療法人財団松原愛育会松原病院) 
過去 10 年間の自殺統計のデータから我々

が解析した結果、富山県、石川県は全国と比
較し、有意な自殺リスクの変化は認めなかっ
た。一方、福井県は全国と比較し、自殺リス
クの低い県であった。一方、北陸 3県の市町
村のうちどの市町村が全国と比較し、統計的
に有意に「自殺リスクの高い市町村」、「自殺
リスクの低い市町村」であるかを明確に示し
た報告は認めていない。さらに、本邦の自殺
では、サラリーマン、中年、男性、経済的問
題がリスクを高める因子として知られてい
るが、北陸の市町村でも同様の自殺因子が存
在しているかを調査した報告は認めていな
い。今回我々は、北陸 3県の自殺リスク、自
殺因子を調査したので報告する。 
対象者は北陸 3 県の 2011 年 1 月から 2021
年 12 月の自殺者とした。「年齢」、「職業」、「未
遂歴」、「契機（家庭問題、健康問題、経済・生
活問題、勤務問題、男女問題、学校問題）」そ
れぞれに該当する年別自殺未遂者数を厚生労
働省の自殺統計より収集し、自殺率を従属変
数、各属性を因子としたポアソン回帰分析を
行った。 

  調査の結果、富山県では新川地区、小矢部市、
南砺市、石川県では珠洲市、能登町、福井県で
は高浜町、若狭町、美浜町で有意に自殺リスク
が高かった。自殺因子は、各々の市町村で異な
る有意な自殺因子を認めた。各自治体は各々
の自殺因子の傾向を把握し、個別性のある対
応が必要であると考えた。 

15．当科を受診した妊産婦の後方視的検討 

○竹内良太朗、山村香織、小坪有瑳、 
木谷知一 

（独立行政法人国立病院機構 金沢医療セ
ンター） 
妊娠や出産を契機とした精神疾患の発症や

増悪は以前から知られている。妊産婦本人の
精神状態は、パートナーのメンタルヘルスや
産まれてくる子供の社会的・情緒的発達や認
知機能の発達に影響を及ぼす他、ネグレクト
や虐待にも関連していることが報告されてお
り、妊産婦メンタルヘルスの重要性が注目さ
れている。当院は地域周産期母子医療センタ
ーに指定され、産婦人科、精神科の入院病床
を併せ持つ総合病院であり、他医療機関から
精神疾患合併妊婦の診察依頼を受ける頻度が
比較的高い。 
妊産婦に対する精神科的治療や産科との連

携状況の検討を目的として、2019 年 4 月 1 日
から 2021 年 3月 31日までに当科外来を初診
または院内紹介された 76 症例の妊産婦を対
象として診療録を後方視的に調査した。調査
の結果、当科を初診した時の妊娠期は大きな
偏りを認めず、症例数は F3 圏（気分障害）、
F4 圏（神経症性障害）、F2圏（統合失調症圏）
の順に多かった。妊娠を契機に向精神薬の服
用を自己中断した症例のうち、80％が精神症
状の増悪に対する投薬治療が必要だった。入
院症例は F3圏が最多で、妊娠後期から産後の
症例が多数を占めた。 
これらの結果から、精神疾患の既往がある

患者は妊娠中も継続的に治療する必要があり、
特に妊娠を契機とした治療の自己中断に注意
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を要することが分かった。また、妊娠後期から
産後 1 年以内にかけては慎重に対応する必要
があることが示唆された。今後も総合病院に
おける精神科として産科や他院精神科病院と
密に連携した対応を行っていきたい。 

 

―シンポジウム－ 

1.総合病院において求められる精神科外来の役

割についての検討  

〇新田佑輔 （金沢医科大学） 
2020 年の新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の流行は総合病院院精神科の
診療にも大きな影響を与えた。今回、過去５
年間における当院精神科外来の外来初診患者
について調査を行い、総合病院精神科に求め
られる役割について検討し、当科外来におけ
る臨床上の取り組みを紹介した。当院精神科
外来の傾向として 2017年から 2021年までの
5年間で精神科初診患者数は増加傾向にあり、
せん妄患者と未成年患者が増加していた。こ
れらのニーズに対して当院における精神科リ
エゾンチーム活動と、児童思春期外来、
COVID-19流行下におけるメンタルヘルスの
取り組みを紹介した。 
性精神病性障害と診断した。 
 
 
2.「摂食障害の入院治療」  

〇宮岸良彰 （金沢大学） 
コロナ禍になり摂食障害の患者が増えてい

ると報告されている。臨床場面においても、

中高生、大学生が休校によって生活リズムが
乱れることや、自身の内面と向き合う時間が
増えたこと、外出自粛による「コロナ太り」解
消のためにダイエットを始めて歯止めがきか
なくなることで、発症に至る例が散見される。 
 そのようなコロナ禍における 2020 年から
2022年までの2年間で当院に入院となった摂
食障害患者のデータを紹介するとともに、構
造化された入院治療の取り組み、治療成績、
今後の課題を提示した。また、当院が全国で 5
番目となる摂食障害支援拠点病院に指定され
たことを報告した。 
 
 

3.At-risk mental state への臨床的支援〜

Consultation and Support Service in Toyama 

(CAST) 〜 

○笹林大樹 
（富山大学学術研究部医学系神経精神医学
講座） 
これまでの精神病への早期支援の研究では、

精神病未治療期間を短縮し、治療臨界期に効
果的な治療を行えれば、再燃率の低下や全般
的な機能の改善が見込めることが示唆されて
いる。近年ではさらに早期である前駆期に注
目しており、精神病発症危険状態を同定して
重点的な支援を行い、さらには発症を予防し
ようという試みが提案されている。精神病発
症危険状態、At-Risk Mental State (ARMS) は、
閾値下の精神病症状、家族歴、および社会機
能の低下から定義され、構造化面接を行うこ
とで診断する。一方で、ARMS の精神病発症
率は 2 年間で約 30%であり、半数以上は将来
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精神病を発症しない偽陽性である点に留意す
る必要がある。 
日本精神保健・予防学会によって作成され

た早期精神病の診療プランと実践例 -予備的
ガイダンス 2017- では、ARMS への支援の原
則として、精神病の発症予防のみを唯一の目
的とすべきではなく、現在の症状や問題に伴
う苦痛を緩和し、社会的、学業的、職業的な機
能障害の予防や回復を目指すことが強調され
ている。個々の事例の必要性に応じて認知行
動療法や認知リハビリテーションを含む心理
社会的支援を行うことが推奨されている一方
で、抗精神病薬の使用に関しては、発症予防
のみを目的とした投与は控えるべきで、急激
な症状悪化や自殺リスクの高い場合にのみ少
量の投与が考慮される。また、併存診断に対
する標準治療も治療計画に含めることが必要
である。 
富山大学附属病院神経精神科では、富山県

心の健康センターとも共同して、2006 年 10
月からARMSや初回エピソード精神病が疑わ
れる若者を対象とした専門的な臨床サービス 
(CAST) を提供している。2021 年 3月までの
累計で、CAST利用者は 350 名、ARMS の基
準を満たした方は 135 名、そのうち後に精神
病を発症したのは 18 名であった。ARMS 症
例については、平均年齢は 18.8 歳、男性が 66
名で女性が 69 名であり、気分障害や不安障害
の併存が多く見られた。なお、本シンポジウ
ム中には、薬物治療を行った 10 歳代女性の
ARMS 自験例を提示する。 
今後の課題としては、ARMS 概念の一層の

普及やスティグマの軽減、心理社会的支援の

充実、および一般外来への「こころのリスク
外来」機能の拡充が望まれる。 

 
 

4.多職種連携による病棟運営 

○上野幹二（福井大学医学部精神医学） 
福井大学精神科における入院患者の年齢別

割合は、2021年度には 10 代以下が 33%と最
も多く、2016年度（5 年前）と比較して 3倍
以上に増加している。この大きな要因として、
子どものこころ診療部との連携が挙げられる。
精神科と子どものこころ診療部との合同カン
ファレンスを毎週実施し、その中で児童思春
期に該当する患者の症例検討を行っている。
また子どものこころ診療部かかりつけ患者の
入院治療を精神科で積極的に受け入れるなど、
同診療部と密に連携しながら児童思春期症例
の治療に当たっている。さらに、福井大学精
神科の特色として、臨床心理士との連携が挙
げられる。2022 年度から 2 名の臨床心理士が
常勤として、病棟業務に積極的に携わるよう
になった。解離症状に対する自我状態療法、
トラウマに対する EMDR（眼球運動による脱
感作と再処理法）や認知処理療法、強度行動
障害に対する行動療法、強迫症・社交不安症
に対する行動療法、箱庭療法など、これまで
できなかった心理療法が行えるようになった。
シンポジウムでは、子どものこころ診療部や
臨床心理士との連携について、具体的に症例
を提示しながら述べたい。 
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― 学 会 だ よ り ― 

 

 

Ⅰ．役  員（2020年 3月～2023年 3月） 

 

  名誉会員：山口成良、越野好文、三邉義雄 

  事務局長：菊知 充 

  幹  事：榎戸芙佐子、小俣直人、川﨑康弘、 

木谷知一、北村 立、小坂浩隆、 

小山善子、坂井尚登、鈴木道雄、 

武島 稔、橘 博之、玉井 顕、 

角田雅彦、野原 茂、橋本隆紀、 

古田壽一、村田哲人  

  監  事：佐野 譲、岡田淳夫、金田礼三     

  会  計：内藤暢茂 

 

 

Ⅱ．令和 4年事業報告 

１）学会の開催 

（１）第 199回北陸精神神経学会 

日  時：令和３年３月１４日（日） 

場  所： Zoomによるオンライン開催 

   演題数：１7題 

 ・特別講演： 

「安眠のための秘訣 

－睡眠障害と夜間多尿を中心に－」 

講師：福井大学医学部泌尿器科学講座 

教授 横山 修 先生 

 

（２）第 200回北陸精神神経学会 

     日時：令和 4年 9月 4日（日） 

       場所：ホテル日航金沢及び WEB開催 

      演題数：１7題 

・特別講演： 

「北陸精神神経学会の歴史と将来への展望」 

講師：金沢大学名誉教授、社会医療法人

財団松原愛育会松原病院 

山口成良 先生  

   ・第 200回記念 

外来医長・病棟医長シンポジウム 

    「新しいニーズに応えるための 

臨床上の取り組み」 

金沢医科大学 新田佑輔,金沢大学 宮岸良彰,  

富山大学 笹林大樹,  福井大学 上野幹二 

 

 

２）令和 4年北陸精神神経学会 幹事会総会  

日 時：令和 4年 3月１3日（日） 

場 所：オンライン開催 

 

３）機関誌の発行 

北陸神経精神医学雑誌  

   第 36巻第 1-2号合併号(2022年 12月) 

 

Ⅴ．令和 3年会計報告 

  別紙 表 1の通り 

 

Ⅵ．令和 5年事業計画 

１） 学会の開催 

（１） 第 201回北陸精神神経学会 

日時：令和 5年 3月 5日 

場所： オンライン開催 

主催：金沢医科大学 

  （２）第 202回北陸精神神経学会（案） 
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日時：令和 5年 9月（未定） 

 

 

  場所：未定 

  主催：富山大学  

 

２） 幹事会および総会の開催 

令和 5年北陸精神神経学会総会（予定） 

日時：令和 5年 3月 5日（日） 

場所：WEB開催 

 

３） 機関誌の発行 

北陸神経精神医学雑誌第 37巻 

（令和 5年 12月 発行予定） 

 

 

Ⅷ．会員の状況(令和 4年 12月) 

総会員数：363人 

１） 令和 4年度新入会員：27人  

上野 幹二  福井大学医学部附属病院  

関 有里沙    富山大学附属病院 

山本 維生    福井大学医学部精神医学 

瀬下 直史  公益財団法人松原病院 

藤田 宗久   谷野呉山病院 

西 若奈     福井大学附属病院神経科精神科 

垣内 知子    富山大学附属病院神経精神科 

渡辺こころ  松原病院 

石黒 真成  松原病院 

村田 泰斗  福井大学医学部附属病院 

野澤 唯 福井大学医学部附属病院 

黒田 裕康  福井大学医学部附属病院 

玉木 諒   福井大学医学部附属病院 

福井  琢   富山大学附属病院神経精神科 

村島 萌子  福井大学医学部附属病院 

 

 

竹内 稜太  金沢大学附属病院神経科精神科 

髙山 英也  医療法人社団青樹会 青和病院 

坂口俊太郎  北陸病院 

前田 耀士  北陸病院 

原 賢人 松原病院 

辻井 農亜  富山大学附属病院 

結城 竜起  富山大学附属病院 

高嶋 祐大  松原病院 

大橋 真季  石川療育センター 

湯浅  悠介    富山大学附属病院 

妹尾 貴紀  金沢医科大学病院精神神経科学 

大畑 郁乃    金沢医科大学病院精神神経科学 

渡真利眞治    福井大学医学部附属病院  

              （入会日順に掲載） 

 

２）令和 4年度退会会員：30人 
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北陸精神神経学会会則 

 

（名   称） 

第 1条 本会は北陸精神神経学会という。 

（事 務 所） 

第２条 本会は事務所を金沢市宝町 13番 1号  

金沢大学医学部神経精神医学教室内に置

く。 

（目   的） 

第３条 本会は北陸地方の精神医学、神経学、 

およびその近接領域における医療ならび 

に研究の発展をはかるとともに、会員相 

互の理解、親睦を深め、もって斯学の進 

歩に寄与することを目的とする。 

（事   業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため 

に、次の事業を行なう。 

    ⑴研究発表会、講演会の開催 

    ⑵関連分野の機関、団体との交流 

    ⑶その他、本会の目的達成のため 

に必要な事業  

（会  員） 

第５条 本会の会員は、次のとおりとする。 

⑴会  員  本会の目的に賛同し、 

会費年額 3,000円を納める者 

    ⑵名誉会員  本会に対し特に功労の 

あった者のうちから、総会の議決を

もって推薦する者 

（入   会） 

第６条 本会に入会を希望する者は、姓名、現 

住所、所属機関名、職種を記し、年会費を 

そえて事務局長に申し込み、その了承をえ 

たるものとする。 

（会員の権限） 

第７条 会員は本会の主催する研究発表会、講 

演会、その他の事業に参加し、かつ研究 

発表をすることができる。 

（退   会） 

第８条 会員は次の場合は退会とする。 

    ⑴文書による退会の申出があった場合 

    ⑵会費を 3年以上納めない場合 

 

 

（役員の種別・員数） 

第９条 本会に次の役員をおく。 

     事務局長    １ 名 

     幹  事    若干名 

     監  査    ２ 名 

（役員の選出） 

第 10条 ⑴事務局長は総会において選出す 

 る。 

⑵幹事ならびに監査は事務局長が委       

嘱し、総会の承認を得る。 

（役員の任期） 

第 11条 役員の任期は 3年とする。ただし再任 

を妨げない。 

（役員の職務） 

第 12条 事務局長は会を代表し、会務を統括 

する。幹事は幹事会を組織し、庶務、会

計、研究発表会、その他の事業の執行に

あたる。監査は経理を監査する。 

（会議の種類） 

第 13条 会議は総会、幹事会および研究発表会 

の 3種類とする。 

（総  会） 

第 14条 総会は事務局長が招集し通常年１回 

開く。総会は会員の 10分の 1以上の

出席により成立する。総会は次の事項

を審議・決定する。議決は出席者の過

半数の賛成を必要とする。 

     ⑴本会の目的を遂行するための事業に

関する事項 

⑵会計に関する事項 

⑶その他重要な事項 

（幹 事 会） 

第 15条 幹事会は事務局長が招集し、本会の庶 

務、会計、研究発表会、その他の事業 

の審議ならびに執行にあたる。 

幹事会構成員（事務局長・幹事）の過

半数とし、議決は出席者の過半数の賛

成を必要とする。 

（研究発表会） 

第 16条 本会は、その目的遂行のため、年２回 

研究発表会を行なう。その会の運営 

は、幹事が当番するものとする。 

（資産の構成） 

第 17条 本会の資産は次のものから構成され 

る。 
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    ⑴ 会 費 

    ⑵ 寄附金および助成金 

    ⑶ 資産から生ずる果実 

    ⑷ その他の収入 

（経費の支弁） 

第 18条 本会の経費は、資産をもって支弁す 

る。 

（会計年度および管理） 

第 19条 本会の会計年度は１月１日から 12月 

31日までとし、資産の管理責任者は事務 

局長とする。 

（会則の改正） 

第 20条 本会則の改正には、総会において出席 

者の 3分の 2以上の賛成を必要とする。 

 

 

 附 則：1.本会則は、昭和 50年 8月 31日よ

り発効する。 

2.研究発表会の回数名は従来の北陸

神経精神科集談会より継続するも

のとする。 

3.役員の「会長」を「事務局長」に

変更する。 

 附 則：1.本会則は、昭和 59年 1月 1日より

発効する。 

2.本会則は、昭和 61年 1月 1日より

発効する。 

3.本会則は、平成 31年 3月 3日より

発効する。 

 

○研究業績発表者の資格に関する内規 

 １．学術集会における研究発表者は全員、原

則として本学会会員でなければならない。

ただし共同発表者で本学会入会を希望しな

い者は、臨時会費（1,000円）を納めなけ

ればならない。 

２．北陸神経精神医学雑誌への投稿者は全

員、原則として本学会会員でなければなら

ない。ただし、共著者で本学会入会を希望

しない者は、会費の半額を納めなければな

らない。臨時会員へは論文掲載号のみを贈

呈する。 

・ 96.１.28より内規として実施。 
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― 投  稿  規  定 ― 

１. 投稿は原則として、北陸精神神経学会会員に
限ります。 

２. 応募原稿は原著論文 （研究論文、速報、症例
報告） の他、海外だより、学会や研究会の紹
介、会員の声などを募ります。 

３. 原著論文の形式は、原則として緒言（はじめ
に）、研究 対象 （材料） および研究方
法、結果、考察、結論、引用 文献の順序を
踏むようにしてください。 

４. 謝辞を記載する場合は、本文の終わりに１行
あけて、「謝辞」の見出しで書いてください
（引用文献の前項になります）。 

５. 速報は横書き、400 字詰原稿用紙に、図や表を
含めて、 おおよそ 10 枚以内、会員の声は 5枚
以内にお願いします。原著論文の掲載料は原則
として著者の負担とします。ただし、依頼原稿
については無料とします。 

６. 図、表がある場合、本文のどの辺りに入れた
いかを、原稿の欄外に図 1、表 1 などで明記し
て下さい。 

７. 図や表は墨か黒インクで明瞭に、印刷しやす
い形にして書いて下さい。裏面に著者名と番号
を記し、まぎらわしいものには、上下を明記し
て下さい。 

８. 原著論文には、欧文の題名、所属、氏名およ
び 25字以内の略題（日本語）を必ずつけて下
さい。原著論文には 400 字程度の和文抄録（結
論とは別）と論文内容を表わす日本語および英
語の Key-word （3－5 個）をつけて下さい。
欧文抄録を併載したいときは、400 語以内にま
とめて下さい。 

９. 原稿は当用漢字を用い、新かなづかいに従が
って、はっきりした字体で書いて下さい。外国
語はすべてタイプして下さい。ワード・プロセ
ッサー使用の場合は  20×20 字詰とし、B5 版
に準じて下さい。 

 

 
 
 
10. 投稿に当たっては、原稿およびコピー2部をそ

えて提出して下さい。コピーでは不鮮明にな
る写真および図表は、原図を 3 部提出して下
さい。 

11. 原著論文およびその他の原稿の採否と掲載順
序は、編集委員会で決定します。 

12. 引用文献は、本文の終わりに著者の姓を基準
にし、本文での引用順に一括して、以下の要領
に従って記載して下さい。 
a .  雑誌の場合 

   著者名、題名、誌名、巻、記載ページ（初
めと終 り）、公刊年度（西暦）の順とする。雑
誌名の省略は Excerpta Medicaによるか、その
雑誌の規定した省略名による。著者名は 3名以
下の場合は全員、4名以上の場合は 3 人目迄は
全員を書き、4人目からは et al.（または他）と
して下さい。 
例）林  章、秋元波留夫：精神分裂病の予後
及び治療、精神経誌、43：705-742、1930. 
Fahndrich， E. & Richter， S. : Zum Verlanf 
schizophrener Ersterkrankungen. Eine 5-
Jahres-Katamnese. Nervenarzt, 57 : 705-
711，1986. 
Cloninge,C.R.,Martin,R.L.,Guze,S.B. et al.: 
Diagnosis and prognosis in 
schizophrenia.Arch Gen Psychiatry 42 : 15-
25， 1985. 

b .  単行本の場合 
   著者名、書名、発行所、発行地、発行年度
（西暦）、引用ページの順とする。ただし、
編者と担当執筆者が異なる場合は、担当執筆
者名を筆頭に記し、以下、執筆論文名、編者
名、書名、発行所、発行地、発行年度（西
暦）、引用ページの順とする。 
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例）小川鼎三：脳の解剖学（第 2版）、南山
堂、東京、1953、p.108. 
Martin,J.J.:Thalamic sndromes.In P.J. 
Vinken&G.W.Bruyn(eds),Handbook of 
Clinical Neurology,Vol.2(Localization in 
Clinical Neurology),North-Holland Pub.Co., 
Amsterdam, 1969, pp.469-496. 
なお、本文中に引用する場合は、引用の箇所に
必ず文献番号を、1）,2）,3）,4）～7）,8）,9）のように
明示して下さい。本文中の引用文献の著者が複
数の場合は、最初の人名のみを書き、そのあと
は“ら”とし、原則として年号は省いて下さい
（例：Bland, R. C., Parker, J. H. and Orn, H. 
（1978）1)は……Bland ら 1）はとする）。 

13. 編集の都合上、字句の修正、図や表の体裁の
改変を行なうことがあります。 

14. 著者校正は原則として 1回行ないますが、誤
植の修正のみに限ります。 

15. 掲載論文の別冊はすべて有料とします。ただ
し、依頼原稿については 30部まで無料としま
す。別冊の希望部数は 30 部単位でお願いしま
す。 

16. 原稿の送り先、その他に関するお問い合せは
下記へお願いします。 
〒920-8640 
金沢市宝町 13-1 医学類 A棟３F 
金沢大学 精神行動科学教室内 
北陸神経精神医学雑誌  
編集委員長 菊知 充 
Email:contact@hspn.jp 
TEL:076-265-2307/FAX:076-234-4254     
 
 
 
 

 

精神神経学雑誌投稿奨励賞（地方会部門） 
北陸精神神経学会規程 

（目的） 
第 1 条 本賞は、北陸精神神経学会の一般演題の中

から優秀な発表を顕彰し、精神神経学雑誌
への投稿を促し、精神医学の発展に寄与す
ることを目的とする。 

（応募対象） 
第 2 条 応募者は、北陸精神神経学会一般演題の筆
頭著者とする。 
（応募方法） 
第 3 条 応募者は、北陸精神神経学会の定めに沿っ

て応募する。 
（受賞候補者の推薦） 
第 4 条 北陸精神神経学会で各参加者に投票用紙

を配り、最優秀と思われる発表の演題番号
を 1 つ記入してもらい、最も高得点を得た
発表の筆頭著者 1 名を受賞候補者として、
日本精神神経学会へ推薦する。 
 

申し合わせ事項 
1．発表の共同研究者などの利益相反のある委員

は、当該発表の審査は行わない。 
２．受賞候補者は、1大会につき 1 名まで選出で

きる。 
３．応募者が一般演題を複数出している場合、複

数応募することができる。 
４．受賞のいかんに関わらず、応募者は次年度以

降も応募することができる。 
 ５．発表の筆頭著者で日本精神神経学会への推

薦を希望しない者は、一般演題申込時に事務
局に申し出ることとする。 

 
付則 
一 本規則は、日本精神神経学会理事会の承認を得

て改訂できるものとする。 
二 本規則は、2021 年 4 月 1 日より施行する。 
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編 集 後 記 

 
 

編 集 委 員 
菊知 充（事務局長） 
上原  隆  大森 晶夫  小林 克治  坂井 尚登 
住吉 太幹  高橋  努  高橋 哲也  玉井  顕 
橋本 隆紀  東間 正人  平松  茂  古田 壽一 
松井 三枝  村田 哲人  内藤 暢茂 
北陸神経精神医学雑誌 第 36 巻 令和 4年 12月 28 日   

編集者 北陸神経精神医学雑誌編集委員会 
発行者 北陸精神神経学会               

              〒920-8640 金沢市宝町 13-1      
           金沢大学医学類精神行動科学教室内 
                   TEL076-265-2307 
                            FAX076-234-4254 
 

北陸神経精神医学雑誌第 36 巻をお届けします。ご投稿いただきました皆様に
御礼申し上げます。 
今号には第 199回と第 200 回の北陸精神神経学会における特別講演の要旨を掲
載いたしました。また 6 篇の貴重な原著論文をご投稿いただき、『会員の声』に
も多数の原稿をお寄せいただきました。ご多忙の中、執筆の労を賜りました先生
方に厚くお礼申し上げます。 
 令和 4 年度もコロナ禍の影響が続き、学会や研修会も web開催が続く 1 年に
なりました。その中でも記念すべき第 200回はホテル日航金沢にてハイブリッ
ド形式で開催することができました。山口成良先生による特別講演では本会の歴
史と展望が語られました。また新たな試みとして各大学の第 1線で活躍する外来
医長・病棟医長が揃い、各大学の新しい取り組みについてのシンポジウムが開催
されました。まさに温故知新が体現された会になったと思います。1 点心残りが
あるとすれば当初企画していた懇親会を開催することができなかった点です。そ
ろそろ 5 類へという話もあり、令和 5 年度は各種学会等での懇親会も復活する
かもしれません。また皆様と食事をしながら交流できる日を楽しみにしておりま
す。 
 皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 
                             (内藤暢茂) 
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